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ジ
ュ

ン
ガ
ル
王
園
の
形
成
過
程

若

松

寛

序

言

一
十
七
世
紀
初
の
オ
イ
ラ
ト
族

ニ
カ
ラ
ク
ラ
の
撞
頭
、
そ
の
一
|
オ
イ
ラ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
戟
争
|

三
カ
ラ
ク
ラ
の
撞
頭
、
そ
の
二
|
オ
イ
ラ
ト
の
内
飢
l

四

パ

l

ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
箆
頭

五
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
閣
の
成
立

地

向

話

回

- 74ー

序

そ三圭ー

広コ

本
稿
は
オ
イ
ラ
ト
族
の
民
族
園
家
ジ
ュ
ン
ガ
ル
(
準
鳴
爾
)
王
園
が
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
長
バ

1
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
切
回

E
Z
H
心。一口

m
g
uユピ

(
巴
闘
爾
浬
台
吉
〉
の
下
に
形
成
さ
れ
た
過
程
を
貫
誼
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
父
カ
ラ
ク
ラ

0
2
2山口]白
〈
恰
刷
忽
刺
)
の
遣
業
を
受
け

て
オ
イ
ラ
ト
族
を
統
一
し
た
後
、

一
六
四

O
年
に
大
法
典

J
F
Z
P長
を
制
定
し
た
。
こ
の
大
法
典
こ
そ
新
園
家
の
統
治
睦
制
に
闘
す
る
根

本
法
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

バ
l
ト
ゥ
ル
i

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
後
、

ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
園
の
君
主
の
地
位
を
得
た
ガ
ル
ダ
ン
の
同

5
2

(
鴎
爾
丹
〉
は
一
六
七
八
年
に
ダ
ラ
イ
ラ
マ
五
世
よ
り
ボ
シ
ョ
ク
ト
ゥ
l

ハ
1
ン
切
$
0
3
5
宮
口
(
博
碩
克
園
汗
〉
に
封
。
せ
ら
れ
た
が
、

り
ジ
品
ン
ガ
ル
王
園
を
ジ
ュ
ン
ガ
ル
l

ハ
l
ン
園
と
呼
ん
で
も
差
支
え
な
い
。

こ
れ
よ



筆
者
は
珠
て
よ
り
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
園
の
成
立
期
を
バ
l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
下
に
置
き
、
こ
の
立
場
か
ら
王
圏
史
の
研
究
を
若
干
護
表

し
た
が
(
そ
れ
ら
に
於
て
は
ジ
ュ
ン
ガ
ル
l

ハ
l
ン
園
の
呼
び
名
が
統
一
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
)
、
最
近
宮
脇
淳
子
氏
が
筆
者
の
一
聯
の
研
究
に
劉
し
、

主
と
し
て
拙
稿
「
オ
イ
ラ
ー
ト
族
の
護
展
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
=
ニ
』
所
枚
、

一
九
七
一
年
〉
を
題
材
に
、

研
究
ノ

l
ト
の
形
で
全
面
的
批
判

を
護
表
さ
れ
た
(
「
十
七
世
紀
の
オ
イ
ラ
ッ
ト
l
「
ジ
ュ
ー
ン
・
ガ
ル
・
ハ

l
y
園
」
に
謝
す
る
疑
問
」
『
史
皐
雑
誌
』
第
九
O
編
第
一

O
続
、
一
九
八
一
年
)
。

そ
の
批
剣
の
骨
子
は
、
宮
脇
氏
は
「
一
六
七
六
年
ジ
ュ
ー
ン
・
ガ
ル
部
の
ガ
ル
ダ
ン
が
、

ホ
シ
ュ
l
ト
部
の
オ
チ
ル
ト
・
チ
ェ
チ
ェ
ン
・
ハ
ー

ン
を
襲
い
、
そ
の
衆
を
併
せ
て
自
ら
ド
ル
ベ
ン
(
四
)
・
オ
イ
ラ
ッ
ト
の
ハ

l
ン
と
稽
す
る
ま
で
、

「
ジ
ュ
ー
ン
・
ガ
ル
・
ハ

1
ン
園
」
1

護
氏

(
護
雅
夫
氏
若
松
注
)
の
言
う
よ
う
に
、

そ
れ
が
『
園
家
』
と
い
う
名
に
値
す
る
な
ら
ば
ー
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
見

こ
の
よ
う
に
同
氏
は
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
園
の
園
家
と
し
て
の
存
在
を
ガ
ル
ダ
ン
以
前
に
は

解
を
取
る
。
」
と
い
う
黙
に
あ
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

認
め
な
い
と
し

「
換
言
す
れ
ば
「
ジ
ュ
ー
ン

・
ガ
ル
・
ハ

l
ン
園
」
と
い
う
も
の
は
、
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
、

ガ
ル
ダ
ン
の
登
場
以
後
の
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こ
と
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
よ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
氏
の
批
剣
は
そ
の
よ
う
な
見
地
〈
又
は
前
提
)
に
立
つ

て
筆
者
に
加
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
十
七
世
紀
初
以
来
ガ
ル
ダ
ン
の
登
場
に
至
る
オ
イ
ラ
ト
史
を
同
氏
が
ど
の
よ
う

に
把
握
し
て
い
る
の
か
と
反
問
す
れ
ば
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
同
氏
の
見
解
は
至
っ
て
不
明
瞭
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
氏
は
筆
者
の
一

六
三
六
年
以
来
の
グ
シ
1

ハ
l
ン
の
青
海
進
出
に
闘
す
る
読
を
批
判
し
た
件
で
、

「故
バ
イ
パ
ガ
ス

・ハ

I
ン
(
ホ
シュ
l
ト
部
長
で
一
六
二

O
年

代
末
に
横
死
し
た
|
若
松
注
〉
の
残
し
た
ウ
ル
ス
自
鐙
は
、
依
然
グ
ン
ジ
・
ハ
ト
タ
ン
(
先
夫
バ
イ
パ
ガ
ス
の
死
後
グ
シ
i

ハ
1

ン
と
再
婚
し
た
|
若
松

注
〉
の
手
に
掌
揮
さ
れ
て
お
り
、
彼
女
は
グ
シ

・
ハ
l
ン
の
青
海
遠
征
に
同
行
せ
ず
タ
ル
パ
ガ
タ
イ
方
面
に
残
留
し
た
。

し
か
も
、
バ
イ
パ
ガ

ス
と
グ
ン
ジ
・
ハ
ト
ゥ
ン
の
子
オ
チ
ル
ト
・
タ
イ
ジ
、
後
の
オ
チ
ル
ト
・
チ
ェ
チ
ェ
ン
・
ハ

l
ン
は
す
で
に
成
年
に
達
し
て
お
り
、

「ホ

ン
タ

イ
ジ
」
競
合
}
有
し
た
ジ
ュ
ー
ン
・
ガ
ル
の
パ

1
ト
ル
・
ホ
ン
タ
イ
ジ
も
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
た
。
彼
等
の
聞
の
勢
力
関
係
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
っ
た
か
が
、

オ
イ
ラ
ッ
ト
の
ハ

l
ン
位
縫
承
に
係
わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
言
っ
て
、
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パ
ー
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
勢
力
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
パ
l
ト
ゥ
ル
1

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
勢
力
の
評
債
を
保
留
と
す
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る
に
も
拘
ら
ず
、
別
の
一
方
で
は
、
「
一
六
四

O
年
蛍
時
、
彼
等
「
雨
タ
イ
ジ
」
(
こ
こ
で
の
意
味
は
オ
チ
ル
ト
・
タ
イ
ジ
と
メ
ー
ト
ル
・
ホ
ン
タ
イ
ジ

を
指
す
若
松
注
)
の
上
に
は
、

グ
シ
・
ハ

l
ン
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
に
と
言
う
が
、

筆
者
に
は
そ
の
理
由
が
と
ん
と
分
ら
な
い
。
も

し
そ
の
よ
う
に
グ
シ
l

ハ
l
ン
が
バ

l
ト
ヲ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
上
に
立
つ
存
在
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
、

矢
野
仁

一
氏
の
渡
し
た
古
く
て
今
向

新
鮮
な
「
最
も
強
い
も
の
が
蓄
牧
地
を
棄
て
て
青
海
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
は
如
何
で
あ
ろ
う
。」
(
『
近
代
支
那
史
』
弘
文
堂
、

一
九
二
五
年
、
六

七
頁
)
の
疑
問
に
宮
脇
氏
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
つ
も
り
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
矢
野
仁
一
氏
と
同
様
、

「
グ
シ
l

ハ
l
ン
が
最
も
強
く
、

四

街
並
特
の
首
で
あ
っ
た
。
」
(
『
皇
朝
務
部
要
略
』
巻
九
)
と
言
う
こ
と
に
強
い
疑
問
を
抱
く
の
で
あ
る
。

ま
た
宮
脇
氏
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

「
彼
等
オ
イ
ラ
ッ
ト
の
諸
首
長
の
饗
遷
や
、
相
互
関
係
な
ど
詳
細
な
研
究
は
後
の
課
題
と
し
て
、

四

オ
イ
ラ
ッ
ト
の
諸
部
が
、
依
然
と
し
て
聯
合
瞳
と
し
て
の
側
面
を
有
し
績
け
て
い
た
こ
と
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
等
の
勢
力
範
圏

が
、
こ
の
時
期
青
海
か
ら
ヴ
ォ
ル
ガ
河
方
面
へ

と
康
が
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、

ジ
ュ

ー
ン
・
ガ
ル
の
バ

l
ト

ル
・
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
勢
力
を
持
ち
得
た
か

再
考
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
L

筆
者
に
言
わ
せ
れ
ば

ハ
ー
ト

- 76ー

ゥ
ル
1

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
勢
力
を
持
ち
得
た
か
の
問
題
こ
そ
、

オ
イ
ラ
ト
族
の
園
家
形
成
を
考
え
る
た
め
の
最
優
先
課
題

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宮
脇
氏
は
こ
の
問
題
に
劃
す
る
自
ら
の
解
答
を
用
意
し
た
上
で
批
判
を
展
開
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
え
て

工
‘
つ
玉
、

。

サ
t
p
v
，ゅ，
，
h
u

以
下
、
宮
脇
氏
の
批
剣
に
答
え
る
意
味
か
ら
も
、
筆
者
は
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
閣
の
形
成
を
バ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
に
蹄
す
従
来
の
立
場
に

立
っ
て

そ
の
過
程
を
賓
誼
的
に
論
じ
た
い
。

十
七
世
紀
初
の
オ
イ
ラ

ト
族

十
七
世
紀
初
に
オ
イ
ラ
ト
諸
侯
の
内
で
誰
が
最
強
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
、

(

マ

)

一
六
一
六
年
に
ト
ボ
リ
ス
ク
か
ら
カ
ル
ム
ク

地
方
へ
涯
遣
さ
れ
た
ト
ミ
ラ
H

ベ
ト
ロ
フ

A
，O

玄

Eeg
コゆJ

『
勺
。
∞
と
イ
ワ

ン
H

ク
ニ
ツ
イ
ン

ヱ
盟
国
同
〈
同

EEMu-z
の
供
述
に
重
要
な
言
及
が
見



ら
れ
る
。彼

ら
(
ベ
ト
ロ
フ
と
ク
ニ
ツ
イ
ン
)
は
カ
ル
マ
ク
地
方
を
遁
っ
て
パ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
l

タ
イ
シ
ヤ
切
白
日
寸
宮
下
一aa罫巨
曲
と
イ
シ
ム
王
子

X
E
E
V守口目安州国相自』

ま
で
二
箇
月
の
行
程
を
要
し
た
。
而
し
て
彼
ら
は
パ
ガ
ト
ヮ
イ
リ
l

タ
イ
シ
ヤ
の
許
で
一
箇
月
過
し
、
婦
途
は
同
じ
く
二
箇
月
を
要
し
た
。

全
カ
ル
マ
ク
地
方
で
筆
頭
の
タ
イ
シ
ヤ
国

2
2
E
Z酢
目
障
巨
回
は
そ
の
バ
ガ
ト
ク
イ
リ
H

タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ヤ
切
回
『
目
玉
】
『

4
2早
足
即
日
同
で
あ

り
、
こ
れ
を
全
カ
ル
マ
ク
地
方
の
王
宮
下
と
呼
ん
で
い
る
。
だ
が
彼
自
身
は
自
ら
を
王
と
は
書
か
な
い
。
彼
に
は
下
に
四
人
の
寅
兄
弟
l
ク
ア
ナ
イ
l

タ

イ
シ
ヤ
穴
苫
出
回
陸
自
国
昨
日
白
と
イ
セ
ン
ト
ヮ
ル
ヱ
円
巾
Z
4
『
℃
(
筆
者
注
、
他
の
二
人
の
名
は
暴
げ
ら
れ
て
い
な
い
J

ー
が
あ
り
、
叉
タ
イ
シ
ャ
ら
の
中
に
従

兄
弟
や
甥
が
多
い
。

親
近
の
顧
問
の
タ
イ
シ
ヤ
泊
三
2
E巾

α
h
H

耐
震
出
国
巾
叶
曲
即
日
出
は
チ
ュ
グ
ル

4
5「
〕毛

及
び
ウ
ル
ル
ク
l

タ
イ
シ
ャ

ω
占
ミ
}
内
・
足
跡
巨
曲
で
あ
る
。
し
か
し

全
部
で
何
名
の
タ
イ
シ
ャ
が
い
る
の
か
、
叉
カ
ル
マ
ク
は
大
凡
何
人
い
る
の
か
、
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
彼
ら
は
タ
イ
シ
ャ
の
歓
を
知
る
こ
と
も
、
人
の
数
を

数
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
多
敷
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
大
タ
イ
シ
ャ

q
o旬
r
E
O
酔
吋
白
昨
日
田
の
バ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
ま
で
全
て
人
の
住

む
慮
を
一
月
通
行
し
た
が
、
ど
れ
だ
け
遠
く
へ
行
っ
た
か
は
知
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
彼
ら
は
カ
ル
マ
ク
人
と
の
封
話
か
ら
、
戦
闘
に
は
四
人
の
大
タ
イ
シ
ヤ

が
参
集
し
、
そ
れ
ら
の
麿
下
の
兵
士
は
一

O
、
0
0
0人
ず
つ
で
あ
る
と
聞
い
た
。
カ
ル
マ
ク
人
は
各
自
の
土
地
で
遊
牧
生
活
を
迭
り
、
町
は
な
い
。
住
居

は
全
て
フ
ェ
ル
ト
製
で
、
務
舵
に
載
せ
て
運
ぶ
。
(
℃
三
0
・

F
E
R
-
z
o・
g-
包
・
三

1
3・
Q
-
E
A
ρ
戸
司
・
ω
∞〉
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し
か
も
パ
ガ
ト
ヮ
イ
リ
H

タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
の
許
に
一
月
も
滞
在

し
て
得
た
見
聞
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
信
湿
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
バ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
日
夕
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
と
は
、

こ
の
よ
う
に
ベ
ト
ロ
フ
ら
の
報
告
は
直
接
カ
ル
ム
ク
の
土
地
を
訪
れ
、

同

u
p
A

。u

H

・
の
編
者
注
〈
円
弓
・

8
3
に
言
う
よ
う
に
ド
ル
ベ
ト
部
長
の
名
に
他
あ
る
ま
い
。
筆
者
は
か
つ
て
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
の
人
物
を
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
の
パ

1
ト
ゥ

ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
と
解
し
た
が
(
「
カ
ラ
ク
ラ
」
〉
、
も
は
や
そ
の
解
樟
は
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
(
既
に
拙
稿
「
グ
シ
汗
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
修
正
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
稿
第
一
節
、
参
照
)
。
後
に
馬
憂
麗
氏
が
そ
の
「
巴
圃
爾

葎
台
吉
輿
俄
園
」
(
『
民
族
研
究
』

一九
八
O
年
第
四
期
。
後
に
『
蒙
古
族
歴
史
人
物
論
集
』
北
京
、

一
九
八
一
年
、
持
裁
〉
に
お
い
て
、
筆
者
奮
稿
「
カ
ラ

721 

ク
ラ
L

中
の
右
の
如
き
誤
解
に
射
し
て
質
誼
的
に
批
剣
を
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
馬
氏
の
批
判
の
主
要
な
論
貼
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を
次
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。

馬
氏
の
論
黙
の
一
つ
に
、

上
記
の
ベ
ト
戸
フ
ら
の
報
告
中
バ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
H

タ
ラ
イ
1

タ
イ
シ
ャ
に
大
タ
イ
シ
ャ
の
稿
競
が
冠
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
大
タ
イ
シ
ャ
の
解
韓
の
問
題
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
筆
者
が
パ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
日
夕
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
を
バ

1
ト
ゥ
ル
と
同
一
視
し

た
原
因
は
、
パ
ラ
以
司
・

ω-HU田口
g
の
「
ハ
ラ
フ
ラ
の
長
子
バ

l
ト
ゥ
ル
ー
タ
イ
ジ
は
既
に
一
六
一
六
年
に
父
か
ら
分
れ
て
イ
ル
テ
ィ
シ
ュ
河

に
居
住
し
て
い
た
よ
と
の
記
事
に
依
接
し
た
か
ら
で
あ
る
。
パ
ー
ト
ゥ
ル
が
父
か
ら
濁
立
分
居
し
て
い
た
事
買
の
一
泉
附

こ
の
場
合
筆
者
は

け
と
し
て
大
タ
イ
シ
ャ
の
稽
蹴
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
以
て
、
『
西
域
園
士
山
』
巻
二
十
九
官
制
一
、
附
準
喝
爾
嘗
官
制
、

準
鴫
爾
全
境
。
分
四
術
位
特
。
各
有
首
領
以
雄
接
之
。
隼
其
名
目
大
台
士
ロ
。
猶
前
代
諸
蕃
部
主
之
競
也
。

と
見
え
る
大
台
吉
に
比
定
し
た
。

か
く
し
て
「
バ
l
ト
P

ル
が
三
ハ
一
ム
ハ
年
に
既
に
父
か
ら
濁
立
し
て
い
た
こ
と
は
こ
の
名
稽
を
有
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
よ
う
に
(
「
カ
ラ
ク
ラ
」)
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
馬
氏
の
解
躍
に
よ
れ
ば
、
一
六
一
二
四
年
ま
で
バ

I
ト
ゥ
ル
の
父
は
在

世
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
嘗
時
の
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
の
首
領
或
い
は
大
台
士
ロ
は
カ
ラ
ク
ラ
(
ハ
ラ
フ
ラ
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
疑
い
な

く
、
パ
ー
ト
ゥ
ル
を
大
台
吉
と
稿
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
而
し
て
ダ
ラ
イ
i

タ
イ
シ
は
嘗
時
正
し
く
ド
ル
ベ
ト
の
首
領
で
あ
り
、
彼
が

q
L
 

ド
ル
ベ
ト
の
大
台
吉
と
傘
稽
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
の
事
で
あ
る
、
と
論
断
さ
れ
た
。

ー 78ー

大
タ
イ
シ
ヤ
(
大
台
吉
)
の
性
格
を
四
衛
位
特
各
部
の
首
領
と
解
す
べ
き
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
以
上
、

ベ
ト
ロ
フ
ら
報
告
中
の
四
人
の
大

ド
ル
ベ
ト
部
長
の
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
、

部
長
の
ウ
ル
リ
ユ
ク
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

タ
イ
シ
ャ
と
は
、

ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
長
の
カ
ラ
ク
ラ
、

ホ
シ
ュ
l
ト
部
長
の
バ
イ
バ
ガ
ス
、

ト
ル
グ
l
ト

タ
イ
シ
ャ
の
カ
ラ
ク
ラ

}〈白宮町内一で】
m
y
a
O旬
V
E
O
忠
臣
皆
目
白
」

(
勺

P
A
C
-
-
-
h
O
R
-
Z
o・

s・
5
5
F
包

-
H
g
o
a
-
〉、

「大

「
彼
ら
(
カ
ル
ム
ク
人
〉
の
大

試
み
に
ロ
シ
ア
文
書
群
の
中
か
ら
大
タ
イ
シ
ャ
の
貫
例
を
拾
い
上
げ
て
見
る
と
、

タ
イ
シ
ャ
の
バ
イ
パ
ギ
シ
ュ
と
そ
の
一
味
。
。
包
ゲ
巨
5

E

H

、B
R
E
E
-

切島内目白「
E

E
白内

g
E勺
窓
口
H
E
」
(
句
玄
0
・
F
h
z
-
Z
0・H
N
0
・
5
8
F
h
・
3

が
あ
り
、

叉
大
人

。。
h-v巨
smw
己
5
h
H
Z

も
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。

「
カ
ル
マ
ク
の
大
人
の
タ
ラ
イ
1

タ
イ
シ
ャ
と
グ
シ
ェ
イ

。O
B
E
5

5』

dFRE申
告
。
包
5
h
s
司
自
白
出
・
目
出
巨
回

h
白
吋
同

E
S」(閉ど
S
0
・
F
h
O
R
-
Z
0・
3
・
5
8防
相

-
h・
8
)
。

タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
は
勿
論
ダ
ラ
イ
1

タ



イ
シ
で
あ
り
、
グ
シ
ェ
イ
は
グ
シ
l

ハ
l
ン
を
指
す
。
グ
シ
l

ハ
I
ン
の
場
合
は
、
そ
の
長
兄
バ
イ
パ
ガ
ス
が
一
六
二

0
年
代
末
期
に
試
さ
れ

た
〈
「
グ
シ
汗
」
〉
の
で
、
一
六
=
一

O
年
嘗
時
既
に
大
タ
イ
シ
ャ
の
地
位
に
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ト
ル
グ
l
ト
の
ウ
ル
リ
ュ
ク
に
大
タ

イ
シ
ャ
を
冠
し
た
貫
例
の
み
差
し
嘗
た
り
提
示
し
得
な
い
が
、
こ
れ
も
該
嘗
し
た
こ
と
に
喜
も
疑
い
を
存
し
な
い
。
因
に
一
六
三
七
年
の
ロ
シ

ア
文
書
に
見
え
る
「
カ
ル
マ
ク
の
大
タ
イ
シ
ャ
号
事

E
5
5己
両
国
広
沢
民
ぬ
叶
忠
臣
民
」
宿
三
O
L
-
-
h
O
R
・
2
0・
8
・旬
-
N
N
)

に
劃
し
て
、
編
者
注

に
「
こ
れ
は
、

ト
ル
グ
l
ト
の
ホ
H

ウ
ル
リ
品
グ
、

ド
ル
ベ
ト
の
ダ
ラ
イ
H

ボ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
(
一
六
三
七
年
死
)
・次
い
で
そ
の
子
ダ
ヤ
ン
日
オ
ン

プ
、
ジ
ュ
ン
ガ
ル
の
バ

I
ト
P

ル
l

フ
ン
タ
イ
ジ
、

ホ
シ
ョ
ー
ト
の
バ
イ
バ
ギ
シ
ュ
で
あ
る
。
」

泊
三
0
・
F

2』

y

色
町
)
と
指
摘
し
て
い
る
。

バ
イ
バ
ギ
シ
ュ
に
つ
い
て
は
年
代
的
に
諜
り
で
あ
る
が
、

そ
の
他
は
筆
者
に
も
異
論
は
な
い
。

以
上
の
如
く
、
二
ハ
二
ハ
年
嘗
時
の
ジ
ュ
ン
ガ
リ
ア
で
は
、
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
を
最
強
と
し
、
こ
れ
を
含
め
て
四
人
の
大
タ
イ
シ
ャ
が
戦
争

の
際
等
に
は
協
力
し
合
う
統
治
睦
制
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ベ
ト
ロ
フ
ら
の
報
告
中
に
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
が
全
カ
ル
マ
ク
地
方
の
王
と
稽
さ
れ
な
が
ら
も
、
彼
自
身
は
自
ら
を
王
と
は
書
か
な
か
っ
た
こ

と
を
言
う
。
こ
の
場
合
の
王
と
は
ハ
l
ン
の
謂
に
相
違
あ
る
ま
い
。
但
し
彼
自
ら
は
ハ
l
ン
と
署
名
し
な
か
っ
た
と
言
う
の
だ
か
ら
正
式
公
認

の
稿
競
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
別
に
正
統
の
カ
ル
ム
ク
王
が
い
た
の
か
と
言
う
と
、
そ
れ
こ
そ
ホ
シ
ュ

l

ト
の
バ
イ
バ
ガ
ス
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ホ
シ
ュ
l
ト
部
は
バ
イ
バ
ガ
ス
の
祖
父
ボ
バ
イ
H

ミ
ル
ザ
が
初
め
て
オ
イ
ラ
ト
1

ハ
l
ン
を
稽
し
、

子
の
ハ
ナ
イ
H

ノ
ヤ
ン
H

ホ
ン
ゴ
ル
が
こ
れ
を
縫
い
だ
。

而
し
て
ハ
ナ
イ
の
子
が
バ
イ
バ
ガ
ス
で
あ
る
。

こ
れ
を
『
外
藩
蒙
古
田
部
王
公
表

俸
』
巻
八
十
一
、
青
海
厄
魯
特
部
穂
俸
に
言
う
。

九
停
至
博
貝
密
爾
陥
。
稽
衛
位
特
汗
。
子
喰
尼
諾
顔
洪
果
爾
縫
之
。
有
子
六
。
長
恰
納
克
土
謝
園
。
次
奔
布
鳴
斯
。

(
以
下
略
)

岡
田
英
弘
氏
の
カ
作
「
ウ
バ
シ
・
ホ
ン
タ
イ
ジ
俸
考
緯
」
(
『
遊
牧
祉
曾
史
探
究
』
第
一一一一一冊、

一
九
六
八
年
〉
に
よ
れ
ば

ボ
バ
イ
H

ミ
ル
ザ
が

始
め
て
オ
イ
ラ
ト
1

ハ
l
ン
を
稿
し
た
年
代
は
嘉
靖
三
十

(
一
五
五
二
〉
年
の
ア
ル
タ
ン
l

ハ
1
ン
の
ホ
イ
ト
征
服
の
噴
で
、

「
恐
ら
く
ホ
イ

723 

ト
の
表
徴
に
乗
じ
て
ホ
シ
ュ
l
ト
が
輿
り
、

オ
イ
ラ
ト
の
指
導
権
を
握
っ
た
の
で
あ
ろ
う
に
と
さ
れ
、

，次
い
で
オ
イ
ラ
ト
は
ハ
ル

ハ
の
ア
バ
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イ
H

ノ
ヤ
ン
H

ホ
ン
ゴ
ル
も
戦
死
し
た
。

訳
。
rro円

r
2
q
'巾

こ
の
時
ア
バ
ダ
イ
は
自
分
の
子
シ
ュ
ブ
l
ダ
イ
山
口

Z
E
E
-
を
オ
イ
ラ
ト
に
留
め
て
ハ
l
ン
た
ら

つ
い
に
コ
ブ
コ
ル
H

ケ
リ
エ

の
戦
い
で
決
定
的
敗
北
を
喫
し

ノ、

ナ

ダ
イ
1

ハ
l
ン
に
よ
る
一
聯
の
征
戦
を
受
け
て

し
め
た
。

コ
プ
コ
ル
H

ケ
リ
エ
の
戦
い
の
年
代
は
蔦
磨
十
年
代
(
一
五
八
二
-|
九
一
)
の
後
半
に
置
く
べ
き
か
と
見
て
お
ら
れ
る。

し
か
し
ゃ
が

て
シ
ュ
プ

l
ダ
イ
は
叛
い
た
オ
イ
ラ
ト
人
達
に
捕
殺
さ
れ
た
。

そ
の
年
代
は
高
暦
二
十
年
代
(
一
五
九
二
|

一六
O
一
〉
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で

ア
パ
ダ
イ
1

ハ
l
ン
の
死
後
オ
イ
ラ
ト
経
営
に
従
事
し
た
の
は
ハ
ル
ハ
の
初
代
ジ
ャ
サ
ク
ト
l

ハ
l
ン
H

ラ
イ
フ
ル
で
あ
っ

あ
ろ
う
と
言
う
。

た
。
ラ
イ
フ
ル
は
オ
イ
ラ
ト
と
エ
メ

l
ル
河
口
の
シ
ャ
ラ

u
フ
ル
ス
ン
で
劉
陣
し
て
和
を
結
ん
だ
。
こ
れ
よ
り
オ
イ
ラ
ト
は
ハ
ル
ハ
に
納
貢
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
和
の
成
っ
た
年
代
は
蔦
暦
三
十
四
(
一
六

O
六
〉
年
と
断
定
し
て
お
ら
れ
る
。

以
上
の
歴
史
的
経
過
を
勘
案
す
る
と
、
ボ
バ
イ

1
、
、
ル
ザ
の
オ
イ
ラ
ト
l

ハ
l
ン
を
縫
い
だ
ハ
ナ
イ
H

ノ
ヤ
ン
H

ホ
ン
ゴ
ル
の
戦
死
を
機

イ
の
棋
逆
後
、
パ
イ
バ
ガ
ス
が
そ
の
父
の
地
位
を
復
活
さ
せ
、

に
、
オ
イ
ラ
ト
l

ハ
l
ン
位
は
ハ
ル
ハ
の
シ
ュ
ブ
l
ダ
イ
に
奪
わ
れ
て
ホ
シ
ュ

1
ト
か
ら
一
旦
失
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
シ
ュ
ブ

l
ダ

オ
イ
ラ
ト
l

ハ
l
ン
の
名
の
下
に
オ
イ
ラ
ト
族
を
再
結
集
し
て
ハ
ル
ハ
に
封
抗

を
試
み
た
と
見
ら
れ
る
が
、
武
運
拙
な
く
一
六

O
六
年
に
ラ
イ
フ
ル
1

ハ
l
ン
の
前
に
屈
伏
し
て
和
を
結
び
、

オ
イ
ラ
ト
族
拳
げ
て
納
貢
の
義

- 80ー

務
を
負
わ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
パ
イ
バ
ガ
ス
の
権
威
は
著
し
く
失
墜
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
諸
部
長

の
聞
に
オ
イ
ラ
ト
全
部
の
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
葛
藤
が
生
じ
て
来
る
の
は
自
然
の
成
行
き
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
過
程
の
中
か
ら
一
六
一

六
年
ま
で
に
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
が
最
大
賞
力
者
と
目
さ
れ
る
ま
で
に
成
長
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
但
し
そ
う
な
っ
て
も
彼
が
自
ら
を
ハ

l

ン
と
名
乗
ら
な
か
っ
た
詩
は

ホ
シ
ュ

l
ト
部
長
が
ハ

l
ン
を
名
乗
る
と
い
う
俸
統
を
傘
重
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

尤
も
そ
の
頃
の
オ
イ
ラ

ト
l

ハ
1
ン
蹴
の
寅
質
も
単
な
る
ホ
シ
ュ

l
ト
部
長
の
地
位
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
程
に
成
り
下
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

さ
て
バ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
H

タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
の
下
で
親
近
の
顧
問
と
呼
ば
れ
た
チ
ュ
グ
ル
及
び
ウ
ル
リ
ュ
ク
雨
タ
イ
シ
ャ
と
は
、
ホ
シ
ュ
ー

の

A
W

ト
部
の
チ
ュ
イ
ク
ル
九
日

S
F
E
(吹
庫
額
と
ト
ル
グ

1
ト
部
長
ホ

u
ウ
ル
リ
ュ
ク

O
o
主
£
(
和
都
爾
勤
克
〉
と
を
指
す
に
遣
い
な
以
。
「
親

近
の
」
と
は
血
縁
上
の
親
近
関
係
を
意
味
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
事
寅
、
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
は
ウ
ル
リ
ュ
ク
の
女
婿
で
あ
り

(
E
z
g
-
G・
S
・-



ω・ω由〉、

他
方
ウ
ル
リ
ュ
ク
の
子
タ
イ
チ
ン
吋
白
昔
話

(
p
r
2
E
1
2口
問
書
庫
爾
岱
育
〉
は
チ
ョ
ク
ル
ぷ
O
穴
旬
、
同
ス
チ
ユ
グ
ル
、
吹
庫
爾
)
の
女
婿

(
匂
玄

0
・
F
E
R
-
Z
0
・斗
M
L
B
∞F
b
-
N
M
m
o
a
-
)
の
閥
係
に
あ
っ
た
。

顧
問
の
果
し
た
役
割
の
如
き
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
姻
戚
関
係

を
通
じ
て
の
固
い
紐
帯
が
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
と
顧
問
と
の
聞
に
存
し
た
こ
と
は
等
閑
観
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
事
象
で
あ
ろ
う
。

因
に
オ
イ
ラ
ト
諸
侯
の
聞
は
多
岐
の
姻
戚
関
係
で
結
ぼ
れ
て
い
た
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
ト
ル
グ

l
ト
部
長
ウ
ル
リ
ュ
ク
の
閥
係
で
あ

る

即
ち
彼
の
女
婿
に
は
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
の
他
に
、

ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
の
パ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
あ
り
(
句
ヨ
0
・
ロ
-
h
H
O
R
-
Z
0
・
2
・

H

∞
怠
骨
・
旬
・
8

H

)

、
叉
ウ
ル
リ
品
ク
の
妹
が
ホ
シ
ュ

l
ト
部
長
パ
イ
バ
ガ
ス
の
妃
グ
ン
ジ
l

ハ
ト
タ
ン
の
位
ロ
出
官
苫
ロ
で
あ
り
、

市
し
て
彼
女

は
夫
の
浪
後
は
グ
シ
l

ハ
l
ン
と
再
婚
し
た
の
で
あ
る
(
「
グ
シ
汗
」
)
。

こ
の
よ
う
に
オ
イ
ラ
ト
の
有
力
諸
侯
が
ト
ル
グ

l
ト
部
を
妻
の
里
方
と

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
黙
を
按
.
す
る
と
、

ト
ル
グ

l
ト
叶

o
q
E
の
語
義
も
『
元
朝
秘
史
』
中
の
芯
話
昆
「
里
方
。
夫
や
夫
の
親
族
が
、

妻
及
び
妻
の
父
の
親
族
を
指
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
」
(
村
上
正
二
『
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
1
』
卒
凡
社
、

い
ず
れ
に
し
て
も
オ
イ
ラ
ト
諸
侯
が
姻
戚
関
係
を
少
な
く
と
も
一
つ
の
紐
帯
と
し
て
統
治
健
制
を
作
り
上
げ
て
い

一
九
七

O
年
、
八
三
頁〉

と
同
様
に
解
樟
で

- 81ー

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

カ
ラ
ク
ラ
の
撞
頭
、
そ
の
一

l
オ
イ
ラ
ト
・
モ

ン
ゴ
ル
職
手
|

ベ
ト
ロ
フ
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
ダ
ラ
イ
ー
タ
イ
シ
の
許
で
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
及
び
ジ
ャ
サ
ク
ト
ゥ
l

ハ
l
ン
配
下
の
者
達
に

出
曾
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
ヤ
サ
ク
(
毛
皮
・

家
畜
等
の
貢
租
〉
を
徴
牧
す
る
た
め
に
来
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
カ
ル

マ
ク
で
大
パ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
l

タ
イ
シ
ャ
の
許
で
ア

ル
ト
ゥ

ン
及
び
中
園
の
民

穴
号
忌
n
R
5
b
5
h
z
と
出
舎
っ
た
。
そ
れ
ら
は
ヤ
サ
タ
の
た
め

に
来
た
の
で
あ
っ
た
。

(同
Y
玄
0
・
H
-
h
O
民・2。・

5
・-

H
H

・日可申)

こ
の
場
合
の
中
園
人
と
は
誤
聞
で
、
寅
際
に
は
ジ
ャ
サ
ク
ト
ゥ
l

ハ
l
ン
部
民
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
「
カ
ラ
ク
ラ
」
)
。

と
も
か
く
二
ハ

725 

一
六
年
の
こ
の
時
ま
で
オ
イ
ラ
ト
人
が
ハ
ル
ハ
に
納
貢
を
績
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
桂
桔
の
下
か
ら
オ
イ
ラ
ト
の
猫
立
の
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た
め
に
闘
い

つ
い
に
こ
れ
を
勝
ち
取
っ
た
立
役
者
が
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
長
カ
ラ
ク
ラ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
緯
は
か
つ
て
詳
し
く
考
究

し
た
が
〈
「
カ
ラ
ク
ラ
」
)

こ
こ
に
改
め
て
骨
子
を
述
べ
よ
う
。

さ
て

一
六

一
九
年
の
ロ
シ
ア
文
書
に
よ
る
と

ハ
ル
ハ
の
ア
ル
ト
ク
ン
i

ハ
l
ン
(
ウ
バ
シ
ホ
ン
タ
イ
ジ
)
は

ロ
シ
ア
の
ツ
ア

l
リ
H

ミ
ハ

イ
ル
M

フ
ョ

l
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
宛
に
信
書
を
迭
り
、
カ
ル
ム
ク
の
カ
ラ
ク
ラ
1

タ
イ
シ
ャ
と
の
抗
争
の
た
め
に
ロ
シ
ア
の
援
助
を
要
請
し
た
。

私
の
請
願
す
る
こ
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

我
ら
と
汝
と
の
閲
に
使
節
が
通
い
、
そ
し
て
我
が
商
人
に
は
汝
の
園
へ
、
汝
の
民
に
は
我
が
方
へ
と
通
路
が
開
け
て
い
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

善
事
に
針
し
我
ら
の
聞
で
妨
筈
し
て
い
る
の
が
カ
ル
ム
ク
の
カ
ラ
ク
ラ
i

タ
イ
シ
ャ
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
人
は
多
く
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
大
君
主

に
は
御
存
知
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
君
主
な
る
白
ツ
ア

l
リ
に
お
か
れ
て
は
、
ト
ム
ス
夕
、
ト
ボ
リ
ス
ク
及
び
タ
l
ラ
の
全
て
の
人
民
に
封
し
て
、
君
主
の
全

兵
士
が
我
が
方
の
兵
士
と
共
に
そ
の
窓
ぷ
カ
ラ
ク
ラ
ー
タ
イ
シ
ャ
と
そ
の
配
下
を
征
伐
す
る
よ
う
命
令
を
渡
せ
ら
れ
る
な
ら
、
私
は
我
が
方
か
ら
自
ら
の
兵

士
を
源
遺
し
て
、
互
い
の
聞
に
慈
議
が
い
な
く
な
り
、
叉
通
路
が
開
か
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
。
思
議
を
取
り
除
い
て
通
路
が
開
か
れ
れ
ば
、
汝
君
主
と
我
と

に
利
盆
と
善
事
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
今
よ
り
後
互
い
の
聞
に
使
節
が
頻
繁
に
通
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
℃
ヨ

0
.
y
h
O
R
・
Z
0
・
8
・
b
・
ω
N
l
g
)
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こ
の
よ
う
に
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
の
敵
と
し
て
カ
ラ
ク
ラ
が
名
指
し
に
さ
れ
て
い
る
事
貫
に
ま
ず
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
カ
ラ
ク
ラ

が

ロ
シ
ア
文
書
に
出
現
す
る
の
は
こ
の
年
を
以
て
鴨
矢
と
す
る
。

一
方
カ
ラ
ク

ラ
も
相
手
の
動
き
に
鍋
護
さ
れ
た
か
の
如
く
モ
ス
ク
ワ
へ
使
者
を
迭
り
、
込
ん
で
、

ツ
ア

l
リ
に
援
助
を
要
請
し
た
。

使
節
鹿

コ
。
円
。
包
『
円

5
S
ロ
EEω
で
の
使
者
の

口
上
は
左
の
如
く
で
あ
っ
た
。

カ
ル
ム
ク
の
カ
ラ
ク
ラ
l

タ
イ
シ
ャ
は
兄
弟

・
子
姪
を
寧
げ
て
大
君
主
に
以
下
の
如
く
畷
願
す
る
よ
う
命
じ
た
。
即
ち
カ
ラ
ク
ラ
ー
タ
イ
シ
ャ
は
兄
弟
・
子

姪
と
全
部
民
を
摩
げ
て
ツ
ア
l
リ
大
君
の
庇
護
の
下
に
飾
し
、
陛
下
の
臣
民
の
前
に
正
し
く
行
動
す
る
。
そ
し
て
ツ
ア

l
リ
大
君
の
高
き
御
手
の
下
に
員
の

奴
僕
と
し
て
永
遠
に
漁
る
こ
と
な
く
入
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
。
大
君
主
に
あ
っ
て
は
、
我
ら
を
愛
顧
さ
れ
、
ツ
ア
i
リ
大
君
の
す
同
き
御
手
の
下
に
留
め
て
優

渥
な
る
賞
賜
と
命
令
を
下
さ
れ
、
E
つ
我
ら
の
敵
か
ら
防
衛
保
護
さ
れ
よ
。

q
p
h
o
-
-
-
h
O
R
-
Z
0
・
企
-

h
・
6



ア
ル
'ト
タ
ン
l

ハ
l
ン
の
使
者
も
カ
ラ
ク
ラ
の
使
者
も
モ
ス
ク
ワ
へ
入
っ
た
の
は
共
に
一
六
二

O
年
一
月
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
次
い
で
各

々
に
ツ
ア

l
リ
の
接
見
を
賜
っ
た
が
、

そ
れ
も
同
じ
同
月
二
十
九
日
で
あ
っ
た
宿
区
0
・
F
h
O
R
-
Z
0
・品。。

モ
ン
ゴ
ル
の
強
酋
と
し
て
早
く

か
ら
モ
ス
ク
ワ
に
聞
こ
え
て
い
た
ア
ル
ト
ゥ
ン
1

ハ
l
ン
は
い
ざ
知
ら
ず
、

カ
ル
ム
ク
諸
侯
が
使
者
を
モ
ス
ク
ワ
ま
で
通
じ
得
た
の
は
容
易
な

事
で
は
な
い
。

ロ
シ
ア
政
府
は
そ
の
外
交
方
針
上
、

モ
ン
ゴ
ル
や
カ
ル
ム
ク
の
使
者
が
ト
ム
ス
ク
や
ト
ポ
リ
ス
ク
等
に
来
て
モ
ス
ク
ワ
逼
行
を

カ
ラ
ク
ラ
の
遣
使
の
場
合
も
、
改
め
モ
ス
ク
ワ
通
行
の
許
可
を
得
ら
れ
る

保
護
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
敢
て
モ
ス
ク
ワ
遣
使
を
試
み
た
の
は
、
事
態
の
打
開
に
寄
せ
る
熱
意
の
褒
露
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
。
他
の
カ
ル
ム
グ
諸
侯
で
同
じ
試
み
を
し
た
例
は
見
嘗
ら
な
い
。

懇
望
し
て
も
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
は
至
っ
て
慎
重
で
あ
っ
た
。

ロ
シ
ア
政
府
は
抗
争
の
嘗
事
者
壁
方
か
ら
の
援
助
要
請
に
射
し
て
、
整
方
に
各
々
同
じ
趣
旨
の
敷
書
を
授
け
た
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
大
君

主
の
庇
護
の
下
に
入
っ
た
場
合
に
の
み
ツ
ア
!
日
は
請
願
を
嘉
納
し
て
、
軍
事
援
助
を
興
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
吉
宮
0
・
F
E
R
-
Z
0
・

A
F
N
-
A肝
印
)
。

し
か
し
結
局
は
ロ
シ
ア
政
府
と
し
て
は
局
外
中
立
の
立
場
を
選
ぶ
こ
と
に
し
、
相
次
い
で
ト
ボ
リ
ス
ク
知
事
宛
訓
令
を
設
し
て
そ
ン

- 83-

ゴ
ル
及
び
カ
ル
ム
ク
と
の
交
渉
断
絶
を
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
(
「
カ
ラ
ク
ラ
」
)
。

モ
ン
ゴ
ル
・
カ
ル
ム
ク
聞
の
抗
争
は
つ
い
に
戦
争
に
瑳
展
し
、
最
初
の
曾
戦
が
行
わ
れ
た
の
が
一
六
二

O
年
後
隼
期
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る

(
「
カ
ラ
ク
ラ
」
)
。

こ
の
抗
争
は
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ

I
ン
か
ら
の
オ
イ
ラ
ト
の
濁
立
闘
争
と
規
定
で
き
る
。
闘
争
の
先
頭
に
立
っ
た
の
が
勿
論
カ

ラ
ク
ラ
で
あ
っ
た
。
戦
争
の
口
火
を
切
っ
た
の
も
カ
ラ
ク
ラ
側
か
ら
だ
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
湖
(
ヤ
ム
ィ
シ
瞬
湖
〉
の
附
近
に
黒
カ
ル
マ
ク
人
、
即
ち
タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ヤ
司
自
由
酔

-S酢呂田
・バ
パ
ガ
ン
l

タ
イ
シ
ヤ
回
国

E
E国
自
国
即
日
同
・

メ

ル
ゲ
ン
l

タ
イ
シ
ャ
ヨ
与
吉
田

-S即
日
白
・
シ
ユ
ク
ル
ー
タ
イ
シ
ャ
巨
同
5
d
a話
国
巨
同
・
サ
ウ
ル

ー
タ
イ
シ
ヤ
の
間
同
日

H'S昨
日
同
及
び
そ
の
他
の
多
く
の
タ

イ
シ
ャ
が
各
自
の
全
部
民
を
伴
っ
て
遊
牧
し
て
い
る
が
、
そ
の
誇
は
黒
カ
ル
マ
ク
の
カ
ラ
ク
ラ
l

タ
イ
シ
ヤ
穴
告
曲
目
『
h
・4
同国
Emw
と
メ
ル
ゲ
ン
H

テ
メ

ニ
l

72:1 

タ
イ
シ
ヤ
三
巾
』】可巾民

、同巾玄角川
Z
国今曲目

r
E
が
ア
ル
ト
ゥ
ン
1

ツ
ア
l
リ
に
攻
撃
を
仕
掛
け
た
か
ら
だ
。
ア
ル
ト
ヲ

ン
l

ツ
ア
I
リ
は
彼
ら
を
撃
破
し
て
、
里
山

カ
ル
マ
タ
に
攻
め
込
ん
で
い
る
。
件
の
タ
イ
シ
ャ
逮
は
そ
れ
故
オ
ビ
河
と
イ
ル
ト
ヮ
イ
シ
河
の
関
、
そ
の
臨
湖
附
近
に
遊
牧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
℃
ヨ
0
・
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F
h
O
R
-
Z
o
・
g
・

g
N
H骨
・

』

申

吋

o
q
)

こ
の
よ
う
に
カ
ラ
ク
ラ
と
ト
ル
グ

l
ト
部
の
メ
ル
ゲ
ン

u
テ
メ
ニ
の
側
か
ら
戦
端
を
聞
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
戦
い
に
他
の
タ
イ

シ
ャ
達
が
協
力
し
な
か
っ
た
筈
が
あ
る
ま
い
。
右
の
タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
こ
と
ダ
ラ
イ
1

タ
イ
シ
の
場
合
、
筆
頭
の
タ
イ
シ
ャ
で
あ
り
な
が
ら

ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
に
納
貢
義
務
を
負
っ

て
い
た
こ
と
を
既
に
明
ら
か
に
し
た
が
、

そ
の
よ
う
な
者
が
怪
措
か
ら
の
解
放
を
約
束
す
る
こ
の

戦
い
に
率
先
参
加
せ
ず
し
て
、
徒
に
逃
げ
惑
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
除
り
に
も
不
自
然
と
な
ろ
う
。
事
賞
、

タ
ラ
イ
は
カ
ラ

ク
ラ

軍
が
撃
破
さ
れ
た
後
、

カ
ラ
ク
ラ

メ
ル
ゲ
ン
H

テ
メ
ニ
ら
と
共
に
全
タ
イ
シ
ャ
を
拳
げ
て
オ
ピ
河
右
支
流
の
チ
ム
ム
ィ
シ
河
口
に
来
て
、
壁

国
型
を
設
け
て
ア
ル
ト
ヮ
ン
l

ハ
l
ン
に
備
え
て
越
多
遊
牧
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
本
文
一

O
四
J
一
O
五
頁
引
用
の
史
料

h
H
O
R
-
Z
0・
8
参
照
)
。
こ

の
よ
う
な
貼
か
ら
、
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
が
カ
ラ
ク
ラ
の
仕
掛
け
た
戦
争
に
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
役
割
は
カ
ラ

ク
ラ
軍
の
後
方
支
援
に
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

カ
ラ
ク
ラ
軍
敗
北
の
詳
細
に
つ
い
て
は

ト
ポ
リ
ス
ク
か
ら
カ
ル
ム
ク
へ
波
遣
さ
れ
た
ブ
ハ

l
ラ

人

今

タ

ル

玄
ヨ
コ
，
与
が
ホ
シ
ュ

l
ト

- 84ー

部
の
チ
ョ
ク
ル
(
吹
康
問
)
か
ら
直
接
次
の
如
く
聞
き
出
し
て
い
る
。

そ
の
今
タ
ル
は
カ
ル
マ
ク
の
タ
イ
シ
ヤ
H

チ
ョ
ク
ル

4
0弓
勺
か
ら
封
話
中
次
の
如
く
聴
取
し
た
。

カ
ル
マ
ク
の
タ
イ
シ
ヤ
H

カ
ラ
ク
ラ
穴
白
官
民
可
勾
は
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ツ
ア
l
リ
に
向
け
攻
め
行
っ
た
。
彼
と
行
を
共
に
し
た
の
は
四
千
人
で
、
ア
ル
ト
ゥ

ン
ー
ツ
ア
l
リ
噌
下
の
部
民
を
攻
撃
し
て
、
捕
虜
多
数
を
奪
っ
た
。
そ
し
て
奪
っ
て
か
ら
退
却
し
た
。
衣
い
で
ア
ル
ト
ク
ン
1

ツ
ア
l
リ
は
そ
れ
ら
を
取
り

押
え
る
た
め
に
そ
の
カ
ラ
ク
ラ
l

タ
イ
シ
ャ
に
向
け
四
千
人
、
背
後
に
三
千
人
を
波
遣
し
て
、

カ
ラ
ク
ラ
i

タ
イ
シ
ャ
麿
下
の
民
を
掻
く
打
ち
破
っ
た
。
僅

に
カ
ラ
ク
ラ
1

タ
イ
シ
ャ
の
み
子
ど
も
を
伴
っ
て
脱
れ
た
。
そ
こ
で
我
ら
カ
ル
マ
ク
人
は
皆
イ
ト
ゥ
イ
ク
ヱ
吋
宮
沢
山
に
沿
い
、
カ
ム
ィ
シ
ュ
ロ
フ
穴
白
玄
回
以
?

巨

-E回
沿
岸
に
ト
ヮ
メ
ニ
か
ら
十
日
行
程
に
遊
牧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

百
三
0
・
F
E
R
-
z
o
・

s・
5
N
ω
持
-

b
・
8
)

の
如
く
、

こ
の
よ
う
に
カ
ラ
ク
ラ
は
敵
に
先
制
攻
撃
を
か
け
て
こ
れ
に
一
度
は
大
戦
果
を
得
た
も
の
の
、
結
局
は
惨
敗
を
蒙

っ
た
の
で
あ
っ
た
。
上
述

こ
の
後
カ
ラ
ク
ラ
、
ダ
ラ
イ
ら
を
始
め
全
タ
イ
シ
ャ
ら
が
チ
ュ
ム
ィ
シ
河
口
の
壁
盈
に
一
旦
接
っ
て
再
皐
を
園
っ
た
罪
で
あ
る
が
、



そ
の
後
の
事
態
の
推
移
は
カ
ル
ム
ク
側
に
不
利
に
展
開
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
需
は
、
二
ハ
一
二
年
に
タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
他
多
数
の
タ
イ

シ
て
か
イ
ル
ト
ゥ
イ
シ
上
流
右
岸
の
盟
湖
(
ヤ
ム
ィ
シ
湖
)
に
遊
牧
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
(
上
掲
N
H
O
R
-
Z
0
・
g
参
昭
じ
、
翌
二
二
年
に
な
る
と
、

こ
の
地
方
が
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
I
ン
の
手
中
に
陥
ち
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ト
フ
ル
バ
イ
コ
叶
O
H
モ
MmE障
問
。
は
ウ
ル
ス
ラ
ン
1

タ
イ
シ
ヤ
匂
℃
同
n
h
同国
-
S
B
E白
に
質
問
し
た
。

ル
ス
ラ
ン
は
彼
に
答
え
た
。

「
何
故
汝
は
ト
ゥ
メ
ニ
近
く
に
移
牧
し
た
の
か
。
」
ウ

「
我
ら
を
沓
く
か
ら
の
牧
地
か
ら
押
し
出
し
た
の
は
ア
ル
ト
ヮ
ン
の
者
共
で
あ
る
。
ア
ル
ト
ゥ
ン
の
者
共
は
イ
ル
ト
ゥ
イ
シ
河

の
盤
湖
に
遊
牧
し
て
い
る
。
」
色
忌
0
・

F
M
O
R
-
Z
o
・

s・
旬

-
E
〉

こ
の
瞳
湖
地
方
は
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
の
本
接
地
と
目
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
失
っ
た
こ
と
は
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
の
攻
勢

が
い
か
に
激
し
か
っ
た
か
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
ハ
二
三
年
に
入
っ
て
ロ
シ
ア
側
の
情
報
網
に
、

カ
ル
ム
ク
が
穂
カ
を
摩
げ
て
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
と
の
曾
戦
に
備
え
る
動
き
が
探
知
さ

- 85一

れ
た
。

こ
の
年
六
月
に
カ
ル
ム
ク
か
ら
ト
ゥ
メ
ニ
に
蹄
還
し
た
タ
タ
ー
ル
人
商
人
達
の
供
述
に
言
う
。

今
カ
ル
マ
ク
の
タ
イ
シ
ャ
達
、

即
ち
バ
ガ
ト
ヮ
イ
リ
切
mw
「
曲
、
口

MGv
・
コ
ゼ
ニ
ヤ
ク
穴
O
認
さ
宗
・
ゼ
ン
グ
ル

ω巾
Z
3
F
同
・
バ
プ
ガ
切
町
民
々
『
同
・
カ
イ
カ

穴
同
国
民
国
・
イ
シ
ム
王
子
忠
臣
民
認
・

5
匂
何
回
宝
は
イ
シ
ム
エ
E
E
V
白
河
に
遊
牧
し
て
い
る
。
イ
シ
ム
河
の
更
に
上
流
に
は
カ
ル
マ
グ
の
タ
イ
シ
ャ
の
ウ
ル
ル
タ

匂日ど

q
R
・
チ
ョ
ク
ル

4
0
5可
℃
が
い
る
。
彼
ら
全
タ
イ
シ
て
か
カ
ム
ィ
シ
ュ
ロ
フ
穴
C
5
M
-
E
h
O回
河
に
向
か
っ
て
イ
ル
ト
ゥ
イ
シ
と
イ
シ
ム
河
聞
に
集
結

し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
彼
ら
の
家
畜
と
家
財
も
あ
る
。
彼
ら
全
タ
イ
シ
ャ
が
ム
ガ
ー
ル
人
ハ
モ
ン
ゴ
ル
人
〉
に
謝
す
る
戦
争
に
備
え
て
い
る
。
だ
が
各
自
の

妻
子
・
家
畜
・
家
財
は
カ
ム
ィ
シ
ュ
ロ
フ
河
に
留
め
て
あ
る
。

(
河
玄
0
・
F
h
O
R
-
Z
P
E
-
-同・

goa-〉

こ
れ
ら
の
タ
イ
シ
ャ
の
内
、
メ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
は
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
を
、

ウ
ル
ル
グ
は
ト
ル
グ

l
ト
部
長
を
、
チ
ョ
ク
ル
は
チ
ュ
イ
ク
ル
を
指

今
日
の
オ
ム
ス
ク
。
玄
良
市
近
返
を
流
れ
る
。
そ
の
位
置
か
ら
按
ず
る
と
、

す
。
カ
ム
ィ
シ
ュ
ロ
フ
河
は
イ
ル
ト
ゥ
イ
シ
河
の
左
支
流
で

オ
イ
ラ
ト
勢
力
が
ヤ
ム
ィ
シ
湖
か
ら
遥
か
に
北
上
(
む
し
ろ
北
鼠
〉
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ロ
シ
ア
文
書
に
は
こ
の
時
の
カ
ラ
グ
ラ
の
姿
は
見

729 

i

，
:
、
:

占
A

J
山

L
カ

恐
ら
く
彼
の
場
合
は

東
方
の
オ
ピ
・
ト
ミ
河
聞
方
面
に
居
て
(
ア

ル
ト
ゥ

ン
l

ハ
l
ン
の
本
綾
地
ウ
ブ
ス
l

ヌ

l
ル
北
迭
に
最
も
近
い
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」
と
に
な
る
)
、
最
前
線
を
作
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

此
の
度
の
禽
戦
の
結
果
を
直
接
数
え
る
ロ
シ
ア
情
報
は
生
憎
無
い
が
、

こ
の
時
ア
ル
ト
ゥ

ン
i

ハ

1
ン
は
戦
死
し
て
モ
ン
コ
ル
軍
は
大
敗
北

田を
氏喫
のし
慧 た
眼の
でで
ああ
~(7) つ
- tこ

r-.， 
ウ

シ

侍
考
稗
L 

こ
の
よ
う
な
重
要
な
結
論
を
『
ウ
バ
シ
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
博
』
の
分
析
か
ら
導
き
出
し
た
の
は
岡

事
賞
、

後
年
の
ロ
シ
ア
文
書
屯
玄
0
・ァ
h
H
O
民
・
Z
。
・
8
・
5
旧
日
付
〉
に
よ
れ
ば
、

ダ
ラ
イ
!
タ
イ
シ
の
か
つ
て
の
本
援

地
ヤ
ム
ィ
シ
湖
一
帯
が
オ
イ
ラ
ト
の
手
に
戻
っ
て
い
る
上
、
首
時
の
オ
イ
ラ
ト
の
内
見
の
た
め
こ
の
地
方
か
ら
多
数
の
モ
ン
ゴ
ル
人
捕
虜
が
モ

ン
ゴ
ル
ヘ
逃
亡
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
「カ
ラ
タ
ラ
」)。

そ
れ
で
は
こ
の
決
戦
に
カ
ラ
ク
ラ
は
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
彼
が
最
前
線
に
立
っ
て
戦
っ
て
、
而
も
大
戦

果
を
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
黙
に
あ
る
。

そ
の
大
戦
果
と
は

ア
バ
カ
ン
〉

E
5
2
河
を
中
心
に
イ
ェ
ニ
セ
イ
河
上
流
域
に
い
た
キ
ル
ギ
ス

人
を
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ

l
ン
か
ら
奪
い
取
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

。。

キ
ル
ギ
ス
人
が
元
来
ア
ル
ト
ヮ
ン
1

ハ

1
ン
に
ヤ
サ
ク
を
納
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
事
寅
で
あ
る
。
例
え
ば
、

キ
ル
ギ
ス
諸
侯
ら
自
ら
の

- 86ー

言
葉
と
し
て
、

ア
ル
ト
ゥ
ン
ツ
ア
l
リ
に
ヤ
サ
ク
を
納
め
て
い
る
。

(同ど
S
0
・同
-
h
。民
-
Z
0
・
N
Y
広
見
付
・
旬
・
怠
)

と
あ
る
。

し
か
る
に
一
六
三
八
年
九
月
に
ベ

l
ル
イ

n
ミ
ュ
ス
切

g
E酎

2
S
5
内
川

(
チ
ュ
ル
ィ
ム

4
H
h
E由
河
の
源
流
)
に
い
た
キ
ル
ギ
ス
公

タ
.
フ
ン

}〈吾ヨ
ω虫
記
思
決
国
凶
ω
『
叶
急
百
と
そ
の
母
ア
バ
カ
イ
公
妃
〉

E
E応
大
Z
凶「
Z
Z
凶
ら
の
許
に
立
寄

っ
た
ト
ム
ス
ク
涯
遣
の
使
者
の
報

告
に

ア
パ
カ
イ
公
妃
は
黒
カ
ル
マ
ク
族
で
、
ヵ
ラ
ク
ラ
の
妹
穴
呂
田
ミ
旬
毘

E
n巾
円
寸
宮
で
あ
る
が
、
キ
ル
ギ
ス
人
を
議
く
支
配
し
て
い
る
。
百
三
。
・
ロ
-
NH
O
R
-

Z
0
・N
∞・旬・

]戸田〉

と
言
い
、
叉
、

ア
パ
カ
イ
公
妃
と
そ
の
子
タ
プ
ン
に
キ
ル
ギ
ス
人
は
聴
従
し
て
い
る
。

(
寸
白
冨

V
R
p
h
-
H吋
)



と
も
言
っ
て
、

ジ
ュ
ン
ガ
ル
の
カ
ラ
ク
引
の
妹
(
姉
?
〉
が
今
や
キ
ル
ギ
ス
人
を
完
全
に
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
パ

カ
イ
が
キ
ル
ギ
ス
公
妃
に
納
ま
っ
た
時
期
は
と
言
え
ば
、
そ
の
子
タ
ブ
ン
(
他
に
も
う
一
子
イ
ゼ
ル
チ
ェ
イ

X
8古
島
あ
り
〉
を
儲
け
て
い
る
黙

を
按
ず
る
と
、
そ
れ
は
決
し
て
最
近
の
事
柄
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
な
ら
ば
一
六
二
三
年
の
大
勝
利
の
直
後
に
置
く
の
が
安
嘗
と
言
う
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
年
か
ら
教
え
れ
ば
、
二
ハ
三
八
年
嘗
時
タ
ブ
ン
も
十
四
、
五
歳
の
少
年
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
カ
ラ
ク

ラ
は
大
勝
利
で
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
か
ら
キ
ル
ギ
ス
人
を
奪
い
取
り
、
こ
れ
を
統
治
す
る
た
め
に
ア
パ
カ
イ
を
キ
ル
ギ
ス
公
妃
に
迭
り
込
ん

だ
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
来
た
如
く
、
カ
ラ
ク
ラ
こ
そ
は
二
ハ
一
九
年
の
モ
ス
ク
ワ
遣
使
以
来
、

の
濁
立
の
た
め
に
終
始
オ
イ
ラ
ト
諸
侯
の
先
頭
に
立
っ
て
粉
骨
砕
身
し
た
人
物
で
あ
り
、

一
六
二
三
年
の
大
勝
利
に
至
る
ま
で
、

オ
イ
フ
ト

濁
立
の
立
役
者
で
あ
ザっ

た
のモ
でン
あゴ
る~qノレ

u カミ

ら

濁
立
へ
の
こ
の
よ
う
な
寄
輿
と
加
う
る
に
キ
ル
ギ
ス
人
の
領
民
化
と
を
以
て
、
カ
ラ
ク
ラ
の
オ
イ
ラ
ト
諸
侯
聞
で
の
地
位
は
著
し
く
向
上
し

た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
地
位
向
上
振
り
を
直
裁
に
示
す
と
思
わ
れ
る
の
が
一
六
二
五
年
七
月
に
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
の
本
替
に
約

一
年
滞
在
し
た
後
ト
ボ
リ
ス
ク
に
蹄
還
し
た
ヤ
コ
フ
H

ブ
ゴ
ラ
コ
フ
沼
8
切
切
可

g言
。
切
の
報
告
で
あ
る
。

- 87-

タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
は
次
の
如
く
述
べ
た
。
彼
は
陛
下
の
町
や
陛
下
の
ヤ
サ
ク
納
貢
の
郷
へ
侵
入
も
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
配
下
を
波
遣
し
も
し
な
か
っ
た
。

タ
I
ラ
郡
内
の
陛
下
の
ヤ
サ
ク
納
貢
の
郷
へ
侵
入
し
た
の
は
カ
ラ
ク
ラ
l

タ
イ
シ
ヤ
穴
曲
目
】
白
ミ
・
泊
中
国
即
日
闘
の
兄
弟
淫
で
あ
る
。
カ
ラ
ク
ラ
ー
タ
イ
シ
ャ
は
自

内

V

ル
ス

ら
自
分
の
部
民
を
以
て
遊
牧
し
て
お
り
、
彼
タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
に
は
抑
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

(
司
区

0
・
F
h
O
R
・
2
o・

s・h
H

・ι
N
)

ブ
ゴ
ラ
コ
フ
は
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
に
劃
し
て
、

タ
I
ラ
郡
へ
の
オ
イ
ラ
ト
人
の
襲
撃
の
取
締
り
を
要
求
し
た
需
で
あ
る
が
、
ダ
ラ
イ
と
し
て

は
、
襲
躍
が
カ
ラ
ク
ラ
の
兄
弟
達
の
仕
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
カ
ラ
ク
ラ
を
抑
え
る
だ
け
の
カ
の
な
い
こ
と
を
理
由
に
要

求
を
斥
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
賞
は
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
の
地
位
低
下
と
相
倹
っ
て
カ
ラ
ク
ラ
の
撞
頭
を
如
買
に
示
す
も
の
で
あ
ろ

う

731 
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カ
ラ
ク
ラ
の
撞
頭
、
そ
の
二
|
オ
イ
ラ
ト
の
内
見
|

さ
て
一
六
二
三
年
の
決
戦
を
境
に

モ
ン
ゴ
ル
に
闘
す
る
情
報
は
ロ
シ
ア
文
書
中
に
暫
時
全
く
跡
絶
え
て
し
ま
う
が
、
こ
の
原
因
は
ロ
シ
ア

側
よ
り
も
モ
ン
ゴ
ル
側
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
モ
ン
ゴ
ル
側
に
あ
っ
て
は
一
六
二
三
年
の
大
敗
の
齢
り
の
痛
手
に
よ
り
、

封
外
的
活
動
力
を
殺
が
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
情
報
が
ロ
シ
ア
文
書
中
に
復
活
す
る
の
は
よ
う
や
く
一
六
二
九
年
の
こ
と
で
、

こ
の
年
五
月
に
ト
ム
ス
ク
に
届
レ
た
情
報
で
は
、

ン
)
が
進
撃
中
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ツ
ア

l
リ
に
向
け
て
チ
ャ
ハ
ル
l

ハ
1
ン
戸
山
ゆ
『

shy-h
白
出
(
リ
ン
ダ
ン
i

ハ
l

ハ
2
S
0
・
F

h

。R・
2
0
・
a-h-gN〉。

」
の
場
合
の
ア
ル
ト
ヮ
ン
l

ツ
ア

l
リ
と
は
二
代
目
ハ

l
ン
の

オ
ン
@フ
H

エ
ル

J

ア
ニ

。
ヨ
ゲ
ロ
叩
邑

gF(俄
木
布
額
爾
徳
尼
〉
で
あ
る
。

他
方
こ
の
聞
に
オ
イ
ラ
ト
に
あ
っ
て
は

一
六
二
五
年
に
ホ
シ
ュ

l
ト
部
で
チ
ン
l

タ
イ
シ
ャ

4
5・
吋
忌
巨
白
(
ロ
ロ
岡

青
)
の
遺
産
を
め
ぐ

そ
の
弟
チ
ョ
ク
ル
ー
タ
イ
シ
ャ

4
0
ミ℃
-
a
p
E回
(

円

ξ
F
E
吹
庫
爾
〉
と
再
従
兄
弟
バ
イ
バ
ギ
シ
ュ

1

タ
イ
シ
ヤ
切
阻
ま
白
ヨ
E
・4
曲
目
即
日
目

3
3
5呉
監

奔
巴
鴎
斯
〉

と
の
聞
に
紛
争
が
起
り

こ
れ
に
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
、

カ
ラ
ク
ラ
、

ウ
ル
リ
ュ
ク
ら
が
介
入
し
て

一
大
内
鋭
を
招

っ
て
、

い
た
。
こ
の
内
組
は
二
十
年
代
末
期
に
移
熔
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
範
中
ホ
シ
ュ

l
ト
部
長
バ
イ
バ
ガ
ス
(
バ
イ
パ
ギ
シ
こ
は
殺
害
さ
れ
、
ホ

シ
ュ

l
ト
部
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
ホ
シ
ュ

l
ト
部
の
勢
力
も
著
し
く
低
下
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
か
つ

G
U
M-

そ
こ
に
は
重
大
な
誤
り
も
見
ら
れ
る
の
で
、
改
め
て
以
下
に
考
察
し
直
し
た
い
。

て
こ
の
内
飽
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
(
「
カ
ラ
ク
ラ
」)、

紛
争
の
護
端
か
ら
内
飢
へ
の
護
展
の
経
緯
は

一
六
二
五
年
七
月
に

タ
ラ
イ

ー
タ
イ
シ
ャ
の
本
営
で
の

一
年
聞
の
滞
在
の
後
ト
ポ
リ
ス
ク
に

開
還
し
た
ヤ
コ
フ
H

ブ
ゴ
ラ
コ
フ
ヨ
S
切
切
可
。
詰

5
∞
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

春
に
彼
の
所
へ
左
の
如
き
ニ
ュ
ー
ス
が
届
い
た
。

チ
ョ
タ
ル
及
び
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
ー
タ
イ
シ
ャ
の
兄
弟
チ
ン
ー
タ
イ
シ
ャ
が
死
ん
だ
が
、
そ
の
家
畜
と
部
民
は
チ
ョ
ク
ル
タ
イ
シ
ャ
が
我
が
物
に
し
て
、

v

兄
弟
の
パ
イ
バ
ギ
シ
ュ
の
自
'
自
に
任
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
バ
イ
バ
ギ
シ
ュ
が
来
て
、
無
理
矢
理
に
チ
ン
1

タ
イ
シ
ャ
の
部
民
と
家
畜
を
取
り
上
げ
た
。
こ



の
た
め
に
チ
ョ
ク
ル
ー
タ
イ
シ
ャ
と
パ
イ
パ
ギ
シ
ユ
の
聞
が
不
和
に
な
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
戟
が
起
り
そ
う
に
な
っ
た
。
タ
ラ
イ

l
F
イ
シ
ャ
は
こ
の
事
を

聞
い
て
、
和
解
さ
せ
る
た
め
に
彼
ら
の
方
へ
訟
い
た
が
、
自
ら
も
一
千
人
を
連
れ
て
行
っ
た
。
ハ
中
略
)
彼
ヤ
タ
ニ
カ
凶
M
Q国
V
E
(ヤ
コ
フ
"
ブ
ゴ
ラ
コ
フ
〉

を
連
れ
て
行
っ
た
の
は
、
チ
ョ
ク
ル
と
バ
イ
バ
ギ
シ
ュ
の
聞
の
出
来
事
を
教
え
て
こ
れ
を
ト
ボ
リ
ス
ク
ヘ
報
告
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

さ
て
タ
ラ
イ
ー
タ
イ
シ
ャ
は
チ
ョ
ク
ル
ー
タ
イ
シ
ャ
の
所
へ
来
て
、
彼
ら
の
兄
弟
チ
ン

ー
タ
イ
シ
ャ
の
家
畜
は
折
牢
し
、
部
民
は
五
百
人
づ
っ
分
け
る
も

の
と
し
た
。
そ
し
て
バ
イ
バ
ギ
シ
ユ
の
方
に
は
人
を
遺
し
て
、
チ
ョ
ク
ル
に
制
到
し
チ

ン
l

タ
イ
シ
ャ
の
部
民
五
百
人
を
迭
り
返
す
よ
う
に
求
め
た
。
そ
こ
で

パ
イ
バ
ギ
シ
ュ
は
チ
ョ
ク
ル
の
方
へ
五
百
人
を
迭
ろ
う
と
し
た
。
だ
が
チ
ョ
タ
ル
は
部
民
全
員
の
一

千
人
を
取
る
こ
と
を
欲
し
た
。
こ
の
た
め
彼
は
カ
ル
マ

ク
の
タ
イ
シ
ャ
達
郎
ち
メ
ル
ゲ
ン
H

テ
メ
ネ
イ
宮
内
勺一『何回・叶

2
向巾国
内
民
、
ク
ヤ
ン
同
〈
)
諸
国
、
タ
プ

ィ
タ
イ
叶
陣
内
町
一
思
量
一
間
町
一
と
合
同
し
て
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
に
到
し

タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
と
し
て
は
チ
ョ
ク
ル
に
輿
さ
ず
し
て
去
っ
た
が
、
パ
イ
バ
ギ
シ
ム
l

タ
イ
シ
ャ
に
は

戦
端
を
開
い
た
。
彼
ら
の
兵
力
は
三
高
だ
っ
た
。

夜
閲
人
を
遺
し
て
、
チ
ョ
ク
ル
が
大
奉
し
て
放
を
襲
撃
す
る
と
秘
か
に
知
ら
せ
た
。

チ
ョ
ク
ル
ー
タ
イ
シ
ャ
は
恩
湖
よ
り
下
流
で
パ
イ
パ
ギ
シ
ユ
l

タ
イ
シ
ャ
に
遭
遇
し
、
多
数
の
者
を
殺
し、

且
つ
家
畜
を
奪
っ
た
。
残
さ
れ
た
者
連
も
河

- 89ー

ハ
イ
ル
ト
ゥ
イ
シ
河
)
の
屈
曲
地
に
包
囲
し
た
。
こ
の
た
め
バ
イ
パ
ギ
シ
ュ
に
は
部
民
が
少
な
く
な
り
、
皆
散
り
散
り
に
な
っ
た
。
さ
て
カ
ラ
ク
ラ
l

タ
イ

シ
ャ
は
、
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
が
チ

ョ
ク
ル
に
包
歯
さ
れ
た
と
聞
い
て
、
チ
ョ
ク
ル
に
抗
し
て
バ
イ
バ
ギ
シ
ュ
を
援
助
す
る
た
め
に
パ
イ
パ
ギ
シ
ユ
の
所
へ
や
っ

て
来
た
。
そ
の
兵
力
は
一
高
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
チ
ョ
ク
ル
ー
タ
イ
シ
ャ
は
虐
殺
を
重
ね
つ
つ
去
っ
た
。
そ
れ
か
ら
後
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
と
チ
ョ
ク
ル
i

タ

イ
シ
ャ
と
の
関
に
何
が
起
っ
た
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
彼
(
ブ
ゴ
ラ
コ
フ
〉
は
知
ら
な
い
。
何
故
な
ら
彼
を
タ
ラ
イ
i

タ
イ
シ
ャ
が
イ
ト
ゥ
イ
ク
エ
4
Z
民
へ

蹄
ら
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
ハ
E
S
0
・
p
h
H
O
R
・
2
0・吋
C

・
h
-

ぉ
l

hH
N

。a・)

こ
の
よ
う
に
ホ
シ
ュ

l
ト
部
に
内
紛
が
起
り
、
こ
の
た
め
ド
ル
ベ
ト
部
長
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
が
ま
ず
調
停
役
を
買
っ
て
出
た
が
、

チ
ン
の
浩
品

産
を
そ
の
弟
チ
ョ
ク
ル
と
再
従
兄
弟
メ
イ
バ
ギ
シ

ュ
と
の
聞
で
折
牢
す
る
と
い
う
調
停
案
を
チ
ョ
ク
ル
が
肯
ん
じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

工
作
は
失
敗
に
移
っ
た
。

飽
く
ま
で
遺
産
の
全
額
獲
得
に
固
執
す
る
チ
ョ
ク
ル
(
因
に
彼
は
一
六
一
六
年
に
ダ
ラ
イ
の
下
で
顧
問
に
任
じ
て
い
た
チ
ユ

733 

グ
ル
と
同
一
人
物
で
あ
る
〉
に
射
し
て
は
、

同

メ
ネ
イ
や
バ

l
ト
ゥ
ト
部
の
ク
ヤ
ン
ら
の
支
援
の
下
に
メ
イ
バ
ギ
シ
ュ
に
先
制
攻
撃
を
か
け
、

ダ
ラ
イ
は
バ
イ
メ
ギ
シ
ュ
支
援
を
決
意
し
た
。

一
方
チ
ョ
ク
ル
は
ト
ル
グ

l
ト
部
の
メ
ル
ゲ
ン
H

テ

つ
い
に
こ
れ
を
盟
湖
附
近
に
包
囲
し
た
。

」

v
」
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に
至
っ
て
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
長
カ
ラ
ク
ラ
も
バ
イ
パ
ギ
シ
ュ
の
た
め
に
支
援
に
馳
せ
参
じ
た
。
こ
の
結
果
チ
ョ
ク
ル
は
包
圏
を
解
い
て
退
却
に
移

っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
事
件
の
経
過
を
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
因
に
こ
の
聞
に
モ
ン
ゴ
ル
人
捕
虜
達
が
モ
ン
ゴ
ル
へ
向
け
て
逃
亡
す
る
事
態

A
S
，
 

も
見
ら
れ
た
州
、
そ
れ
ら
は
一
六
二
三
年
の
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
!
ン
に
射
す
る
大
勝
の
際
に
獲
得
さ
れ
た
者
だ
っ
た
に
違
い
な
い
(
「
ウ
バ
シ
停

考
回
押
」
参
照
〉
。

こ
れ
よ
り
以
後
の
事
件
の
推
移
を
チ
ョ
ク
ル
の
動
き
に
焦
黙
を
嘗
て
て
辿
っ
て
み
よ
う
。

一
六
二
八
年
に
チ
ョ
ク
ル
は
ダ
ラ
イ
1

タ
イ
シ
、

ト
ル
グ

l
ト
部
長
ウ
ル
リ
ュ
ク
ら
の
聯
合
軍
の
迫
撃
を
受
け
て
、

イ
ル
ト
ゥ
イ
シ
河
支
流
の
イ
シ
ム
・
ト
ボ
ル
南
河
開
方
面
に
逃
れ
た
。

、ー
の

年
九
月
に
カ
ル
ム
ク
か
ら
ト
ポ
リ
ス
ク
に
逃
げ
蘇
っ
た
ブ
ル
ナ
シ
H

ム
ロ
ム
ツ
オ
フ
切
句
百
回
目
玄
句
苦
言
ち
∞
ら
の
供
述
に
言
う
。

彼
ら
は
カ
ル
マ
ク
で
チ
ョ
タ
ル
タ
イ
シ
ャ
及
び
そ
の
女
婿
タ
イ
チ
ン

叶白罫占
E
E--
ウ
ル
リ
ュ
ク
の
子
l
の
下
に
い
た
が
、

そ
の
二
人
が
一
緒
に
遊
牧
し
て

い
た
の
は
、
タ
ラ
ィ
、
ゥ
ル
リ
ユ
ク
と
そ
の
他
の
タ
イ
シ
ヤ
遼
が
チ
ョ
ク
ル
ー
タ
イ
シ
ャ
を
殺
そ
う
と
望
ん
で
い
る
震
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
タ
イ
チ
ン
l

タ

- 90ー

イ
シ
ャ
は
殺
害
の
際
を
懸
念
し
て
、
全
部
民
を
連
れ
て
チ
ョ
ク
ル
ー
タ
イ
シ
ャ
か
ら
離
れ
、
父
の
ウ
ル
リ
ュ
ク
の
方
へ
去
っ
た
。
次
い
で
タ
ラ
イ
ー
タ
イ
シ

ャ
と
他
の
タ
イ
シ
ャ
逮
が
多
数
の
カ
ル
マ
ク
人
を
伴
い
、
チ

ョク

ル
ー
タ
イ
シ
ャ
を
ど
こ
へ
も
逃
が
さ
な
い
か
、
叉
は
殺
す
か
す
る
震
に
、
こ
れ
に
向
け
て

出
て
行
っ
た
。
チ
ョ
ク
ル
タ
イ
シ
ャ
は
イ
シ
ム
河
の
向
こ
う
へ
逃
げ
た
が
、
ト
ゥ
メ
一
の
先
の
ト
ボ
ル
河
に
越
冬
し
に
行
こ
う
と
望
ん
で
い
る
。
(
宝
云
0
・

F
h
O
R
-
Z
0・
斗

N・
b
-
M
M由

o
a
-
-
N
N
3

れ
た
こ
と
、

チ
ョ
ク
ル
追
討
の
軍
に
は
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
の
他
に
、

チ
ョ
ク
ル
が
女
婿
の
タ
イ
チ
ン

S
F
5
E
1
2ロ
問
書
庫
爾
岱
青
)
の
下
に
身
を
寄
せ
た
が
、
つ
い
に
は
後
者
か
ら
見
離
さ

ウ
ル
リ
ュ
ク
も
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
チ
ョ
ク
ル
と
し
て
は
今
や
更
に
西

こ
の
情
報
か
ら
、

方
ト
ポ
ル
河
方
面
へ
逃
れ
る
し
か
な
か
っ
た
こ
と
等
が
判
る
。

こ
の
内
凱
の
大
圏
園
を
博
え
る
情
報
と
し
て
、
一
六
一
ニ

O
年
五
月
に
モ
ス
ク
ワ
へ
そ
の
身
柄
を
迭
致
さ
れ
た
ノ
ガ
イ
人
デ
ナ
イ
カ
H

デ
ヴ
レ

l
テ
ェ
フ

h
g畠
5
同
何
回
詩

J

『
自
の
供
述
が
あ
る
。
彼
は
「
五
、
六
年
前
」
カ
ル
ム
ク
人
の
ヤ
イ
ク
河
(
ウ
ラ
ル
河
)
方
面
襲
撃
に
よ
り
、

::r:.. 

ン
バ
何

E
E
S恵
国
〉
河
の
封
岸
の
カ
ル
ム
グ
領
へ
控
致
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
供
述
に
言
う
。



彼
は
ハ
ン
デ
リ
ー
タ
イ
シ
ャ
×
白
E
h
H

巾回忌

-S昨
自
白
の
所
に
い
た
が
、
品
目
国
時
そ
こ
へ
タ
イ
シ
ヤ
H

パ
イ
パ
ギ
シ
ユ
温
出
自
国
切
固
ま
曲

Z
巨
が
来
て
、
戟
闘
で

殺
さ
れ
た
。
彼
バ
イ
バ
ギ
シ
ュ
の
地
位
に
代
っ
て
タ
イ
シ
ャ
と
な
っ
た
の
が
そ
の
兄
弟
チ
ョ
ク
ル
ぷ
富
山
号
で
あ
っ
た
。
そ
の
チ
ョ
ク
ル
と
メ
ル
ゲ
ン
H

テ

メ
ネ
イ
と
ハ
ン
デ
リ
ー
タ
イ
シ
ャ
ら
は

一
緒
に
遊
牧
し
た
が
、
但
し
い
ず
れ
も
各
自
の
部
民
を
支
配
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
率
い
た
全
部
民
は
約
四

千
強
で
あ
っ
た
。

(
同
V

三
0
・
F
h
O
R
・
Z
0・
3
・
h
・
お
|
む
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

チ
ョ
ク
ル
一
黛
の
下
ヘ
バ
イ
バ
ギ
シ
ュ
が
攻
め
込
ん
だ
が
、
敢
無
く
も
敗
れ
て
「
戦
死
」
し
、
こ
の
結
果
チ
ョ
グ
ル
が
ホ

シ

ナ
l
ト
部
長
を
僧
稽
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
バ
イ
バ
ギ
シ
ュ
敗
死
の
時
期
は
正
確
に
は
分
ら
な
い
。

た
だ
嘗
時
の
チ
ョ
ク
ル
の
遊
牧
地

が
エ
ン
パ
河
封
岸
(
つ
ま
り
東
岸
)
方
面
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
一
六
二
八
年
以
後
ト
ボ
ル
河
方
面
か
ら
遁
か
に
西
遷
し
た
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
を
按
.
す
る
と
、
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
敗
死
の
時
期
も
一
六
二
八
年
以
降
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
一
但
し
そ
の
下
限
は
一

、A
W

六
二
九
年
秋
ま
で
と
狭
め
る
こ
と
が
で
き
匂
そ
の
需
は
、
デ
ヴ
レ

1
テ
ェ
フ
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
秋
・
春
(
嘗
時
の
ロ
シ
ア
暦
で
は
秋

九
月
一
日
が
年
初
で
あ
っ
た
J

に
チ
ョ
ク
ル
ら
前
記
の
三
人
の
タ
イ
シ
ャ
達
が
カ
ル
ム
ク
の
大
軍
の
反
撃
に
備
え
て
い
た
と
言
い
、
そ
の
事
は
パ

イ
パ
ギ
シ
ュ
の
復
仇
の
た
め
の
大
軍
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
果
し
て
二
ハ
=
一

O
年
四
月
上
旬
に
大
軍
の
来
襲
が
あ
り
、

デ
リ
ー
タ
イ
シ
ャ
は
捕
殺
さ
れ
、
チ
ョ
ク
ル
は
戦
死
し
た
と
さ
れ
る
。

- 91ー

ノ、

ン

今
年
〈
一
三
八
年
H
一
六
二
九
年
九
月
一
日

l
一
六
三

O
年
八
月
一
一
一
一
日
)
の
秋
と
春
に
そ
の
三
タ
イ
シ
ャ
は
部
民
を
伴
っ
て
ヤ
イ
タ
河
、
沿
岸
に
遊
牧
し
た
。

彼
デ
ナ
イ
カ
が
黒
カ
ル
ム
タ
人
ら
か
ら
聞
い
た
所
で
は
、
そ
れ
ら
の
タ
イ
シ
ャ
逮
は
カ
ル
ム
タ
の
大
軍
の
到
来
を
滋
期
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
次

い
で
約
七
週
関
前
、
彼
ら
即
ち
チ
ョ
ク
ル
と
メ
ル
ゲ
ン
H

テ
メ
ネ
イ
と
ハ
ン
デ
リ
の
下
、
ヤ
イ
ク
河
へ
カ
ル
ム
ク
の
大
人
タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
と
グ
シ
ヱ
イ

「
可

E
畠

が
現
れ
た
。
彼
ら
の
伴
っ
た
兵
は
約

一
高
人
強
で
あ
っ
た
が
、
チ
ョ
ク
ル
と
メ
ル
ゲ
ン
H

テ
メ
ネ
イ
と
ハ
ン
デ
リ
麿
下
の
多
数
の
部
民
を
殺
し
、

そ
の
徐
の
者
遣
は
自
分
の
ウ
ル
ス
へ
戻
ら
せ
た
。
彼
デ
ナ
イ
カ
は
そ
の
軍
の
来
着
の
折
、
カ
ル
ム
ク
人
の
下
か
ら
逃
亡
し
て
、
ヤ
イ
ク
の
コ
サ
ッ
ク
人
の
所

へ
自
分
で
来
た
。
(中
略
)
彼
デ
ナ
イ
カ
が
コ
サ
ッ
ク
人
の
所
に
い
た
捕
虜
遠
か
ら
閲
い
た
こ
と
に
は
、
ヵ
ル
ム
ク
の
大
タ
イ
シ
ャ
遥
が
ハ
ン
デ
リ
ー
タ
イ

ジ
ャ
を
括
っ
た
草
紐
諸
共
背
後
か
ら
斬
っ
て
、
こ
れ
を
死
に
到
ら
し
め
、
チ
ョ
ク
ル
は
戟
嗣
中
殺
さ
れ
た
が
、
メ
ル
ゲ
ン
M

テ
メ
ネ
イ
に
つ
い
て
は
知
ら
な

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
(
聞と
S
0
・
F
h
O
R
・
3
・
h-AHN18)
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デ
ヴ
レ

l
テ
ェ
フ
の
言
う
約
七
週
間
前
と
は
、
供
述
書
作
成
の
日
と
推
定
さ
れ
る
一
六
三

O
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
朔
っ
て
四
月
上
旬
頃
と

な
ろ
う
。
こ
の
頃
に
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
と
、
グ
シ
ェ
イ
こ
と
グ
シ
l

ハ
l
ン
(
バ
イ
パ
ガ
ス
の
弟
〉
と
が
大
兵
を
擁
し
て
ヤ
イ
ク
河
方
面
に
来
襲

し
て
、
決
定
的
勝
利
を
牧
め
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
オ
イ
ラ
ト
の
内
飢
も
移
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
内
組
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
の
果
し
た
役
割
が
改
め
て
注
目
に
値
い
す
る
。
彼
の
場
合
、
ホ
シ
ュ

l
ト
部
に
紛
争

が
設
生
す
る
や
率
先
し
て
こ
れ
に
調
停
を
試
み
、
そ
れ
が
不
成
功
に
終
っ
た
後
は
カ
ラ
ク
ラ
、
ウ
ル
リ
ュ
ク
ら
と
共
に
バ
イ
バ
カ
ス
側
に
興
し

た
。
而
し
て
叛
徒
の
チ
ョ
ク
ル
一
涯
の
銀
座
に
は
彼
が
最
も
精
力
的
に
協
力
し
た
。
バ
イ
メ
ガ
ス
敗
死
の
後
グ
シ
1

ハ
l
ン
を
擁
し
て
迭
に
叛

徒
を
撃
滅
し
た
の
も
他
な
ら
ぬ
ダ
ラ
イ
i

タ
イ
シ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
活
動
の
原
因
は
、
彼
が
グ
シ
l

ハ
l
ン
と
姻
戚
者

円
切
白
吋
(
血
縁
な
く
結
婚
に
よ
っ
て
生
じ
た
親
戚
関
係
)
(
E
S
O
-
-
-
h
z
-
Z
0・
3
・
b
-
A
∞〉

の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
狭
小
な
事
情
に
の
み
鯖
せ
ら
れ

る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
闘
係
の
上
に
立
ち
な
が
ら
も
彼
が
あ
く
ま
で
事
買
上
の
オ
イ
ラ
ト
の
盟
主
で
あ
っ
た
と
い
う
大

- 92ー

情
況
に
こ
そ
蹄
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
盟
主
の
立
場
で
彼
は
オ
イ
ラ
ト
全
世
の
統
合
を
維
持
す
る
責
任
を
措
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

統
合
の
維
持
を
不
可
歓
に
し
た
原
因
こ
そ
他
な
ら
ぬ
宿
敵
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
の
存
在
で
あ
っ
た
。

ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
に
劃
し
て
は
、
こ
の
間
専
ら
そ
の
針
策
に
嘗
た
っ
た
の
が
、
こ
れ
ま
た
カ
ラ
ク
ラ
で
あ
り
、
而
し
て
、
そ
の
子
バ

l

ア
ル
ト
ゥ
ン
1

ハ
l
ン
は
一
六
二
三
年
以
来
七
年
間
カ
ラ
ク
ラ
と
戦
争
朕
態
を
績

け
た
が
、
、
迭
に
そ
の
子
バ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
と
和
を
結
ん
だ
と
言
う
。
即
ち
一
六
三
五
年
に
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
の
側
近
の
ラ
マ
の

ト
ク
ル
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ロ
シ
ア
文
書
に
よ
れ
ば
、

ダ
イ
ン
H

メ
ル
ゲ
ン
l

ラ
ン
ズ
泊
白

E
34
B民
'bgω
旬
、
が
ロ
シ
ア
皇
帝
に
遺
っ
た
嘆
願
黙
の
中
に
次
の

一
節
が
あ
る
。

ア
ル
ト
ゥ
ン
ツ
ア
l
リ
は
黒
カ
ル
マ
ク
ハ
リ
オ
イ
ラ
ト
)
の
カ
ラ
ク
ラ
と
七
年
戦
っ
た
。
而
し
て
私
は
ア
ル
ト
P

ン
ツ
ア
l
リ
と
カ
ラ
ク
ラ
の
子
コ
ン
タ

イ
シ
ャ
穴
O
E

吋
怠
呂
由
と
を
永
遠
の
卒
和
を
以
て
和
睦
さ
せ
た
。
(
巴
云
0
・
F
h
O
R
-
Z
0・
H回
目
、

b
-
H
N
3

こ
の
設
言
の
意
味
す
る
所
は
、

嗣
立
以
来
、
七
年
間
オ
イ
ラ
ト
と
の
聞
に
戦
争
欣
態
が
績
き
、

岡
田
氏
が
考
え
た
如
く
(
「
ウ
パ
シ
俸
考
懇
」
)
、

一
六
二
三
年
ア

ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
の
オ
ン
ブ

u
エ
ル
デ

ニ

一
六
二
九
年
に
和
が
結
ば
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
年
オ
ン
プ
日
エ
ル
デ

ニ
に



あ
っ
て
は
、

リ
ン
ダ
ン
1

ハ
l
ン
か
ら
の
攻
撃
に
脅
か
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
腹
背
に
敵
を
受
け
た
形
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

急
逮
オ

イ
ラ
ト
と
和
し
て
チ
ャ
ハ
ル
に
嘗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ラ
ク
ラ
及
び
そ
の
晩
年
に
は
父
に
替
っ

た
バ

l
ト
ゥ

ル
と
が
専
ら
劃
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
1
ン
針
策
に
嘗
っ
た
こ
と
は
疑
い
の

品
跡
地
が
な
い
。
彼
ら
の
そ
う
し
た
活
動
は
オ
イ
ラ
ト
の
東
方
防
衛
を
果
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
内
飽
の
初
期
に
バ
イ
メ
ガ
ス
を
支
援
し
た
カ

ラ
ク
ラ
が
以
後
の
鎖
匪
過
程
に
全
く
姿
を
見
せ
な
い
理
由
も
、
こ
の
意
味
か
ら
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
こ
の
内
凱
以
後
の
ホ
シ
ュ

l
ト
部
の
形
勢
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
見
通
し
を
述
べ
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
敗
死

し
た
チ
ョ
ク
ル
の
遺
衆
は
ウ
ラ
ル
河
に
そ
の
ま
ま
取
り
残
さ
れ
て
、
結
局
ト
ル
グ

l
ト
の
ウ
ル
リ
ュ
ク
の
配
下
に
吸
牧
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

A
九
w
，

ん
け
い

る
。
こ
れ
が
後
の
ヴ
ォ
ル
ガ

u
カ
ル
ム
ク
王
圏
内
の
ホ
シ
ョ
ー
ト
部

M
O
E

。〕E
O国
民
忌
三
百
の
起
源
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、

ジ
品
ン
ガ
リ
ア
の
故
地
に
お
い
て
は
、
パ
イ
パ
ガ
ス
の
袈
後
、
急
逮
そ
の
二
弟
グ
シ
l

ハ
l
ン
が
ホ
シ
ュ

l
ト
部
を
線
撹
し
た
。

こ
の
こ
と
は
早
く
も
一
六
一
二

O
年
の
ロ
シ
ア
文
書
中
に
彼
に
大
人

(
H大
タ
イ
シ
ャ
)
の
競
を
冠
し
た
事
賞
か
ら
誼
明
さ
れ
る
。

同
時
に
グ
シ
l

- 93ー

ハ
l
ン
は
パ
イ
バ
ガ
ス
の
未
亡
人
グ
ン
ジ
l

ハ
ト
ゥ
ン
の
民
ロ
官
官
Z
ロ
(
「
苫
浜
田
〉
を
要

っ
た
。

あ
る
(
「
グ
シ
汗
」
〉
。
但
し
こ
の
闘
係
か
ら
バ
イ
バ
ガ
ス
の
遺
し
た
部
衆
も
グ
シ
l

ハ
l
ン
に
鋳
属
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
バ
イ

バ
ガ
ス
の
長
子
オ
チ
ル
ト
ヲ
。
岱
江
口
(
那
湾
爾
闘
〉
に
相
績
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
(
オ
チ
ル
ト
ゥ
の
異
母
弟
ァ
.
フ
ラ
イ
〉

r
E
阿
巴
頼
が
そ
の
場
合
遺

A
N
WP
 

'
h
H
P
 

産
分
配
に
興
っ
た
の
は
勿
論
で
あ
る
)
。

つ
ま
り
レ
ヴ
ィ
レ

l
ト
婚
が
行
わ
れ
た
の
で

オ
チ
ル
ト
ゥ
は
亡
父
の
遺
し
た
勢
力
を
縫
承
し
た
と
は
い
え
、

ホ
シ
ュ

1
ト
部
の
統
治
に
は
グ
シ
l

ハ
l

ン
の
指
導
を
嘗
分
の
聞
は
仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
あ
く
ま
で
ホ
シ
ナ
l

ト
部
長
の
正
統
継
承
者
は
オ
チ
ル
ト
ゥ
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
事
の
何
よ
り
の
誼
援
は
、
後
に

二
ハ
六
六
年
オ
チ
ル
ト
ゥ
l

タ
イ
ジ

O
n
y
w
F
Z
子
与
F
U

に
ダ

ラ
イ
ラ
マ
五
世
か
ら
セ
チ
ェ
ン
l

ハ
l
ン

ω
m
n
y
g
H
m苫

-
3
3。mg
宮
ロ
〉
の
稀
読
を
授
興
さ
れ
た
事
賓
で
あ
る
。
ハ

l
ン
競
こ
そ
は
正

品
川
リ

統
の
ホ
シ
ュ

l
ト
部
長
俸
統
の
稽
競
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
に
、
グ
シ
l

ハ
l
ン
に
あ
っ
て
は
、
周
知
の
如
く
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
五
世
の
要
請
に
麿
じ
一
ム
ハ
一
ニ
六
年
以
来
青
海
・
チ
ベ
ヅ
ト
方
面
に
準
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出
を
圃
り
、

翌
年
中
央
チ
ベ
ッ
ト
に
進
ん
で
ダ
ラ
イ
ラ
マ
か
ら
持
法
者
法
王
切
色
白
ロ

f
r
E
n
y
o印

-qFHm町三
-
3
(仰
を
ロ

Z
ュユ炉問
O
B
6
5

A
q
 

'hu、

グ
シ
l

ハ
1
ン
(
顧
質
汗
)
の
呼
稀
の
起
源
は
質
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
そ
れ
が
あ
く
ま
で
チ
ベ
ッ
ト

宮
口
)
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

ホ
シ
ュ

l
ト
部
長
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
に
改
め
て
注
意
を
梯
う
べ
き
で
あ
る
。
事
賀
、

A
W
咋

ん
円
い

I
ン
に
始
る
そ
の
稿
践
は
そ
の
直
系
の
子
孫
の
聞
で
継
承
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
王
歴
代
に
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

の
ゲ
ル
ク
涯
の
護
数
王
の
稽
放
で
あ
り
、

グ
シ
l

ハ

こ
の
よ
う
に
グ
シ
l

ハ
l
ン
に
は
ホ
シ
ュ
l
ト
部
長
を
縫
ぐ
正
賞
な
権
利
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
バ
イ
バ
ガ
ス
横
死
直
後
ホ
シ

ュ
l
ト
部
を
組
撹
す
る
地
位
に
立
っ
た
の
も
、
緊
念
事
態
に
劃
慮
す
る
た
め
の
臨
時
的
意
味
合
い
の
も
の
と
解
す
る
他
な
い
。
し
か
し
、

こ
の

事
態
も
チ
ョ
ク
ル
の
敗
死
を
以
て
解
消
に
向
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
グ
シ
l

ハ
l
ン
と
し
て
は
、
恐
ら
く
一
六
三

O
年
直
後
に
故
バ
イ
バ
ガ
ス

の
大
権
を
グ
ン
ジ
1

ハ
ト
ゥ
ン
と
そ
の
子
オ
チ
ル
ト
ゥ
に
委
ね
て
、
自
ら
は
側
面
か
ら
こ
の
二
人
に
よ
る
支
配
置
制
を
支
持
す
る
立
場
に
立
つ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
ホ
シ
ュ
l
ト
部
長
の
大
権
は
あ
く
ま
で
パ
イ
バ
ガ
ス
の
嫡
子
に
一
一
議
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
提
の
如
き
も
の
が

シ
ュ
l
ト
部
長
の
下
風
に
立
た
さ
れ
る
よ
り
も
、
青
海
・
チ
ベ
ッ
ト
方
面
に
新
天
地
を
拓
く
事
業
の
方
が
造
か
に
魅
力
的
に
映
っ
た
の
で
は
な

- 94ー

巌
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
っ
と
、
英
逼
な
グ
シ
ハ
l
ン
に
と
っ
て
は
ジ

品
ン
ガ
リ
ア
に
留
ま
っ
て
い
つ
ま
で
も
ホ

い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
、

さ
て
カ
ラ
ク
ラ
に
再
び
焦
貼
を
合
わ
す
と
、
前
述
の
如
く
、
彼
は
一
六
二
九
年
に
宿
敵
ア
ル
ト
ゥ
ン
1

ハ
l
ン
の
要
請
に
よ
り
こ
れ
と
和
睦

こ
の
時
既
に
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
長
の
大
権
を
そ
の
長
子
バ
l
ト
ヲ
ル
に
貫
質
上
委
ね
て
い
た
ら
し
く
見
ら
れ
る
。
和
睦
の
賞
事
者
と
し

て
モ
ン
ゴ
ル
側
か
ら
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
の
名
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

カ
ラ
ク
ラ
は
一
六
三
四
年
に
渡
し
た
と

見
ら
れ
る
か
ら
、
彼
と
し
て
は
嘗
時
最
早
老
境
に
入
っ
て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
彼
の
一
生
は
奉
げ
て
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
と
の
闘
争
に

費
さ
れ
た
が
、

そ
の
晩
年
に
和
卒
を
勝
ち
取
っ
た
事
で
東
方
防
衛
の
任
に
有
終
の
美
を
飾
っ
た
と
評
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

パ
ー
ト
ゥ
ル
1

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
父
の
こ
の
よ
う
な
遣
業
を
受
け
て
、
ジ
品
ン
ガ
ル
王
園
の
建
設
に
着
手
し
、

成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
記
念
す
る
も
の
が
こ
の
年
の
大
法
典
の
制
定
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
聞
の
過
程
を
述
べ
よ
う
。

一
六
四

O
年
ま
で
に
こ
れ
を
達



四

ハ
ー
ト
ク
ル
ー
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
撞
頭

ハ
ー
ト
ク
ル
が
父
カ
ラ
ク
ラ
の
跡
を
縫
い
で
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
長
と
な
り
、

帥

と
で
あ
る
。

ホ
ン
タ
イ
ジ
と
競
し
た
の
は
、

一
六
三
四
年
乃
至
三
五
年
初
の
こ

彼
の
治
世
嘗
初
の
事
業
は
カ
ザ

1
フ
遠
征
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て

一
六
三
五
年
七
月
ト
ボ
リ
ス
ク
に
来
た
白
カ
ル
マ
ク

切
。

~-r目ゆ
一

}
〈
吉
富
沢
民
族
長
ア
パ
ク
公
訳
出

B
V
〉

E
R
の
使
者
の
供
述
に
言
う
。

d
M，
 

'内仙「

彼
ら
〈
使
者
ら
)
が
白
カ
ル
マ
ク
に
居
た
と
き
、
ア
パ
ク
公
の
下
へ
ヤ
サ
ク
徴
枚
の
た
め
、
黒
カ
ル
マ
ク
か
ら
三
十
人
程
が
来
た
。
ま
た
同
じ
頃
、
黒
カ
ル

マ
ク
人
が
四
十
人
程
キ
ル
ギ
ス
ヘ
ヤ
サ
ク
の
た
め
に
赴
い
た
。
ア
パ
ク
公
の
下
へ
来
た
黒
カ
ル
マ
ク
人
ら
が
言
う
に
、
黒
カ
ル
マ
ク
の
タ
イ
シ
ャ
ら
、
即
ち

及
び
ト
ウ
ル
ゴ
チ
ャ
l

タ
イ
シ
ヤ

叶
O
U
『・

唱
円
。
』
白
白
叶
曲
酔
巨
曲
が
全
て
の
黒
カ
ル
マ
タ
人
を
伴
っ
て
、
今
冬
カ
ザ

1
フ
ー
オ
ル
ダ
穴

2
2
5
0
-
Y習
の
方
へ
赴
い
た
。
だ
が
カ
ザ

1
フ
l

オ
ル
グ
人
も
黒

カ
ル
マ
グ
人
に
向
か
っ
て
来
た
。
黒
カ
ル
マ
ク
人
が
カ
ザ
1

7

1
オ
ル
ダ
人
と
遭
遇
し
た
と
き
、
大
戦
闘
が
起
こ
っ
た
。
黒
カ
ル
マ
ク
人
は
カ
ザ
l
フ
1
オ

タ
ラ
イ
ー
タ
イ
シ
ャ
叶
ど
同国
昨
占
印
国
自
曲
、
コ

ン
タ
イ
シ
ャ
穴
O
国-
H
，m-

昨
日
田
、
ク
ジ
l

タ
イ
シ
ャ
穴
u
U問
中
寸
白
酔
巳
曲
、

- 95ー

ル
ダ
人
を
撃
破
し
、
後
者
か
ら
イ
シ
ム

S
E
E
-向
の
子
ヤ
ン
ギ
ル
王
子
ロ
毛

g
E
泊
回
日
目
℃
を
捕
虜
に
し
た
。
イ
シ
ム
と
は
カ
ザ

i
フ
1

オ
ル
ダ
で
王
貝
曲
目
】『

で
あ
っ
た
者
だ
が
、
そ
の
王
子
が
黒
カ
ル
マ
ク
に
抑
留
中
で
あ
る
。

ま
た
別
の
黒
カ
ル
ム
ク
人
が
同
じ
タ
イ
シ
ャ
ら
、
即
ち
タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
一
黛
に
率
い
ら
れ
て
、
再
び
カ
ザ
l
フ
ォ
ル
ダ
ヘ
戦
争
に
行
っ
た
。
(
司
玄
0
・

y
h
H
O
R
-
Z
P
H
N
ω
・
旬
-
N
U
N
c
q・
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

ド
ル
ベ
ト
の
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
、
ジ
ュ
ン
ガ
ル
の
バ

I
ト
ゥ
ル
1

ホ
ン
タ
イ
ジ
、
ホ
シ
ュ

l
ト
の
グ
シ
l

タ
イ
ジ
(
ク
ジ
ー

伺

及
び
グ
シ
の
次
兄
ク
ン
ド
ロ
ン

u
ウ
バ
シ
(
ト
ウ
ル
ゴ
チ
ャ
i

タ
イ
シ
ャ
)
ら
が

一
六
三
四
年
多
以
来
、

カ
ザ

1
フ
l

オ
ル
ダ
の
ヤ

タ
イ
シ
ヤ
)
、

ン
ギ
ル
王
子
こ
と
カ
ザ

l
フ
大
オ
ル
ダ
の
ジ
ハ

l
ン
ギ

l
ル
l

ハ
l
ン

E
F同ロ
mH同

W
Y
帥
ロ
(
在
位
二
ハ
二
九
|
八

O
年
〉
に
劉
し
遠
征
し
、

こ
れ
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を
撃
破
し
て
ジ
ハ

1
ン
ギ

I
ル
自
身
を
捕
え
た
他
、
別
に
二
ハ
三
五
年
夏
頃
に
再
び
前
記
の
タ
イ
シ
ャ
ら
が
陣
容
を
整
え
て
カ
ザ

1
フ
に
進
軍
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し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
こ
の
二
度
目
の
遠
征
の
結
末
は
よ
く
分
ら
な
い
。
事
貫
と
し
て
、
後
に
ジ
ハ
l
ン
ギ

I
ル
1

ハ
l
ン
は
カ
ザ
l
フ

へ
生
還
し
て
お
り
、
而
し
て
一
六
四
三
年
に
は
却
っ
て
バ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
麿
下
の
軍
に
敗
北
を
興
え
て
い
る
。

こ
の
一
連
の
カ
ザ

l
フ
遠
征
は
恐
ら
く
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
の
指
揮
下
に
、

オ
イ
ラ
ト
連
合
軍
の
総
力
を
結
集
し
て
敢
行
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る

が
、
西
方
へ
向
け
て
の
こ
の
よ
う
な
社
壌
は
十
六
世
紀
末
以
来
の
オ
イ
ラ
ト
史
上
嘗
て
見
ら
れ
な
い
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
バ

l
ト
ゥ
ル
に

よ
る
東
方
モ
ン
ゴ
ル
と
の
和
卒
樹
立
が
大
き
く
寄
興
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

一
六
三
六
年
三
月
ロ
シ
ア
政
府
は
パ

l
ト
ク
ル
に
射
し
て
初
め
て
公
使
ロ

O
S
E
E
E
ト
ミ
ラ
H

ベ
ト
ロ
フ
叶

0
5包
コ

2
3切
の
率
い
る

使
節
固
を
ト
ボ
リ
ス
ク
か
ら
源
遣
し
た
。
こ
の
公
使
の
使
命
は
、

一
六
三
四
年
に
カ
ル

ム
ク
諸
侯
の
分
遣
陵
に
よ
り
控
致
さ
れ
た
タ

l
ラ
・
ト

ゥ
メ
ニ
南
郡
内
の
パ
ラ
パ
H

タ
タ

l
ル
人
切
右
向
。

E
2
5
4「
曲
目
勺
巴
(
オ
ピ

・
イ
ル
ト
ク
イ
シ
雨
河
閲
の
パ
ラ
パ
草
原
に
居
た
が
、
そ
れ
ら
か
ら
の
ヤ
サ

ク
徴
収
機
の
問
題
が

ロ
シ
ア
・
カ
ル
ム
ク
閲
で
多
年
係
争
中
で
あ
っ
た
。
)
捕
虜
の
迭
還
と
、
カ
ル
ム
ク
人
に
よ
る
バ
ラ
パ

n
タ
タ

l
ル
人
か
ら
の
ヤ
サ

ク
徴
牧
の
腰
止
と
を
交
渉
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
公
使
を
ロ
シ
ア
政
府
が
他
な
ら
ぬ
パ

I
ト
ゥ
ル
に
宛
て
て
遺
っ
た
の
も
、
今
や

そ
の
撞
頭
に
深
く
注
目
し
て
い
た
誼
左
で
あ
る
。
因
に
ロ
シ
ア
政
府
は
パ

l
ト
ゥ
ル
に
宛
て
て
少
な
く
と
も
十
一
次
を
越
え
る
ロ
シ
ア
公
使
を

- 96ー

波
遣
し
て
い
る
が
、

そ
れ
程
頻
繁
な
ロ
シ
ア
公
使
を
迎
え
た
カ
ル
ム
ク
王
侯
は
他
に
は
い
な
い
。

さ
て
ベ
ト
ロ
フ
の
報
告
屯
〉
A
O
-
-
F
h
H
O
R
-
Z
0
・
3

に
よ
る
と
、

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
が
述
べ
た
事
に
は
、

「
彼
の
父
カ
ラ
グ
ラ
1

タ
イ
シ
ャ
は

陛
下
に
奉
仕
し
て
、
町
や
郡
や
郷
へ
自
ら
攻
撃
に
行
か
な
か
っ
た
し
、
叉
そ
の
配
下
を
汲
遣
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の
代
り
に
彼
の
父
に

人
の
ク
グ
テ
イ
コ
公

E
S
S
穴一可旬、『巾出回向。

は
陛
下
か
ら
賜
物
出
向

2
8
2
5
が
あ
っ
た
。
彼
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
も
同
じ
様
に
陛
下
に
奉
仕
す
る
故
、
陛
下
の
叛
逆
者
の
バ
ラ
パ
u
タ
タ

l
ル

一
涯
を
迭
還
す
る
。
」
宕
-
A
O
)

と
あ
り
、
叉
「
今
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
と
し
て
は
、
バ
ラ
バ
H

タ
タ
l

ル
人
か
ら
取
っ
た
ヤ
サ
ク
に
つ
い
て
は
陛
下
に
慈
悲
を
乞
い
、

今
後
は
バ
ラ
パ
H

タ
タ
ー
ル
人
か
ら
ヤ
サ
ク
を
取
ら
な
い
よ
う
指
園
す
る
。
」

〈

h
-
b
l
S
)
と
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
パ

l
ト
ゥ
ル
と
し
て
は
ロ
シ
ア
皇
帝
に
封
し
至
っ
て
恭
順
の
意
を
表
し
た
が
、

そ
の
需
は
皇
帝
か
ら
の
賜
物
を
欲
し
た
他
に
、



ロ
シ
ア
と
の
逼
商
貿
易
を
熱
望
し
た
か
ら
で
あ
る
。
但
し
こ
の
時
彼
が
そ
の
迭
還
を
約
し
た
ク
グ
テ
イ
コ
公
ら
は
質
は
自
ら
の
意
志
で
カ
ル
ム

ク
に
逃
亡
し
た
連
中
で
あ
っ
て
、
カ
ル
ム
ク
人
の
技
致
し
た
バ
ラ
バ

u
タ
タ

l
ル
人
捕
虜
と
は
別
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
後
者
の
迭
還
問
題

が
シ
ベ
リ
ア
の
知
事
と
バ

1
ト
ゥ
ル
と
の
聞
で
多
年
交
渉
案
件
と
な
っ
た
が
、

そ
の
場
合
、
バ

l
ト
ゥ
ル
は
捕
虜
を
文
字
通
り
小
出
し
に
迭
還

し
て
、

そ
の
都
度
皇
帝
の
賜
物
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ベ
ト
ロ
フ
一
行
は
一
六
三
六
年
八
月
に
ト
ポ
リ
ス
ク
へ
揖
附
着
し
た
が
、
こ
れ
に
随
伴
し
て
コ
ン
タ
イ
シ
て
そ
の
母
ア
パ
ハ
イ
、

ユ
グ
ル
ぷ

5
q一℃
(
九
日
長
一
回
同
楚
庫
爾
)
、

そ
の
弟
チ

及
び
そ
の
二
人
の
女
婿
ら
か
ら
使
者
ア
バ
ン
日
パ
ガ
ナ
エ
フ
〉
母
国
切
白

E
5
2
初
め
八
人
が
涯
遣
さ

れ
た
。

ト
ボ
リ
ス
ク
で
の
ア
バ
ン
ら
の
口
上
に
左
の
如
き
一
節
が
あ
る
。

去
る
一
四
三
年
三
六
三
四
年
)
、

タ
l
ラ
郊
外
ヘ
ク
イ
シ
ヤ
穴
一
ユ
呂
田
の
ウ
ル
ス
の
兵
が
来
て
、
ロ
シ
ア
人
と
タ
タ
ー
ル
人
を
捕
虜
に
し
た
が
、

タ
イ
シ

ャ
ー
タ
イ
シ
ャ
は
タ
l
ラ
の
捕
虜
の
中
の
農
民
グ
リ
ゴ
リ
!
日
ア
ン
ド
レ
l

エ
フ
コ
謡
『
。
冨
罫

O
E宮
g
を
プ
ハ

l
ラ
〈
H
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
)
へ
賀
る

た
め
に
迭
っ
た
。
だ
が
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
は
、
陛
下
に
奉
仕
す
る
た
め
、
そ
の
農
民
を
プ
ハ

l
ラ
ヘ
賀
ら
せ
ず
、
ク
イ
シ
ャ
の
使
者
か
ら
途
中
で
取
り
上
げ
、

ぞ
れ
を
ナ
バ
ン
一
行
と
共
に
陛
下
の
方
へ
迭
っ
た
。
そ
の
奉
仕
の
代
り
に
、

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
は
賜
物
と
陛
下
の
使
節
の
波
遣
と
に
関
し
て
陛
下
に
嘆
願
せ
よ

- 97ー

と
命
じ
た
。

(
同

U
3
0・
ロ
-
L
H
O
R
-
Z
O
・
D
・
旬
・
食
品
印
)

こ
の
よ
う
に
バ

l
ト
ゥ
ル
が
捕
虜
の
農
民
を
迭
還
し
て
来
た
の
も
、
自
分
へ
の
皇
帝
の
思
賞
を
嘗
て
、
込
ん
だ
行
震
で
あ
っ
た
が
、
但
し
こ
の

帥

場
合
そ
の
農
民
が
グ
イ
シ
ャ
こ
と
グ
シ

(

l

ハ
l
ン
)
か
ら
奪
い
取
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。

こ
の
一
事
か
ら
も
、
バ

I

b
ゥ
ル
が
グ
シ
に
封
七
で
権
勢
上
優
位
に
立
っ
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

元
来
バ
ラ
パ
日
タ
タ
l
ル
人
の
問
題
は
一
六
三
四
年
に
ク
イ
シ
ャ
l

タ
イ
シ
ャ
、

タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ヤ

ハ
ダ
ラ
イ

ー
タ
イ
シ
)
、

及
び
バ

l
ト

と
メ

l
ト
ゥ
ル
の
聞
で
係
争
化
し
た
の
は
、

ヮ
ル
直
属
の
執
事
ロ
宮
沢
呂
田
宮
邸
語
句
。
固
め
市
内
ク
ラ

5
白
血
の
三
人
に
よ
る
バ
ラ
パ
草
原
侵
入
に
端
を
裂
し
た
も
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
が
バ
ラ
バ
H

タ
タ
l
ル
人
を
自
ら
の
納
貢
民
と
見
な
す
立
場
か
ら
、
並
致
さ
れ
た
バ
ラ
バ

こ
れ
が
ロ
シ
ア

741 

u
タ
タ
ー
ル
人
の
捕
虜
の
迭
還
と
カ
ル
ム
ク
人
に
よ
る
バ
ラ
バ
H

タ
タ
l
ル
人
か
ら
の
ヤ
サ
ク
徴
牧
の
腰
止
と
を
他
な
ら
ぬ
バ
l
ト

ゥ
ル
と
の
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聞
で
専
ら
交
渉
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
シ
ア
が
交
渉
の
相
手
に
彼
を
選
ん
だ
の
も
、
彼
の
カ
ル
ム
ク
で
の
権
勢
を
熟
知
し
て
い
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
バ
ラ
バ
H

タ
タ
ー
ル
人
の
問
題
で
カ
ル
ム
ク
側
に
交
渉
の
嘗
事
者
と
し
て
メ

l
ト
ゥ
ル
を
措
い
て
適
任
者
な
し
と
ロ
シ
ア
側

に
目
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
交
渉
の
進
展
は
バ
l
ト
ゥ
ル
に
皇
帝
の
賜
物
へ
の
思
惑
が
絡
ん
だ
の
で
、

バ
l
ト
ゥ
ル
側
と
シ
ベ
リ
ア
の
知

事
側
と
の
聞
に
一
進
一
退
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

一
六
四

O
年
に
バ

l
ト
ゥ
ル
に
汲
遣
さ
れ
た
ロ
シ
ア
公
使
レ
ミ
ョ
ゾ
フ
の
報
告
に
よ
る
と
、

コ

ン
タ
イ
シ
ャ
一

家
が
今
や
バ
ラ
バ
日
夕
タ

l
ル
人
を
壷
く
自
ら
の
納
貢
民
の
列
に
加
え
、
彼
ら
か
ら
ヤ
サ

ク
を
徴
牧
し
て
い
る
旨
書
か
れ
て
い

る

〔
レ
ミ
ョ
ゾ
フ
一
行
が
〕
パ
ラ
パ
切
白

E
E
へ
到
っ
た
と
き
、
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
と
チ
ョ
ク
ル

Z
o
塁
、
℃
の
使
者
ら
が
陛
下
の
パ
ラ
パ
人
納
責
民
か
ら
狐
の
毛

皮
の
ヤ
サ
ク
を
取
り
立
て
た
が
、
パ
ラ
バ
人
の
こ
と
を
コ

ン
タ
イ
シ
ャ
と
チ
ョ
タ

ル
、
及
び
彼
ら
の
母
の
納
責
民
だ
と
同
情
し
た
。
そ
の
た
め
メ
ニ
シ
ョ
イ
H

レ
ミ
ョ
ゾ
フ
と
し
て
は
そ
の
使
者
ら
に
射
し
て
、
そ
の
バ
ラ
パ
人
達
は
陛
下
の
納
貢
民
で
あ
っ
て
、

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
の
で
も
な
け
れ
ば
チ
ョ
ク
ル
の
で
も
な

- 98ー

い
、
と
告
げ
た
。
(℃
V
A
0
・ロ・
h
H
O
R
・
2
p
h
・
包
-ω
坦
)

パ
ラ
バ
H

タ
タ

l
ル
人
は
ロ
シ
ア
、

カ
ル
ム
ク
の
整
方
か
ら
納
貢
民
扱
い
さ
れ
、
所
謂
二
重
納
貢
民
の
境
遇
に
置
か
れ
て
来
た
が
、

一
六
四

O
年
の
こ
の
時
に
は
、
彼
ら
に
射
し
て
カ
ル
ム
ク
で
は
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
一
家
が
ヤ
サ
ク
の
徴
牧
擢
を
濁
占
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
徴
牧

権
の
問
題
に
は
グ
シ
も
ダ
ラ
イ
も
最
早
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
。
事
寅
、
グ
シ
の
場
合
、

一
六
一
ニ
六
年
秋
以
来
そ
の
ま
円
海
準
出
を
開
始
し
て
お

り
、
ダ
ラ
イ
の
場
合
も
一
六
三
七
年
に
死
去
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
一
六
三
六
年
三
月
、

ト
ム
ス
ク
知
事
に
よ
り
黒
カ
ル
マ
ク
の
パ
イ
バ
ガ
ス
の
ウ
ル
ス
ヘ
セ
ン
ゲ
l

タ
イ
シ
ヤ
凸

2
3・回目白E同
宛
、
十

人
隊
長
セ
ミ
ョ
ン
u
メ
ゼ
ニ
ア
凸

2
2
2
2
2凶
が
使
者
に
立
て
ら
れ
た
。

」
の
使
者
の
任
務
は

セ
ン
ゲ
l

タ
イ
シ
ャ
に
知
事
か
ら
の
賜

物
を
手
交
す
る
と
共
に
、
彼
に
自
ら
ト
ム
ス
ク
へ
来
て
臣
属
の
宣
誓
を
行
う
よ
う
勧
告
す
る
事
に
あ
っ
た
が
、

ト
ム
ス
ク
知
事
の
メ
ゼ
ニ
ア
へ
の
訓
令
に
左
の
如
き
一
項
が
あ
る
。

こ
れ
に
粂
ね
て
グ
シ
と
メ

l
ト

ゥ
ル
に
闘
し
て
も
同
様
の
任
務
を
附
加
さ
れ
た
。

叉
そ
の
勤
務
人
達
(
メ
ゼ
ニ
ア
逮
〉
に
制
到
し
、
バ
イ
パ
ガ
チ
ユ
(
パ
イ
パ
ガ
ス
〉
の
ウ
ル
ス
切
島
市
営

E
話
回
モ

M
V

『
円
で
タ
イ
シ
ャ
の
タ
ジ
ヤ
穴
吉
岡
曲
(
グ



シ
)
と
オ
チ
ェ
タ

0
4
巾
吋
曲
(
オ
チ
ル
ト
・

3
に
、
及
び
大
カ
ル
マ
ク
l

ウ
ル
ス

a
o
h
r
E
5
R
o
h宮内田民団両国白河・弓
n
E
で
バ
ガ
ト
P
イ
リ
1

コ
ン
タ
イ
シ
ャ

E
E吋
E
5・5
5
同
酔
巨
同
に
、
以
下
の
如
く
告
げ
る
よ
う
命
じ
た
。
即
ち
、
彼
ら
タ
イ
シ
ャ
逮
は
我
ら
に
奉
仕
し
、
正
直
に
振
舞
う
ベ
し
。
我
が
ツ
ア
l
リ

の
高
き
御
手
の
下
に
奴
僕
と
し
て
入
る
ベ
し
。

ト
ム
ス
ク
ペ
来
て
、
知
事
の
前
で
「
タ
イ
シ
ャ
遼
は
我
ら
に
奉
仕
し
、
正
直
に
振
舞
い
、
永
遠
の
奴
僕
と
な

り
、
ト
ム
ス
ク
へ
自
己
の
部
民
を
交
易
の
た
め
に
源
遣
す
る
」
と
宣
誓
す
ベ
し
。

〈
同

Y
玄
0
・
ロ
-
L
H
O

民・

Z
0・H
N
-
L
同・

8
3

こ
の
よ
う
な
勤
告
を
メ
ゼ
ニ
ア
ら
か
ら
受
け
て
、

ク
ジ
ャ
と
オ
チ
ェ
タ
は
そ
の
部
民
四
人
を
、
バ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
1

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
は
五
人
を

ト
ム
ス
ク
ヘ
迭
り
、
こ
れ
ら
の
者
を
以
て
勤
告
遁
り
の
宣
誓
を
代
行
せ
し
め
た

3
2
w
R
P
旬・

8
u
o
q・l
b
o
)。
但
し
カ
ル
ム
グ
諸
侯
の
こ
の

種
の
宣
誓
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
友
好
親
善
の
意
志
表
示
に
過
ぎ
ず
、
決
し
て
忠
誠
の
誼
の
如
き
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
況
し
て
ロ
シ
ア
皇
帝

へ
の
臣
属
の
約
束
の
如
き
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
と
し
て
は
、
こ
の
種
の
宣
誓
を
以
て
、
皇
帝
の

思
賞
や
内
戦
の
場
合
の
軍
事
援
助
や
シ
ベ
リ
ア
の
都
市
で
の
交
易
権
の
獲
得
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
見
な
し
て
い
た
だ
け
に
過
ぎ
な
か
っ
た

と
こ
ろ
で
右
の
ト
ム
ス
ク
知
事
の
訓
令
中
に
バ

l
ト
ゥ
ル
i

ホ
ン
タ
イ
ジ
に
つ
い
て
、

- 99-

の
で
あ
る
。

そ
の
治
下
の
ウ
ル
ス
を
大
カ
ル
マ
ク
l

ウ
ル
ス
と
稿

し
て
い
る
事
買
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
バ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
磨
下
の
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
が
今
や
オ
イ
ラ
ト
で
強
大
な
集
固
に
成
長
し

て
い
た
寅
肢
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
の
構
成
を
具
瞳
的
に
言
え
ば
、

ジ
ュ
ン
ガ
ル
人
を
中
核
に
し
て
、
そ
の
傘
下
に
北
か
ら
南
ヘ
バ
ラ
バ

u
タ
タ

l
ル
人
、

テ
レ
ウ
ト
人
、

イ
ェ
ニ
セ
イ
H

キ
ル
ギ
ス
人
を
牧
め
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
絞
述
か
ら
判
明
し
た
が
、

こ
の
他
に
も
、

西
サ
ヤ
ン
山
脈

西
部
の
サ
ヤ
ン
人
も
パ
l
ト
ゥ
ル
の
治
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
西
サ
ヤ
ン
人
は
ア
ル
ト
ク
ン
l

ハ
l
ン
の
本
接
地

の
ケ
ム
チ
ク
穴
2、

2
言
内
川
流
域
の
北
郷
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

サ
ヤ
ン
人
の
婦
層
問
題
に
閲
し
て
は
、

一
六
三
六
|
三
七
年
に
ア
ル

ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
の
側
近
ラ
マ
の
ダ
イ
ン
H

メ
ル
ゲ
ン
1

ラ
ン
ズ
に
汲
遣
さ
れ
た
ロ
シ
ア
大
使
バ

l
ジ
ェ
ン
H

カ
ル
タ
シ
ェ
フ

切
白
浜
ゆ
出
欠
曲
・

743 

百
白

E
g
の
報
告
に
関
係
記
事
が
あ
る
。
大
使
一
行
は
三
七
年
三
月
、
蹄
途
に
サ
ヤ
ン
地
方
で
サ
ヤ
ン
人
に
十
一
一
頭
の
馬
と
羊
を
掠
奪
さ
れ
た
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ヵ:

こ
れ
に
つ
い
て
言
う
。

ハ
ー
ジ
L

ン
と
ガ
ラ
シ
ム

「回一)白
円
冨
玄
(
叶
--zoe巾巾
回)

は
ア
ル
ト
タ
ン
の
弟
の
ド
ク
ラ
ル
タ
ブ
ン

』
可
℃
白
」
H
0
4

曲品々
z

に
封
し

サ
ヤ
ン
人
農
民
遼

の出国一
Z
円R
Z
巾
5
J
E
R
E

が
パ
ー
ジ
ェ

ソ
と
ガ
ラ
シ
ム
と
勤
務
人
達
か
ら
奪
っ
た
そ
の
馬
を
彼
か
ら
捜
索
を
命
ぜ
よ
と
告
げ
た
。
ド
ゥ
ラ
ル
ー
タ
プ

ン
は
パ

ー
ジ
ェ
ン
と
ガ
ラ
シ
ム
に
答
え
た
。

「そ
の
汝
ら
の
馬
は
侵
索
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
そ
の
サ
ヤ
ン
人
農
民
逮
は
テ
レ
ス
コ
エ
湖
叶
2

2
R
O
巾

。ω
巾唱。

か
ら
狩
醐
酬
の
た
め
に
そ
の
現
場
へ
来
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
黒
カ
ル
マ
ク
の
コ
ン
タ
イ
シ
ヤ
の
納
貢
民

R
E
E
=
-
z
z
で
あ
る
か
ら
だ
。
」
(
℃
玄
0
・

ロ
-
hHO
R
-
Z
。・∞・

h-
uω)

テ
レ
ス
コ
エ
湖
と
は
勿
論
今
日
の
ゴ
ル
ノ

リ
ア
ル
タ
イ
地
方
東
部
の
テ
レ
ツ
コ
エ
湖

叶
2
2
5巾
2
4
0
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
バ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
治
下
の
ウ
ル
ス
に
は
異
種
族
の
パ
ラ
パ

n
タ
タ

l
ル
人
、
テ
レ
ウ
ト
人
、

イ
ェ
ニ
セ
イ
H

キ

ル
ギ
ス
人
、

西
サ
ヤ
ン
人
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、

文
字
通
り
大
カ
ル
ム
ク
1

ウ
ル
ス
を
成
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ハ
ー
ト
ヲ

-100ー

ル
ー
ホ
ン
タ
イ
ジ
以
外
に
こ
の
よ
う
な
大
ウ
ル
ス
を
持
っ
た
オ
イ
ラ
ト
諸
侯
の
例
を
ロ
シ
ア
文
書
中
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

嘗
時
バ

I
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
そ
の
本
替
を
タ
ル
パ
ガ
タ
イ
(
塔
溺
巴
恰
台
)
山
陽
の
エ
ミ
ル
(
額
敏
〉
河
源
流
域
に
置
い
た
が
、

同

附
近
の
ホ
ボ
グ

日
サ
リ

Ooσ
ミ
ω
白
ユ
(
和
博
克
薩
里
〉
に
定
住
寺
院
都
市
を
建
設
し
始
め
た
の
も
、

そ
の

こ
う
し
た
劃
外
設
展
と
呼
慮
し
た
現
象
と

考
え
ら
れ
る
。

帥

パ
l
ト
ゥ
ル
に
よ
る
都
市
建
設
を
最
初
に
報
じ
た
の
は
一
六
三
六
年
十
月
|
十
一
月
の
開
バ

1
ト
ゥ
ル
の
本
営
に
滞
在
し
た
ト
ボ
リ
ス
ク
士

族
オ
ボ
リ
ア
ニ
ノ
フ
。
。
oh】

g
z
z
z
o
p
。
・
で
あ
る
(
但
し
こ
の
閥
、
パ
ー
ト
ゥ
ル
自
身
は
グ
シ
の
青
海
進
出
を
支
援
し
て
遠
征
中
で
あ
っ
た
た
め
留
守
で

あ
っ
た
)
。
彼
が
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
の
本
営
で
聞
い
た
所
で
は

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
が
中
園
の
近
法
へ
も
行
き
、
石
工
五
人
を
捕
え
た
が
、

「
モ
ン
ゴ

ル
と
の
境
界
に
石
の
町

5
5
5
5
8
3
h
を
建
て
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
」

(
同
】
〉

A
O
-
-
F
h
H
O
R
・
2
0・
ω
∞・

L--a叶

)

と
の
こ
と
で
あ

っ

た
。
次
い
で
二
ハ
三
八
年
六
月
に
タ

l
ラ
市
か
ら
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
の
ホ
ボ
ク
H

サ
リ
の
本
営
へ
汲
遣
さ
れ
た
コ
サ
ッ
ク
騎
兵
マ
ル
ト
ゥ
イ
ノ
フ

玄
昌
司
Z
Z
O
F
凹
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
の
本
営
で
捕
虜
の
タ

l
ラ
市
所
属
ミ
ハ
イ
ル
H

チ
ェ
ル
カ
シ
ェ

一ン
P
A
S
H白
s
b



4
4
5
E
2
5
か
ら
、
「
コ

ン
タ
イ
シ
ャ
は
ク
パ
ク
サ
ル

5
ふ
由
民
円
岳
地
方
に
町
「
O
勺
O
L
H
O
R

を
建
て
た
が
、
も
う
一
つ
を
建
設
中
で
あ
る
。
」

9
3。
・
ロ
-
h
H
O
R
-
z
o
・
g
-
b・
8N)
と
数
え
ら
れ
た
。

以
上
の
二
つ
の
情
報
か
ら
按
ず
る
と
、

ホ
ボ
ク
H

サ
リ
の
最
初
の
町
は
、

「
一
六
三
七
年
初
か
ら
一
六
三
八
年
八
月
(
マ
ル
ト
ゥ
イ
ノ
フ
ら
が

ク
パ
ク
サ
ル
に
到
着
し
た
と
推
定
さ
れ
る
時
期
を
指
す
)
ま
で
の
聞
に
建
設
さ
れ
、

而
し
て
も
う
一
つ
の
町
が
建
設
中
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
」

(
「
-
X
・
の
詰
円
曲
目
出
ヨ
・
V

元
自
-nod--
門
司
℃
・
ロ
品
)
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

ハ
ー
ト
ヮ
ル
に
よ
る
都
市
建
設
の
情
報
は
ト
ボ
リ
ス
ク
知
事
に
い
た
く
不
安
を
輿
え
た
こ
と
か
ら
、
知
事
は
直
ち
に
タ

l
ラ
知
事
に
通
牒
を

渡
し
て
マ
ル
ト
ゥ
イ
ノ
フ
ら
を
詳
し
く
訊
問
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
そ
の
結
果
、
既
に
建
設
さ
れ
た
町
の
規
模
・
機
能
等
に
つ
い
て
大
凡
左
の

如
く
判
明
し
た
泊
三
0
・日目
-
H
H
O
同・

Z
0・
5
h同・
8
3。

こ
の
町
は
、
石
で
築
か
れ
た
が
、
こ
れ
を
建
設
し
た
の
は
中
園
人
と
モ
ン
ゴ
ル
人
で
あ
っ
た
。

町
の
四
方
に
障
壁
(
煉
瓦
積
み
と
見
ら
れ
る
)

に
「
石
造
の
ラ
マ
の
住
宅
と
厨
房
出
向

gzσ

-包
E
z
z
s
a
z
z
口。E
℃
5

5言
E
E」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

町
の
外
周
に
は
堀
も
木
柵

-101ー

が
巡
ら
さ
れ
、

そ
の
各
港
の
長
さ
は
五

O
サ
l
ジ
ェ
ン
(
約
一

O
七
芝
、
高
さ
は
各
二
サ
l
ジ
ェ
ン
(
約
四
・
三
巴
で
あ
っ
た
。
障
壁
の
内
側

も
な
か
っ
た
が
、
町
の
一
方
が
沼
津
に
、
も
う
一
方
が
川
に
面
し
て
天
然
の
要
害
を
な
し
て
い
た
。

町
の
中
へ
放
流
さ
れ
る
。
」
と
言
う
か
ら
、
人
工
的
濯
瓶
設
備
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

「
そ
の
川
か
ら
、
水
が
入
用
の
時
に
は
、

四
門
の
鎖
製
大
砲
が
備
え
ら
れ
、

た
。
こ
れ
ら
の
大
砲
は
、

町
に
は
、

そ
の
砲
身
は
各
四
指
尺
あ
り
、
各
一
フ
ン
ト

(
0
・
四
一
辺
)
の
砲
弾
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ

「
コ
ン

タ
イ
シ
ャ
か
ら
そ
の
ラ
マ
に
遺
っ
て
来
た
」
も
の
で
あ
る
が
、

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
は
こ
れ
ら
を
「
中
園
の
地
方

で
戦
っ
た
時
に
歯
獲
し
た
」
と
言
う
。

こ
の
場
合
の
戦
い
と
は
、

グ
シ
を
支
援
し
た
青
海
遠
征
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
〈
こ
の
遠
征
で
の
コ
ン
タ

イ
シ
ャ
の
動
静
に
つ
い
て
は
、
「
グ
シ
汗
」
参
照
)
。

町
の
住
民
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
町
に
は
、

制

ウ
ェ
ム
チ
ャ
出
必
至
白
と
呼
ば
れ
る
ラ
マ
量
密
と
そ
の
侍
者
の
カ
ル
マ
ク
人
達
、
及
び
中
園

745 

人
・
モ
ン
ゴ
ル
人
・
プ
ハ

l
ラ
人
の
捕
虜
、
そ
の
数
約
三
百
人
が
妻
子
と
共
に
暮
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
捕
虜
は
耕
地
を
耕
し
て
い
る
が
、
耕
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作
の
習
慣
は
ブ
ハ

l
ラ
地
方
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
言
う
。

以
上
が
ホ
ボ
ク
H

サ
リ
の
町
に
関
す
る
マ
ル
ト
ヮ
イ
ノ
フ
ら
の
報
告
の
大
要
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
町
が
本
格
的
な
定
住
寺
院
都
市
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
の
品
跡
地
が
な
い
。
こ
の
町
で
農
耕
に
従
事
し
た
者
は
ブ
ハ

l
ラ
人
(
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
ト
ル
コ
族
住
民
)
が
主
鐙
で
、
中
園
人

や
モ
ン
ゴ
ル
人
の
場
合
は
石
工
・
大
工
等
の
職
人
や
種
々
の
雑
役
夫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
圏
で
は
多
数
の
ブ
ハ

l

興ラ
し人
Tこカ:
のタ
で‘ラ

あン
る伺チ

匝
円
曲

ロ
(')< 

" 良
夫

サ
ル
ト

E
ユ
ロ
(
商
人
)
、
プ

l
チ
ン
匂
忠
弓
(
砲
手
〉
等
の
職
業
で
活
躍
し
、

王
園
の
設
展
に
大
い
に
寄

パ
ー
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
町
は
、

そ
の
後
数
を
増
し
て
一
六
四
三
年
に
は
都
合
四
つ
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
年
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
を
ホ

ボ
ク
H

サ
リ
の
本
営
に
訪
問
し
た
ト
ボ
リ
ス
ク
の
コ
サ
ッ
ク
騎
兵
グ
リ
ゴ
リ
l

H

イ
リ
ン
「
宮
司
O
宮
出
ヱ
b
g
z
の
報
告
に
言
う
。

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
に
は
三
つ
の
煉
瓦
造
り
の
町

「。℃。
h

が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
白
色
(
煉
瓦
積
み
の
障
壁
の
色
で
あ
ろ
う
|
筆
者
注
〉
で
あ
る
。
第
四
番
目

を
新
た
に
造
営
中
で
あ
る
。
町
か
ら
町
ま
で
各
一
日
行
程
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
町
に
は
コ
ン
タ
イ
シ
ヤ
の
ラ
マ
逮
や
農
民
遼
が
住
ん
で
い
る
。
(
明
V
3
0・
F

-102ー

hH
O
同・

2

0
・
ま
・
匂
-
m臼
)

ハ
ー
ト
ゥ
ル
の
他
に
こ
の
種
の
都
市
建
設
を
試
み
た
例
が
記
録
に
現
れ
て
来
る
の
は
、

ハ
ー
ト
ゥ
ル
の
袈
(
一
六
五
三
年
)
後
の
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
イ
ル
ト
ゥ
イ
シ
路
に
由
っ
て
中
園
へ
往
復
し
た
ロ
シ
ア
大
使
パ
イ
コ
フ
切
田
町

5
p
。
・
ヱ
・
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

そ
の
往
路
に
一

六
五
五
年
四
月
、

ホ
シ
ュ

l
ト
部
の
ア
プ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
て
か
ベ
シ
ュ
カ
回
巾
巨

5
河
畔
に
二
つ
の
煉
瓦
造
り
の
殴
堂
口
言
曲
目
を
建
設
中
で

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る

9
3
0・
-
F
h
H
O
R
-
Z
0
・H
8
・

h-aoa--叶⑦
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
ア
，
フ
ラ
イ
の
寺
院
都
市
ァ
.
ア
ラ
イ
ン
l

キ
ッ
ト

〉

σ
E
E
3
5
E
で
あ
る
。
そ
の
寺
院
の
落
慶
法
要
は

一
六
五
七
年
多
に
ザ
ヤ
l

パ
ン
デ
ィ
タ
を
導
師
と
し
て
管
ま
れ
て
い
料
。

筆
者
は
バ

I
ト
ヮ
ル
1

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
都
市
建
設
も
亦
彼
の
オ
イ
ラ
ト
諸
侯
聞
で
の
卓
越
し
た
地
位
の
反
映
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

五

ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
園
の
成
立



ハ
ー
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
既
に
一
六
三
六
年
に
は
大
ウ
ル
ス
を
擁
し
、
三
七
年
頃
か
ら
都
市
建
設
を
開
始
し
た
こ
と
は
上
述
の
如
く
で

あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
頃
の
パ

I
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
と
他
の
大
台
士
口
と
の
開
係
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
ト
ル
グ

1
ト
部
長
ウ
ル
リ
ユ
グ
の
場

合
は
、
既
に
一
六
二
七
|
二
八
年
の
頃
に
そ
の
部
衆
を
率
い
て
ジ
ュ
ン
ガ
リ
ア
か
ら
ヴ
ォ
ル
ガ
河
流
域
へ
根
接
地
を
移
し
て
し
ま
っ
て
い
る

(
ヱ
同
様
X
・
2勺
-

H

怠
)
。
ホ
シ
ュ
l
ト
部
の
グ
シ
l

ハ
i
ン
の
場
合
も
、
二
ハ
一
ニ
六
年
秋
か
ら
青
海
遠
征
を
開
始
し
て
、
そ
の
ま
ま
青
海
地
方
に

居
坐
る
こ
と
に
な
り
、
二
度
と
ジ
み
ン
ガ
リ
ア
を
根
接
地
と
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
遠
征
に
は
バ
l
ト
ゥ
ル
自
身
も
参
加
し
た
が
、
彼

の
場
合
は
一
六
三
八
年
春
に
ホ
ボ
ク
H

サ
リ
へ
鋳
還
し
て
い
る
。
首
時
の
バ
l
ト
ゥ
ル
の
卓
越
し
た
擢
勢
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
遠
征
を
主
宰
し

た
の
も
彼
以
外
に
は
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。
引
績
き
グ
シ
l

ハ
1
ン
が
青
海
に
残
留
し
た
の
も
、
バ
l
ト
ヮ
ル
か
ら
ゲ
ル
ク
涯
の
保
護
事
業

を
託
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ド
ル
ベ
ト
部
の
ダ
ラ
イ
1

タ
イ
シ
の
場
合
は
、

存
在
と
な
刷
、
而
も
一
六
三
七
年
に
死
去
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
に
は
二
人
の
子
に
よ
る
父
の
遺
産
争
い
が
蔑
さ
れ
た
。

ロ
シ
ア
文
書
中
に
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
が
脚
光
を
浴
び
る
に
反
比
例
し
て
、
急
激
に
精
影
を
依
く

-103ー

タ
ル
ハ
ン
ベ
回
目
】
同
曲
目
(
タ
ラ
イ
1

タ
イ
シ
ヤ
の
配
下
〉
は
昨

一
四
五
年
(
一
六
三
七
年
〉
、
タ
ラ
イ
の
子
遥
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
タ
ラ
イ
l

タ
イ

シ
ャ
が
死
去
し
て
、
そ
の
二
子
が
残
っ
た
が
、
彼
ら
が
互
い
に
父
の
ウ
ル
ス
を
廻
っ
て
戦
い
合
お
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ハ
守
主

0
・ロ
-
N
H
O
R
-

Z

。.

N
斗

-
h
-
N
A

匹。
α・
)

ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
の
死
後
に
残
っ
た
子
ど
も
は
二
人
だ
け
で
は
な
い
が
、

父
の
遺
産
を
争
っ
た
二
人
と
は
、
そ
の
第
三
子
ト
イ
ン
H

オ
ン
ボ

叶
ou札
口

O

B
ゲ
O

(
同

0
2・o
z
q
o
托
音
〉
と
第
四
子
ダ
イ
チ
ン
l

ホ
シ
ョ
l
チ

ロ
ミ
5
5
m
A
O山

Oロ
岱
(
叶
同
酔
』
国
田
氏
O
E
V三
国
町
柿
木
布
代
育
和
碩
斉
)

軍
配
は
翌
三
八
年
頃
に
一
一
際
ト
イ
ン
H

オ
ン
ボ
に
揚
が
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
ダ
イ
チ
ン
l

ホ
シ
ョ

l
チ
と
の
不
和
は
長
く
解
け

ず
、
こ
の
た
め
部
内
も
不
安
定
が
績
い
た
。
し
か
し
四
四
年
に
ダ
イ
チ
ン
l

ホ
シ
ョ
l
チ
が
ト
ル
グ
l
ト
部
に
殺
さ
れ
て
か
ら
は
、
ト
イ
ン
H

で
あ
る
。

オ
ン
ボ
の
ド
ル
ベ
ト
部
長
の
地
位
も
よ
う
や
く
安
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
(
「
セ
ン
ゲ
」
〉

0

747 

以
上
の
如
く
、

一
六
三
七
年
以
降
ジ
ュ
ン
ガ
リ
ア
・
イ
ル
ト
ゥ
イ
シ
上
流
域
に
は
嘗
て
の
大
台
士
口
は
一
人
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
が
貫
献
で
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あ
り
、
最
早
バ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
に
措
抗
す
る
オ
イ
ラ
ト
諸
侯
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
の
ア
ル
ト
ゥ
ン
1

ハ

l
ン
と
比
べ
て
も
、
パ
ー
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
勢
威
は
今
や
こ
れ
を
凌
駕
す
る
と
オ
イ
ラ
ト
人
に
受
け

取
ら
れ
た
。
こ
の
貼
に
つ
い
て

一
六
三
八
年
に
ト
ム
ス
ク
か
ら
ア
ル
ト
ク
ン
l

ハ

l
ン
の
許
へ
波
遣
さ
れ
た
ス
タ
ル
コ
フ
凸
言
買
o
p
切

の

報
告
に
、
往
路
ア
バ
カ
ン
河
方
面
の
キ
ル
ギ
ス
人
の
地
方
(
こ
の
地
方
は
カ
ラ
ク
ラ
の
妹
ア
パ
カ
イ
公
妃
が
支
配
し
て
い
た
)
を
経
由
し
た
際
に
、

ユ
ン
ガ
ル
の
某
台
吉
か
ら
次
の
如
き
護
言
が
な
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

シ

パ
ガ
ト
ク
イ
リ
l

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
の
ウ
ル
ス
の
黒
カ
ル
マ
ク
の
タ
イ
シ
ャ
が
そ
の
配
下
の
カ
ル
マ
ク
人
ら
を
伴
っ
て
我
々
の
野
島
田
へ
や
っ
て
来
て
、

(
中
略
〉

言
っ
た
。

「
皇
帝
は
ア
ル
ト
P

ン
ツ
ア
l
リ
を
愛
顧
し
、
こ
れ
に
多
数
の
皇
帝
の
賜
物
を
我
が
キ
ル
ギ
ス
地
方
を
経
由
し
て
迭
っ
て
い
る
が
、
ア
ル
ト
P

ン
i

ツ
ア
l
リ
は
我
が
パ
ガ
ト
ク
イ
リ
1

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
よ
り
も
ど
れ
だ
け
偉
大

ao--vE巾
で
あ
る
の
か
。
ア
ル
ト
ゥ

ン
1

ツ
ア
l
リ
は
イ
ル
デ
ネ
イ
l

コ

ン
タ
イ
シ
ャ

エ
句
、
宮
Z
畠
'
R
0
2
4曲
昨
呂
田
(
〈

開

三

gF
』

E
m
g司
王
〉
で
あ
る
が
、
我
が
タ
イ
シ
ャ
も
同
様
に
パ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
l

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
で
あ
る
ぞ
。
」
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(
司
区

0
・
F
h
H
O
R
・
2
0・
8
・
h
-
H
3

こ
の
ジ
ュ
ン
ガ
ル
の
某
台
土
口
の
謹
言
に
は
バ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
ア
ル
ト
ヮ
ン
1

ハ

l
ン
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と

の
誇
り
が
感
じ
取
れ
る
の
で
あ
る
。
因
に
こ
の
頃
の
ア
ル
ト
ゥ
ン
i

ハ

I
ン
は
最
早
バ

l
ト
ゥ
ル
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
軍
事
的
脅
威
を
輿
え
る
存

在
で
も
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
北
モ
ン
ゴ
ル
族
は
奉
げ
て
清
朝
の
撞
頭
に
怯
え
、
自
ら
を
守
る
こ
と
に
法
汲
た
る
情
況
に
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。こ

こ
で
バ

l
ト
ゥ

ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
地
位
を
確
認
す
る
た
め
、

一
つ
の
重
要
な
史
料
を
紹
介
し
よ
う
。
そ
れ
は

一
六
四
四
年
に
ロ
シ
ア
皇

帝
に
宛
て
た
バ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
書
簡
に
見
え
る
左
の
如
き
一
句
で
あ
る
。

こ
ち
ら
側
で
は
我
は
パ

l
ド
ゥ
ル
ホ
ン
切
白
h
uよ
)
同
O
Z
(
こ
の
書
簡
中
の
用
例
か
ら
推
し
て
正
し
く
は
パ

l
ド
ゥ
ル
ホ
ン
ー
タ
イ
シ
ヤ
切
白
h
v
さ
H
O
E
-
旨
昨
日
同

と
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
ロ
シ
ア
語
誇
の
原
文
は
ノ
ガ
イ
u
F
F
l
ル
語
と
言
う
〉
で
あ
る
。
我
々
雨
者
は
各
自
の
園
家

gnHLH弓
2
回
O

に

我
々
の
園
家
が
卒
和
と
友
好
の
内
に
あ
れ
ば
、
我
々
の
名
替
の
た
め
に
好
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
色
沼
0.

ロ・』
H
O
R
・

到
し
て
君
主

gnu-釦
℃
『
で
あ
る
。



Z
。・

8
・旬・

2N)

こ
の
よ
う
に
今
や
パ

l
ト
ク
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
自
ら
を
君
主
と
稽
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
稽
す
る
君
主
が
ロ
シ
ア
の
ツ
ア

l
リ
に
準

え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
オ
イ
ラ
ト
の
君
主
を
意
味
し
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
は
大
法
典
自
瞳
に
あ
る
。

か
の
一
六
四

O
年
の
大
法
典
J

円
四
宮
内
回
全
こ
そ
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
園
成
立
の
“
記
念
碑
的
所
産
で
あ
っ

大
法
典
の
規
定
は
内
容
上
以
下
の
三
群
に
分
類
さ
れ
る
。

以
上
述
べ
て
来
た
所
を
綜
合
す
る
と
、

「
法
典
の
基
本
的
目
的
は
、
車
に
最
初
の
諸
僚
だ
け
で
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
種
族
聞
の
同
盟
を
強
化
し
、

同
盟
内
の
安
寧
秩
序
を
維
持
し
、

外
敵
の
攻
撃
に
射
し
防
衛
を
組
織
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
目
的
は
法
典
前
文
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
法
典
が
先
づ
第
一
に
蒙
古
諸

種
族
聞
の
関
係
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
。

こ
れ
に
見
え
る
一
聯
の
規
定
は
同
盟
の
軍
の
性
質
を
一
示
し
、
攻
撃
防
禦
の
闘

係
を
定
め
て
い
る
。
衣
の
一
群
は
蒙
古
祉
禽
の
祉
曾
構
成
を
大
陸
定
め
、
第
三
の
群
は
蒙
古
人
の
主
要
な
生
業
1

牧
畜
と
狩
狙
ー
を
規
定
し
て

伺
い
る
よ
市
し
て
規
定
の
内
容
上
の
特
色
と
し
て
、
「
と
く
に
刑
罰
規
定
に
お
い
て
、
大
ヤ
サ
の
そ
れ
と
著
し
い
違
い
の
あ
る
も
の
の
認
め
ら
れ

る
こ
と
と
、
固
有
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
を
禁
墜
し
て
ラ
マ
敬
を
支
配
的
宗
数
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
家
畜
と
隷
民
を
所

ム目
v

有
す
る
聖
俗
の
貴
族
の
封
建
的
特
権
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
こ
之
と
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

こ
う
し
た
諸
規
定
が
西
蒙
古
入
社
舎
の
内
部
関
係
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
ャ
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー

-105ー

は
こ
の
こ
と
を
西
蒙
古
人
の
氏
族
生
活
及
び
氏
族
関
係
、
狩
搬
の
方
面
に
つ
い
て
指
摘
し
、
叉
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
内
容
か
ら
見
る

と
、
法
典
は
西
蒙
古
諸
種
族
の
生
活
に
閲
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
質
、
法
典
は
長
い
関
西
蒙
古
人

(
オ
イ
ラ
ー
ト
及
び
カ
ル
ム
ッ
ク
人
〉
の
聞
に
数

こ
の
軸
'か
ら
、

力
を
有
し
、

ハ
ル
ハ
人
の
聞
に
は
数
力
を
も

っ
て
い
な
か
っ
た
。

A
Q
 

ム
M
V

し
か
に
ジ
ュ
ン
ガ
リ
ア
で
行
わ
れ
た
と
結
論
し
得
る
。
」

法
典
の
立
案
者
は
オ
イ
ラ
ー
ト
人
で
セ
イ
ム
(
集
舎
)
は
た

こ
の
よ
う
に
大
法
典
は
西
蒙
古
入
社
舎
に
最
も
適
合
す
る
よ
う
に
制
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
こ
そ
後
に
ガ
ル
ダ
ン
に
よ
り
こ

749 

の
法
典
を
補
足
す
る
二
つ
の
敷
令
が
護
布
さ
れ
、
叉
ヴ
ォ
ル
ガ

u
カ
ル
ム
ク
人
の
聞
に
一
九
一
七
年
ま
で
数
力
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ



750 

れ
に
反
し
ハ
ル
ハ
人
の
聞
で
は
そ
の
地
方
的
慣
習
法
に
基
づ
き
十
八
世
紀
初
以
来
一
連
の
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
が
制
定
さ
れ
て
、
大
法
典
は
数
力
を

失
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
大
法
典
の
性
格
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
制
定
の
立
案
者
は
バ

l
ト
ヮ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
で
あ
り
、
制
定
の
た
め
の
集
舎
の
場
所
も

d
J
，
 

'向日
、

そ
の
場
所
を
ハ
ル
ハ
に
置
く
必
然
性
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
刊
の
ド
ゥ
イ
ル
ィ
コ
フ
同
z
h
'

ジ
ュ
ン
ガ
リ
ア
こ
そ
適
し
い
の
で
あ
っ
て
、

E
R
S
-
n
-
h
・
著
『
イ
フ
H

ツ
ア

l
ズ
〈
大
法
典
〉
』
(ミ
-H
K
E
M
《

p
h
R
R
O
旬
、
注
ミ
2
R
3
・
ヨ
ミ
ミ
NKR
司、
4
S
E
E
Rき
N
G
m
E
S
E
A
F
き
NO

語、
S
G
M門
戸
、

H
H
?

玄。門岡田白・

5
2・
2
℃・

ω)
で
は
そ
の
場
所
を
タ
ル
パ
ガ
タ
イ
山
の
ウ
ラ

I
ン
ヘ
フ
ラ
l
て
話
国
ふ
己
)
白

(
C
Eロ
『
日
間
)
に
嘗
て

パ
ー
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
そ
の
オ
イ
ラ
ト
の
支
配
擢
の
確
立
を
背
景
に
、

て
い
る
が
、

傾
聴
に
値
い
し
よ
う
。

シ
ュ
ン
ガ
ル
王
園
の
封

外
・
封
内
関
係
の
整
備
を
行
い
、
こ
の
結
果
生
れ
た
の
が
大
法
典
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
法
典
制
定
の
た
め
の
集
合
は
、
清
朝
の
撞
頭
に
怯
え
る
北
モ
ン
ゴ
ル
族
に
諸
手
を
翠
げ
て
歓
迎
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
と
の
軍
事
同

盟
は
パ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
に
と
っ
て
は
、

ジ
L

ン
ガ
ル
王
圏
の
背
後
か
ら
直
接
加
え
ら
れ
る
軍
事
的
脅
威
を
除
去
す
る
意
味
で
重
要
で

-106ー

あ
っ
た
。

し
か
し
嘗
の
清
朝
に
謝
し
て
は
ジ
ュ
ン
ガ
リ
ア
の
パ
!
ト
ゥ
ル
1

ホ
ン
タ
イ
ジ
に
は
未
だ
そ
の
脅
威
を
深
刻
に
感
じ
取
ら
れ
て
は
い

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
況
し
て
ヴ
ォ
ル
ガ
河
流
域
の
ト
ル
グ

l
ト
部
長
ウ
ル
リ
ュ
ク
の
場
合
は
蝕
り
に
も
遠
隔
地
に
居
て
そ
の
脅
威
と
は
無
縁

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
叉
ホ
シ
ュ

l
ト
部
の
グ
シ
l

ハ
l
ン
の
場
合
は
、
青
海
征
服
直
後
の
一
六
三
七
年
に
オ
イ
ラ
ト
諸
曾
に
先
ん
じ
て
い

ち
早
く
清
朝
へ
遺
使
入
貢
し
て
、

清
朝
と
の
友
好
路
線
を
岡
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
情
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
ウ
ル
リ
ュ
ク
も
グ

シ
l

ハ
l
ン
も
集
舎
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
責
も
亦
集
舎
が
バ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
こ
と
を
裏
書
き

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
集
舎
の
重
要
な
目
的
が
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
園
の
内
外
秩
序
の
整
備
に
置
か
れ
た
以
上
、

オ
イ
ラ
ト
諸
侯
と
し
て
は

穆
げ
て
こ
れ
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
集
舎
が
ハ
ル
ハ
で
行
わ
れ
た
と
す
る
必
然
性
は
至
つ

て
薄
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
大
法
典
で
規
定
さ
れ
た
軍
事
同
盟
は
、
パ
ー
ト
ゥ
ル
1

ホ
ン
タ
イ
ジ
に
と
っ
て
は
、
東
方
の
北
モ
ン
ゴ
ル
と
の
関
係
安
定
を
背
景
に
、



西
方
の
東
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
へ
の
軍
事
進
出
を
開
始
す
る
た
め
に
こ
そ
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
果
せ
る
か
な
早
く
も
一
六
四
三
年
前
半
に

パ
ー
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、

カ
ザ

l
フ
大
オ
ル
ダ
の
ジ
ハ
l
ン
ギ
l
ル
l

ハ
l
ン
己
「
削
口
問
可

W
Y
削
ロ
及
び
ブ
ハ

I
ラ
l

ハ
l
ン

(メ
r
L

同
-
・
‘
〉
回
目
同
〉
下
の
ヤ
ラ
ン
ト
・
ワ
シ
ペ
曲
目

g
Z岱
に
射
し
て
、
貫
に
五
寓
の
軍
勢
を
繰
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

〔
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
は
〕
自
分
の
女
婿
コ
チ
ュ
ル
タ

穴
O
』
包
司
、
吋
同
(
町
柿
斉
爾
圏
〉
、

ア
.
フ
ラ
イ

〉
m
M
U

と
同
回
目
同
(
阿
巴
頑
)
、
自
分
の
弟
チ
ョ
ク
ル
ー
タ
イ
シ
ヤ

岡山
O
R『

hyaEH曲
(
楚
庫
爾
〉
、
コ
ユ
H

サ
ル
タ
ン
穴
。
5ゐ
2
4司曲
Z

(
輝
特
部
。
ミ
広
の
ス
ル
タ
ン
l

タ
イ
シ

ω
E
-
Zロ
宮
司
同
町
。
、
黒
ム
ガ
l
ル
(
北
モ
ン

ゴ
ル
)
の
ア
ル
ト
ゥ
ン
の
子
〉
』
HIE-5国内宮町由、

及
び
小
タ
イ
シ
ャ
ら
と
共
に
、

カ
ザ

フ

オ
ノレ
ター

その
れャ
らン
の
伴ギ

ノレ
つ
ι 王
i王子
は~
五円
高 43
で β
あ 43
つ!日

た忌。凶4

と
ヤ
フ
ン

〈
司
旨

0
・

ト
ゥ
シ
早
岡
田
号
山
、
巨
と
ア
ラ
タ
ウ
H

キ
ル
ギ
ス
〉
旬
問
、吋回国・同国間】吋

E
g
に
封
し
て
戦
争
に
行
っ
た
。

ロ-
h
H
O
R
-
Z
。・∞
A
F

旬
・
宏
司
)

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
は
、

「
ア
ラ
タ
ウ
H

キ
ル
ギ
ス
と
ト
ク
マ
ク
叶

0
5角
田
沢
の
二
つ
の
地
方
の
民
約
一
高
を
奪
い
、
(
中
略
)
、

ヤ
ン
ギ
ル
か
ら
奪

弓

t
A
U
 

っ
た
そ
れ
ら
の
民
を
村
一
致
し
て
諦
っ
た
。
」

3
2
災
p
b・由
8
1
8
3

こ
の
よ
う
に
北
モ
ン
ゴ
ル
の
ア
ル
ト
ヲ
ン
l

ハ
1
ン
ま
で
が
そ
の
一
子
を
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
に
助
勢
せ
し
め
た
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。

ー
ン
も
亦
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
の
西
方
遠
征
の
利
に
興
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
量
の
捕
虜
を
並
致
し
た
意
味
は
、
農
耕
初
め
各
種
の
傍
役 ノ、

に
駆
使
す
る
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

帥

一
六
四

O
年
前
後
以
降
の
パ

l
ト
ゥ
ル
と
ロ
シ
ア
と
の
関
係
の
一
面
を
次
に
述
べ
よ
う
。
パ
ー
ト
ク
ル
の
使
者
が
モ
ス
ク
ワ
へ
初
め
て
許
さ

れ
て
入
っ
た
の
は
一
六
四

O
年
初
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
使
者
は
ツ
ア

l
リ
に
パ

l
ト
ク
ル
の
賜
物
下
賜
の
請
願
を
言
上
し
て
、
ほ
ぽ
請
願
通

り
の
各
種
の
賜
物
を
授
け
ら
れ
た
(
の
冨
・
日
u
F
A
O
-

ロ-
E
R
-
Z
0
・
主
怠
)
。
こ
れ
に
味
を
し
め
た
の
か
バ

l
ト
ヮ
ル
は
四
一
、
四
二
、
四
三
年

に
毎
年
ト
ポ
リ
ス
ク
に
使
者
を
迭
っ
て
モ
ス
ク
ワ
逼
行
を
求
め
た
。
し
か
し
そ
の
都
度
ト
ポ
リ
ス
グ
知
事
に
よ
り
同
じ
趣
旨
の
使
者
の
繰
り
返

し
は
無
用
と
し
て
拒
絶
に
曾
っ
た
。

知
事
の
態
度
に
業
を
煮
や
し
た
パ

l
ト
ヮ
ル
は
一
六
四
四
年
十
月
に
ツ
ア

1
リ
に
宛
て
て
信
書
を
、
途
つ

751 

て
、
そ
の
中
で
使
者
の
モ
ス
ク
ワ
入
京
不
許
可
の
場
合
は
園
交
断
絶
す
る
と
威
嚇
し
た
。
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も
し
入
京
を
許
さ
な
い
な
ら
ば
、

今
後
使
節
を
波
遣
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
勺
玄
0
・
H
円・

N
H
O
R
-
z
o
・
g
-
旬

-
ω)

こ
の
よ
う
な
バ

l
ト
ヮ
ル
の
強
硬
姿
勢
も
オ
イ
ラ
ト
君
主
と
し
て
の
自
信
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
信
書
を
持
参
し
た
使
者
は
急
逮

約
束
す
る
旨
の
優
渥
な
る
敷
書
を
授
け
ら
れ
て
関
さ
れ
た
泊
三
0
・ロ
-
h
H
O
R
-
Z
0
・芯〉。

四
日
附
の
教
書
が
渡
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
次
の
如
く
命
令
さ
れ
て
い
た
。

ト
ボ
リ
ス
ク
か
ら
モ
ス
ク
ワ
へ
遇
さ
れ
て
異
例
の
款
待
を
受
け
た
。
そ
し
て
ツ
ア
!
リ
の
接
見
を
許
さ
れ
た
後
、

他
方
ト
ボ
リ
ス
ク
知
事
に
も
一
六
四
五
年
十
二
月
十

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
へ
の
賜
物
を

コ
ン
タ
イ
シ
ヤ
の
使
節
は
些
か
も
留
置
す
る
こ
と
な
く
モ
ス
ク
ワ
へ
通
せ
。

(
中
略
)
そ
の
商
人
に
は
我
が
ト
ボ
リ
ス
ク
と
そ
の
他
の
町
に
お
い
て
、
先
の

我
が
数
令
に
沿
っ
て
十
分
に
配
慮
し
て
交
易
せ
し
め
よ
。

(
E
S
0
・ロ
-
h
H
O
R
-
z
p
g
-
b

・ロ
c
o
q
-
H
N
H〉

と
こ
ろ
で
ロ
シ
ア
と
カ
ル
ム
ク
聞
の
交
易
は
シ
ベ
リ
ア
の
諸
都
市
に
と
っ
て
寅
は
死
活
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
と
関
聯
し
て
交
易
一

伺

般
に
つ
い
て
少
し
論
じ
よ
う
。

ロ
シ
ア
政
府
は
シ
ベ
リ
ア
の
謹
境
安
全
の
配
慮
か
ら
、

一
六
四
六
年
六
月
に
敷
令
を
以
て
ト
ヮ
メ
ニ
市
で
カ
ル

一
六
四
七
年
七
月
に
全
市
民
奉
げ
て
ト
ゥ
メ

ニ
知
事
に
差
し
出
し
た
嘆
願
肢
に
は
、

公
務
員
に
は
陛
下
へ
の
勤
務
が
、
農
民
に
は
農
耕
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
従
前
通
り
商
品
を
携
帯
し
た
カ
ル
ム
グ
の
使

一
市
民
を
非
常
な
苦
境
に
陥
れ
た
。

「
馬
が
な
け
れ
ば

-108ー

ム
ク
人
と
交
易
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、

こ
の
た
め
交
易
は
ト
ポ
リ
ス
ク
、

ト
ム
ス
ク
、

タ
!
ラ
の
三
市
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
の
禁
令
は
ト
ゥ
メ

節
を
こ
こ
に
入
れ
、
そ
れ
ら
と
自
由
に
交
易
さ
せ
て
欲
し
い
。
」
(
℃
玄
0
・ロ
-
h
H
O
R
-
Z
0
・
8
・旬・

8
3
と
訴
え
て
い
る
。

亦
こ
の
嘆
願
献
に
は

馬
の
疫
病
死
が
毎
年
起
こ
り

そ
の
た
め
に
も
従
来
毎
年
依
か
さ
ず
カ
ル
ム
ク
使
節
か
ら
馬
を
買
い
入
れ
た
と
も
言
っ
て
い
る

3
2
浜市〉。

こ
う
し
た
訴
え
の
た
め
政
府
も
禁
令
の
撤
回
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
℃
玄
0
・回目・

2
司・品日仏)。

こ
の
よ
う
に
シ
ベ
リ
ア
の
都
市
に
と
っ
て
カ
ル
ム
ク
の
馬
は
必
需
品
と
さ
れ
た
が
、

」
の
他
に
も
重
要
な
カ
ル
ム
ク
商
品
と
し
て
、
牛
羊
等

の
家
畜
、
各
種
の
畜
産
品
や
毛
皮
類
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
商
品
は
カ
ル
ム
ク
使
節
固
に
よ
っ
て
大
規
模
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
が
普
通
で
あ
る

が
、
小
規
模
に
は
、
商
人
圏
の
場
合
も
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
一
例
を
翠
げ
る
と
、
二
ハ
三
六
年
に
「
カ
ル
ム
ク
人
は
春
夏
以
来
商
品
の

馬
を
連
れ
て
ト
ム
ス
ク
へ
三
度
来
て
、
そ
の
馬
を
ラ
シ
ャ

4
5
0
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
産
の
一
フ
シ
ャ

H
2
5白
・
上
等
の
皮
革

5
V
5
3白
g
g
・



か
わ
う
そ
の
毛
皮
切
E
h
E
と
交
換
し
た
。
」

q
v
A
0
・ロ
-
E
R
-
Z
0
・
5
・旬
-
N
H
3

と
あ
る
。

ロ
シ
ア
・
カ
ル
ム
ク
開
の
交
易
は
一
六
三
八
年
に
ア
ル
ト
ヮ
ン
l

ハ

l
ン
を
訪
問
し
た
ワ
シ
リ

l
H
ス
タ
ル
コ
フ
∞

R
E
Z誌
の
国
官
。
∞
の

報
告
に
よ
れ
ば
、
既
に
ア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
1
ン
と
ロ
シ
ア
と
の
開
よ
り
も
遥
か
に
盛
況
と
な
っ
て
い
た
と
剣
断
さ
れ
る
。

コ
ン
タ
イ
シ
ャ
の
部
下
か
ら
次
の
よ
う
な
叱
責
を
受
け
た
。

ス
タ
ル
コ
フ
は
ジ
ュ

ン
ガ
ル
部
支
配
下
の
キ
ル
ギ
ス
を
通
過
し
た
際
、

ア
ル
ト
ク
ン
l

ツ
ア

I
リ
は
皇
帝
に
ど
れ
ほ
ど
奉
仕
し
、
何
の
良
い
こ
と
を
し
た
の
か
。
彼
か
ら
ど
ん
な
利
盆
が
あ
る
の
か
。
我
が
パ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
1

コン

タ
イ
シ
ャ
と
そ
の
他
の
タ
イ
シ
ャ
ら
か
ら
こ
そ
皇
帝
に
利
盆
が
あ
る
の
だ
。
即
ち

〔
ロ
シ
ア
の
〕
町
へ
馬
・
牛
及
び
あ
ら
ゆ
る
家
畜
を
伴
っ
た
使
節
を
滋
遣

し
て
お
り
、
か
く
し
て
汝
ら
の
シ
ベ
リ
ア
の
町
は
我
が
カ
ル
マ

ク
の
家
畜
で
充
ち
、
そ
れ
で
生
計
が
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
汝
ら
の
方
か
ら
は
人
々
が
織
物

を
携
え
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
取
引
に
来
て
い
る
。
こ
う
い
う
事
で
我
々
か
ら
皇
帝
に
利
盆
が
あ
る
の
だ
。

(
同
U

L
玄
0
・
-
F
N
H
O
R
-
Z
0
・
N
∞-
h
-
H
∞)

こ
の
設
言
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
な
カ
ル
ム
ク
の
ロ
シ
ア
と
の
密
接
な
経
済
関
係
も
、
パ
ー
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
卓
越
し
た
権
勢
の
下
に

樹
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
強
力
な
指
導
者
の
下
に
置
か
れ
た
カ
ル
ム
ク
の
ロ
シ
ア
と
の
経
済
関
係
は
隻
方
の
利
害

に
遇
っ
て
年
を
追
っ
て
瑳
展
を
遂
げ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

-109ー

ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
園
の
成
立
を
象
徴
す
る
事
象
と
し
て
、
民
族
文
字
の
作
成
を
奉
げ
た
い
。
こ
れ
は
一
六
四
八
年
、
ホ
シ
ュ

l
ト
部

出
身
の
ラ
マ
借
ザ
ヤ
1

パ
ン
デ
ィ
タ
が
従
来
の
モ
ン
ゴ
ル
文
字
を
改
良
し
て
作
っ
た
も
の
で
「
明
瞭
な
文
字
、
吋
邑

0
2
2
ι
z」
と
稿
せ
ら
れ

最
後
に
、

た
が
、
今
日
一
般
に
は
ト
ド
(
托
式
〉
文
字
と
呼
ば
れ
る
。

族
意
識
の
高
ま
り
の
内
か
ら
生
れ
出
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ト
ド
文
字
は
パ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
下
に
統
合
さ
れ
た
オ
イ
ラ
ト
族
の
民

(<.士
~i口

雪五
ロロ

以
上
の
如
き
考
察
か
ら
、
パ
ー
ト
ヲ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
王
穫
の
下
に
、

オ
イ
ラ
ト
族
の
民
族
園
家
ジ
品
ン
ガ
ル
王
閣
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

一
六
四

O
年
制
定
の
大
法
典
こ
そ
こ
の
新
園
家
の
統
治
世
制
に
閲
す
る
根
本
法
で
あ
っ

753 

は
動
か
し
難
い
事
賓
と
し
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
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た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ジ
L

ン
ガ
ル
王
園
の
正
式
琵
足
を
一
六
四

O
年
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

ジ
ム
ン
ガ
ル
王
園
の
君
主
の
地
位
は
、
バ

l
ト
ク
ル
ー
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
袈
三
六
五
三
年
)
後
、
そ
の
子
セ
ン
ゲ

ω
g
m
m
m
(借
格
)
に
縫
承

倒

一
六
六
五
年
に
セ
ン
ゲ
の
本
替
を
最
初
に
訪
れ
た
ロ
シ
ア
使
節
ワ
シ
リ

l
H
ブ
ベ
ン

ノ
イ
∞

R
E
S出
切
旬
。
一2

5
P
の
報
告
に
よ
れ

さ
れ
た
。

ば
、
セ
ン
ゲ
は
次
の
如
く
語
っ
た
と
い
う
。

-
M
H
3
 

我
が
父
コ
ン
タ
イ
シ
ヤ
の
後
、
今
全
ウ
ル
ス
を
私
セ
ン
ゲ
の

2
3
が
支
配
し
て
い
る
。
(
河
玄
の
-
Y
M
M
-
n
n
H
M
M
J
H
T
H
Y
H叶
∞

-
-
n
p向・

s
h
v
R
V内・門司℃
-
N
E

こ
の
褒
言
は
セ
ン
ゲ
が
自
ら
ジ
ム
ン
ガ
ル
王
園
の
君
主
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

こ
の
一
事
を
以
て
し
て
も
、

ガ
ル
ダ
ン
以
前
に
オ
イ
ラ
ト
族
に
統
一
園
家
が
な
か
っ
た
と
は
と
う
て
い
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
纏
纏
述
べ
て
来
た
所
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
筆
者
の
オ
イ
ラ
ト
史
の
構
想
と
宮
脇
氏
の
批
判
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
筆
者
へ
の
批
判
の
総
括
と
し
て
「
十
七
世
紀
の
オ
イ
ラ
ッ
ト
史
を
根
本
か
ら
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(
宮
脇
、
前
掲
論
文
〉
と
の
謹
言

-110ー

は
、
筆
者
の
立
場
か
ら
は
理
解
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
宮
脇
氏
の
反
論
を
鶴
首
し
て
待
つ
も
の
で
あ
る
。

註ω
h
r若
草
N
R
s
h
S
同
宮
司
日
君
、
足
号
マ
凡
円
E
S

帆

N
F
q
bぬ
』

hs-

向。
N
N
R
F
S
戸
、
。
忠
司
RFhHHaRP
叶
『
・
ゲ

ω
?
?
w
g『臼『ロ『同・ロ

J

可申・

ω・ω
由・

因
に
パ
ラ
ス
の
記
事
は
、
ミ
ュ

l
ラ
l

「
-
A
V
-
-
A
S同
』
巾
匂
に
依
接
し
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
(
の
毘
・
同
〉

L

玄
0
・
F
2℃・
8
C。

ω
馬
氏
は
バ
l
ト
ヮ
ル
が
二
ハ
一
六
年
に
父
か
ら
凋
立
分
居
し
て
い
た
こ

と
を
批
剣
す
る
論
抜
の
一
つ
と
し
て
、
ハ
ワ
l

ス
E
・
E
-
Z
o
d〈
O

『
手
の

言
う
「
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
ハ

l
ン
は
在
世
中
、
帝
園
領
を
諸
子
に
分
封
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
」
と
の
見
方
に
同
意
し
て
い
る
が
、
そ
の
誤
り
な
る

こ
と
は
、
チ
ン
ギ
ス
l

ハ
l
ン
の
諸
子
分
封
の
例
に
徴
し
て
も
明
白
で
あ

る
。
唯
バ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
H

タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
が
ダ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
に
同

定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
自
鐙
は
銭
案
に
第
り
な
く
、
特
に
馬
氏
の
翠
げ
た
論

擦
の
中
に
、
ロ
シ
ア
文
書
中
の
タ
ラ
イ
1

タ
イ
シ
ャ
の
兄
弟
の
イ
ル
ケ
H

イ
ル
デ
ン
ヱ
℃
目
巾
芯
旬
、
官
民
及
び
子
の
ド
ン
川
オ
ン
ブ
同
O

回
目
。
宮
市
山
河
を

以
て
、
『
西
域
闘
志
』
径
四
十
七
、
都
制
伯
特
世
系
中
の
包
伊
勅
登
及
び

郡
木
布
代
背
和
碩
斉
に
比
定
し
た
如
き
は
、
決
定
的
な
誼
左
と
認
め
ざ
る

を
得
な
い
。
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ω
パ
ッ
デ
レ
ー
は
四
人
の
大
タ
イ
シ
ャ
に
封
じ
て
、
「
(
吋
〉

ωロ
ロ
阿
倍
♂
ロ
2
・

rop
同，

R
m
rロ
同
・
曲
口
品
開
ro回『
o
g・
」
と
注
記
し
て
い
る
が
(
月
ζ
。・

H
F

M
Y
臼
∞
)
、
震
味
な
表
現
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
因
に
パ
ッ
デ
レ
ー
も
、

パ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
川
タ
ラ
イ
l

タ
イ
シ
ャ
を
ジ
ユ
ン
ガ
ル
の
バ

l
ト
P
ル
と

見
な
し
て
い
る
。

ω
パ
イ
パ
ガ
ス
が
ハ
l
ン
を
稽
し
た
こ
と
を
裏
附
け
る
記
録
は
同
時
代
的

史
料
の
中
に
見
出
し
得
な
い
が
、
一
八
一
九
年
に
ホ
シ
ュ
l
ト
王
公
パ
ー

ト
ゥ
ル
"
ウ
バ
シ
叩
ト
P
メ
ン
切
削
昨
日
ロ

z
r
H昨
日
目
の
著
し
た
『
四

オ
イ
ラ
ト
記
匂
缶
、
宮
お
金

qbn出

G
3
H民
主
同
』
に
、
「
異
部
四
オ
イ
ラ
ト

を
統
治
し
て
い
た
ハ
l
ン

"
パ
イ
バ
ガ
ス

O
E
∞
ミ

HE盲
目
」
(
叶
。
泊

三
E
E
h
H℃ロ『
guQh-
。。、

vhh匂

q
億
円
。
言
書

hhsh判
。
向
。
暗
記
苦
吋
o
日
-

V
内

円

以

十

回

り

ω
R・
E
-
u
C
S
E
E
S
3・
E
a
-
唱
-
AF
H
C
)

と
の
一
句
が
あ
る
。

な
お
オ
イ
ラ
ト
の
文
皐
作
品
と
し
て
有
名
な
『
ウ
パ
シ
ホ
ン
タ
イ
ジ

俸

h
h
s
q色
合

3
3
a
h
ニ
S
Hミ
さ
い
て

S
Sと
立
は
、
ハ
ル
ハ
の
ジ

ャ
サ
タ
ト
ゥ
!
ハ
l
ン
麿
下
の
ウ
バ
シ
1

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
四
オ
イ
ラ
ト
に

遠
征
し
て
敗
死
し
た
顛
末
を
題
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
征
載
の

年
代
は
こ
の
作
品
自
鐙
の
言
う
「
丁
亥
(
日
一
五
八
七
年
ど
で
は
な
く
、

笑
亥

(
H
一
六
一
一
一
一
一
年
〉
と
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
(
「
ウ
バ
シ
俸
考
緯
」
)
。
本
作
品
中
に
も
、
「
ホ
シ
ュ

l
ト
の
パ
イ

パ
ガ
久
l

ハ
l
ン
∞

a-Z吉田
A
E
は
一
蔦
六
千
の
健
見
を
従
が
え
、

目
・
四
オ
イ
ラ
ト
の
政
治

・
宗
教
雨
方
を
司
っ
て
い
る
。
」

Q
2
2出

「
O
富市山
om回
・
の
同
呂
田
国
国
巾

o
q
uよ白
E
E
-
H
V
可申向、『回世
h
M
R
E

〔吋巾貝円
、『
出
口
φ

℃巾回。
h
H
Y

叶目
V
V

『h
H
巴
句
。
』

uh0・4
・
〈
?
の
口
市
凶
・
-

H
∞印∞・円、『℃
-
N
OAF
〉
と

書
か
れ
て
い
る
。
本
作
品
は
文
撃
作
品
の
上
、
著
作
年
次
も
不
明
で
は
あ

る
が
、
オ
イ
ラ
ト
人
の
閲
に
パ
イ
パ
ガ
ス
が
か
つ
て
ハ
l
ン
で
あ
っ
た
と

い
う
記
憶
が
残
っ
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

因
に
本
作
品
中
の
歴
史
的
朕
況
を
二
ハ
二
三
年
嘗
時
の
も
の
と
見
な
す

こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
オ
イ
ラ
ト
の
有
力
諸
侯
を
列

奉
し
て
、
バ
イ
バ
ガ
ス
の
他
、
「
マ
ン
ガ
ッ
ト
(
玄
g
m
E
L
)
の
子
サ
イ

ン
・セ

ル
デ
ン
キ

(ω
ミ
目
白
OE
g
m
W
C
は
二
千
の
兵
を
率
い
る
。
ホ

イ
ト

(
0
0
1
e

の
エ
セ
ル
ベ
イ
ン
・
サ
イ
ン
・
キ
ヤ
(
何
回
0
5
2・u
ユロ

〈

臼
ミ

E
W
F
3
)
は
四
千
の
丘
(
を
率
い
る
。
ジ
ュ
ー
ン
・
ガ
ル
(
』
品

E

『
民
)
の
ホ
ト
ゴ
イ
ト
・
ハ
ラ
・
フ
ラ
ハ
O
o
g可
ouユ
Z
A
R
m
w
ρ
ロ
広
)
は

六
千
の
丘
ハ
を
率
い
る
。
オ
イ
ラ
ッ
ト
の
サ
イ
ン
・
テ
メ
ネ
・
メ
ー
ト
ル

(ω
ミ

5
5
B
g
o
E
E
Z円
)
は

八
千
の
兵
を
率
い
る
よ
ハ
「
ウ
バ
シ
停

考
緯
」
〉
と
あ
る
が
、

ダ
ラ
イ
1

タ
イ
シ
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
本

作
品
全
盛
を
通
じ
て
も
、
ダ
ラ
イ
ー
タ
イ
シ
は
一
度
も
登
場
し
な
い
の
で

あ
る
。
二
ハ
一
六
年
に
オ
イ
ラ
ト
の
最
大
賞
力
者
と
目
さ
れ
た
人
物
が
完

全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
の
は
徐
り
に
も
不
自
然
と
言
う
し
か
な
い
。
他
方

ロ
シ
ア
文
書
に
は
、
二
ハ
二

O
年
以
来
の
オ
イ
ラ
ト
人
と
ウ
バ
シ
l

ホ
ン

タ
イ
ジ

(
Hア
ル
ト
ゥ
ン
l

ハ
l
ン
)
一
汲
の
針
決
に
お
い
て
、
ダ
ラ
イ
ー

タ
イ
シ
が
活
躍
し
た
事
賞
を
明
瞭
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

一
六
二

O
年
後
宇
期
に
オ
イ
ラ
ト
勢
力
は
ア
ル
ト
ヲ
ン
l

ハ
l
ン
に
手
痛

い
敗
北
を
喫
し
、
オ
ピ
河
と
ト
ミ
河
の
閲
の
地
方
に
避
難
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
が
、
こ
の
時
の
欣
況
を
ロ
シ
ア
文
書
に
次
の
如
く
言
う
。

全
タ
イ
シ
ャ
、
即
ち
ト
イ
ラ

、『
O
罫
旬
曲
、
ク
ラ
ガ
ラ
イ
穴
句
℃
同
「
由
旬
曲
出
、

メ
ル
ゲ
ン
1

タ
イ
シ
ャ
ヨ
巾
℃

zz-温耳目阿国曲
、
及
び
他
の
全
て
の
タ
イ

シ
ャ
と
、
黒
カ
ル
マ
ク
人
は
盤
く
オ
ピ
河
に
や
っ
て
来
た
。
・
:
・
:
原
文

飲
:
:
:
チ
ユ
ム
ィ

シ
河
口
に
俊
一
過
を
築
い
た
。
:
:
・
原
文
歓
:
:
:
オ

ピ
・
ト
ミ
河
関
、
ト
ム
ス
ク
市
と
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
ク
城
塞
閲
に
越
冬
遊
牧

-111-
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す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
彼
ら
が
オ
ピ
河
に
集
ま
っ
て
盤
盈
を
築
い
た
の

は
、
彼
ら
を
ア
ル
ト
タ
ン
i

ツ
ア
1
リ
が
繋
破
し
て
、
カ

ラ
ク
ラ

}〈回-

E
ミ

包

か
ら
妻
子
を
奪
っ
た
か
ら
だ
。
(
同】

~so-
--hOR
-
zo・
g
・

5
N
H付
・旬・

8
0
α
・〉

こ
こ
に
見
え
る
ト
イ
ラ
が
ダ

ラ

イ

タ

イ
シ
に
、
ク
ラ
カ
ラ
イ
が
カ
ラ
ク

ラ
に
、
メ
ル
ゲ
ン
l

タ
イ
シ
ャ
が
サ
イ

ン
"
テ
ネ
メ
H

パ
l
ト
ク
ル
に
該

蛍
す
る
こ
と
は
宅
も

疑
い
を
挟
む
叫
跡
地
が
な
い
の

で

あ

る

(
「
カ
ラ

ク

ラ
」
)
。
こ
の
よ
う
な
熱
か
ら
見
て
も
、
本
作
ロ
聞
を

二
ハ
二
三
年
嘗
時
の
歴

史
史
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る。

例
『
西
域
同
文
士
官
巻
十、

天
山
北
路
準
鳴
爾
部
人
名
四

・
和
碩
特
術
位

特
日
脚
(
東
洋
文
庫
影
印
、
上
冊
、
一
九
六
一
年
、
五
九
三
頁
)
。

同
パ
ッ
デ
レ
ー
は
、
こ
の
二
人
の
タ
イ
シ
ャ
を
パ

l
ト
ヮ
ル
の
弟
チ
ユ

ク
ル
内
山
口
r
b
『
(
楚
庫
爾
)
と
ホ
H

ウ
ル
リ
ュ
タ
と
に
比
定
し
て
い
る

(同
N
Y
A
P
-
F
-u・
8
)
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

こ、。
+
'
H
L
 

仰
筆
者
は
パ
ラ
ス
に
惑
わ
さ
れ
て
、
「
一
六
二
三
年
に
ハ
ラ
フ
ラ
は
再
度

モ
ン
ゴ
ル

の
た
め
に
潰
走
さ
せ
ら
れ
た
。
」

(2--8・
3
・
2
f
ω
・ω叶
〉

に
左
祖
し
た
が
、
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同

こ
の
黙
に
闘
し
て
は
、
拙
稿
「
ア

ル
ト
ゥ

ン
1

ハ
l
ン
停
考
詮
」

(『
内

回
吟
風
博
士
頒
誇
記
念
東
洋
史
論
集
』
所
牧
。
一

九
七
八
年
)
、
参
照
。

例
こ
の
場
合
の
カ
ラ
ク
ラ
穴
曲
目
旨
ミ
h
曲
が
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
長
そ
の
人
で

あ
る
と
の
指
摘
が
編
者
注
(
℃

3
0・
戸
内
叶
℃
・
台
印
・

5
5白内
Z
↓・

N

R

h
H
O
R
・
Z
0・M
∞
〉
に
あ
る
。

M
W

宮
脇
氏
は
拙
稿
「
オ
イ
ラ
ー
ト
族
の
震
展
」
中
の
オ
イ
ラ
ト
・
モ
ン
ゴ

ル
戦
争
の
件
を
批
判
し
て
、
ま
ず
「
若
松
氏
の
言
う
よ
う
に
、
果
た
し
て

ロ
シ
ア
史
料
は
木
賞
に
ハ
ラ
フ
ラ
が
反
ア
ル
ト
ク
ン
・
ツ
ア

l
リ
闘
争
を

指
揮
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
疑
問
を
提
起
し
、
突
い

で
拙

J

縞

「
カ
ラ
ク
ラ
」
中
の
戟
争
の
経
過
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
て、

そ

の
結
論
と
し
て
、
「
最
初
に
ア
ル
ト
ク
ン

・
ツ
ア

l
リ
と
載
っ

た
の
は
確

か
に
ジ
ュ
ー
ン

・
ガ
ル
の
ハ
ラ
フ
ラ
、
と
ト
ル
グ

l
ト
の
テ
ネ
ス
・
メ
ル
ゲ

ン

・
テ
メ
ネ
で
あ
る
が
、
彼
等
が
ア
ル

ト
ク
ン
・
ツ
ア

l
リ
に
破
れ
た
後

他
の
四
オ
イ
ラ
ッ
ト
の
タ
イ
シ
ャ
た
ち
が
聯
合
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
」

と
言
い
、
叉
一
六
二

O
年
ハ
ラ
フ
ラ
ら
が
敗
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
そ
の

結
果
ア
ル
ト
ゥ
ン

・
ツ
ア
1

リ
と
四
オ
イ
ラ
ッ

ト
全
て
が
戦
闘
紋
態
と
な

り、

一
六
二
三
年
に
至
っ
て
四
オ
イ
ラ
ッ
ト
聯
合
軍
が
ア
ル
ト
ゥ
ン

・
ツ

ア
l
リ
を
破
っ

た
の
で
あ
る
。
」

と
言
う
。
筆
者
は
カ
ラ
タ
ラ
の
果
し
た

役
割
の
評
領
、
及
び
戟
争
の
経
過
の
解
緯
の
い
ず
れ
に
謝
し
で
も
宮
脇
氏

に
賛
同
で
き
な
い
。

叫

筆

者
が
犯
し
た
根
本
的
謀
り
は
、
チ
ン
1

タ
イ
シ
ャ
・
チ
ョ
ク
ル

ー
タ

イ
シ
ャ

・
バ
イ
バ
ギ
シ
ュ

l

タ
イ
シ

ャ
の
三
人
を
い
ず
れ
も
カ

ラ
ク
ラ
の

子
(
℃

3
0・同・

2-yω
。N-
U8
・

2
・

5
お
Z
Z
O
B
可

5
8吋
Z
F〉
と

受
け
取
っ

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
内
組
の
設
端
も
ジ

ュ
ン
ガ
ル
部
の

紛
争
に
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
射
し
宮
脇
氏
は
筆
者
へ
の
批
判
門
と
し
て
、

バ
イ
パ
ギ
シ

ュ
は
パ
イ
パ
ガ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
、
従
っ
て
内

飢
も
ホ
シ
ュ
l
ト
部
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
主

張
は
宵
繋
に
嘗
た

っ
て
い
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
但
し
同
氏
は
パ
イ

パ
ギ
シ
ュ
を
チ
ョ
ク
ル
・
チ
ン
商
人
と
兄
弟
で
あ
る
と
す
る
ロ
シ
ア
側
の

情
報
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
る
上
、
チ
ョ
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
「
〈
系
譜

上
)
現
段
階
で
は
比
定
で
き
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
同
氏

-112ー



は
こ
の
三
人
の
関
係
を
系
譜
上
に
比
定
で
き
な
い
で
い
る
が
、
筆
者
と
し

て
は
、
『
西
域
同
文
士
山
』
巻
十
、
天
山
北
路
準
鴎
爾
部
人
名
四
・
和
碩
特

衛
位
特
属
(
東
洋
文
庫
影
印
、
上
冊
、
五
八
九
|
五
九
三
頁
〉
に
綴
る
左

の
系
譜
上
に
三
人
と
も
比
定
で
き
る
と
考
え
る
。

蔀2 議室
博」ミ 貝邑

きI ~ I 
42 ペ合、~1O
震防 情語 E

E「 奈竺 ω
育二， 諾量二
三二= 顔 • .~ 
)脅洪 E

L引
(円(円〈切
背 R 吹，::: 奔 3
)向 庫~巴忌

爾 2: 鳴 E
~'"1 斯ぽ、J

町
内

E
m
o
-
-

〈
庫
緩
)
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こ
れ
に
竣
れ
ば
、
チ
ン
(
合
ロ
巴
と
チ
ョ
ク
ル
(
?
』
三

E
る
は
兄
弟
で

あ
り
、
彼
ら
に
謝
し
て
パ
イ
バ
ギ
シ
ユ

(
F
1
Z
E
M〉
は
再
従
兄
弟
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
ロ
シ
ア
情
報
中
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
を
チ
ン
・

チ
ョ
ク
ル
爾
人
の
兄
弟
と
停
え
た
の
は
、
再
従
兄
弟
の
誤
停
と
見
な
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ゆ
こ
れ
が
バ

1
ト
P
ト
部
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

事
件
を
停
え
る
も
う

一
つ
の
情
報
に
、
パ

l
ト
ゥ
イ
ト
ク
ヤ
ン
t

タ
イ
シ
ヤ
切
号

E
ミ

E
・

4
白
雪
国
白
(
℃
三

0
・戸

h
O
R
-
Z
。・

8
・

h

同
・
品
。
〉
と
あ
る
こ
と
か
ら
剣
る
。

な
お
タ
プ
ィ
タ
イ
に
つ
い
て
は
所
属
部
不
明
。

同
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
情
報
に
言
う
。

チ
ョ
ク
ル
と
バ
イ
パ
ギ
シ
ュ
ー
タ
イ
シ
ャ
と
の
聞
に
戟
闘
が
起
っ
た
際

に
、
彼
ら
の
ウ
ル
ス
か
ら
ム
ン
ガ
ル
へ
多
数
の
ム
ン
ガ
ル
人
捕
虜
が
逃

げ
た
。
〈
句
玄
0
・
F
h
O
R
・
2
0・叶
p
h
-
s
u

帥
パ
イ
パ
ガ
ス
の
死
因
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
戦
死
と
せ
ず
に
、
暗
殺
の
如

く
に
俸
え
る
情
報
も
あ
る
。
そ
れ
は
二
ハ
三
二
年
一
月
十
二
日
モ
ス
ク
ワ

の
使
節
臆
で
カ
ル
ム
ク
使
者
に
行
っ
た
訊
問
の
調
書
に
見
え
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
言
う
。

使
者
ら
は
以
下
の
如
く
述
べ
た
。
ツ
ア

l
リ
大
君
に
叩
頭
す
る
た
め
に

使
者
ら
と
共
に
そ
の
捕
虜
を
迭
っ
た
の
は
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
の
子
で
あ

る
。
そ
の
捕
虜
は
カ
ル
マ
ク
族
で
、
名
を
コ
ヌ
ハ
穴
o
ミ
凶
曲
の
子
ノ

ト
ゥ
チ
ュ
ケ
イ
ヱ
0
4
-
5お
一
昨
と
呼
ぶ
。
彼
の
父
コ
ヌ
ハ
は
普
通
の
タ

イ
シ
ャ
で
あ
っ
た
が
、
バ
イ
パ
ギ
シ
ュ
l

タ
イ
シ
ャ
の
祖
父
ー
そ
の
名

は
事
げ
ら
れ
て
い
な
い
ー
を
殺
害
し
、
そ
の
後
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
を
も
殺

害
し
た
。
そ
こ
で
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
の
子
逮
が
そ
の
親
族
と
一
緒
に
集
ま

っ
て
、
そ
の
ノ
ト
ゥ
チ
ュ
ケ
イ
の
父
を
殺
し
、
そ
の
妻
子
兄
弟
を
諸
閣
へ

賓
り
飛
ば
し
た
外
、
そ
の
徐
の
者
逮
も
、
将
来
彼
ら
の
方
か
ら
い
か
な

る
不
軌
も
働
か
な
い
よ
う
に
、
諸
方
へ
追
放
し
た
。
そ
の
コ
ヌ
ハ
の
子

ノ
ト
ヲ
チ
ユ
ケ
イ
も
、
パ
イ
パ
ギ
シ
ュ
の
子
が
陛
下
に
叩
頭
す
る
た
め

に
奴
隷
と
し
て
迭
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
色
沼
0
・
F
h
o
民・

2
。・∞斗-

h
H

・
N
H
l

N
N
)

こ
の
供
述
は
カ
ル
ム
ク
使
者
自
ら
の
設
言
に
な
る
も
の
だ
け
に
信
怒
性
も

高
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
供
述
か
ら
按
ず
る
と
、
パ

イ
バ
ガ
ス
は
一
六
二
八
|
二
九
年
の
チ
ョ
ク
ル
征
討
載
の
最
中
に
買
は
コ

ヌハ
l

タ
イ
シ
ャ
に
獄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
拙
稿
「
グ
シ

汗
」
に
お
い
て
、
こ
の
供
述
に
基
づ
い
て
パ
イ
パ
ガ
ス
斌
逆
の
時
期
を
漠

然
と
一
六
二

0
年
代
末
項
と
推
定
し
た
が
、

今
や
そ
れ
を

二
ハ
二
八
|
二

九
年
の
聞
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

帥
ホ
シ
ョ
ー
ト
部
に
は
こ
の
他
、
後
に
そ
の
兄
オ
チ
ル
ト
?
と
の
抗
争
に

-113ー



758 

敗
れ
て
一
六
六

0
年
代
に
ウ
ラ
ル
河
方
面
へ
移
牧
し
た
7
.フ
ラ
イ
(
パ
イ

パ
ガ
ス
の
子
〉
の
遺
衆
の

一
部
分
も
加
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
首
の
ア
プ

ラ
イ
は
一
六
七
一
年
ヴ
ォ
ル
ガ
"
カ
ル
ム
タ
王
園
の
ア
ユ
カ
i

ハ
l
ン
の

た
め
に
敗
れ
て
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
、
そ
れ
よ
り
数
年
後
に
ア
ユ
カ
l

ハ

l
ン
の
手
で
そ
の
身
柄
を
モ
ス
ク
ワ
へ
迭
致
さ
れ
て
、
そ
の
地
で
七
四
年

初
に
間
伐
し
た
。
ア
プ
ラ
イ
が
ア
ユ
カ
l

ハ
l
ン
に
敗
れ
た
際
、
そ
の
部
衆

の
大
半
は
ジ
ュ
ン
ガ
リ
ア
へ
逃
げ
勝
っ
た
(
「
セ
ン
ゲ
」
)
。

帥
故
パ
イ
パ
ガ
ス
の
ウ
ル
ス
は
、
そ
の
死
後
の
一
六
一
二
六
年
に
至
っ
て
も

猶
パ
イ
パ
ガ
ス
の
ウ
ル
ス
と
稀
さ
れ
て
い
て
、
グ
シ
の
名
儀
に
移
さ
れ
た

形
跡
が
な
い
。
本
文
九
一
ー
ー
二
頁
引
用
の
史
料
宿
玄
O
L
-
-
h
H
O
R
-
Z
0・

ロ-
h
H

・
8
3
に
依
れ
ば
、
パ
イ
パ
ガ
ス
の
ウ
ル
ス
は
依
然
存
績
し
て
い

て
、
そ
こ
に
は
オ
チ
ェ
タ
i

タ
イ
シ
ャ
こ
と
オ
チ
ル
ト
ゥ
l

タ
イ
ジ
が
ウ

ル
ス
の
統
職
者
の
任
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
ク
ジ
ャ
タ
イ
シ
ャ
こ
と
グ
シ
l

タ
イ
ジ
の
場
合
は
オ
チ
ル
ト
ゥ

の
後
見
役
の
如
き
任
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
な
見
地

か
ら
、
故
パ
イ
パ
ガ
ス
の
ウ
ル
ス
の
主
位
は
そ
の
嫡
子
オ
チ
ル
ト
ゥ
に
相

捕
相
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
オ
チ
ル
ト
ゥ
の
異
母
弟
ア
，
フ
ラ
イ
の
場

合
は
、
別
に
濁
立
し
て
イ
ル
ト
ヮ
イ
シ
河
右
支
流
ベ
シ
ユ
カ
切
巾
巨

E
河

畔
に
自
己
の
ウ
ル
ス
を
擁
し
た
。

帥

N
伊

ro吋
同

1
r
o
E
o
z
m
ι
z
u
z
o
r
N
g
a
E
B
z
r
o
f
Z
F

臼自ロ
E曲g岳
f冨r
F宮吋ロ己
-J唱宮同荘fτH

円

g三。己-ご『

同司M
函州ω凶内

ι凶ロ

rE口
-F同

στ-岡
。

g師
『

zNE釦包凡岱凶
-F但帥
問

-r。岡官帥
z日
問
出
戸
伝
師
宮
凶

H
P
〔
羽
市

1
5
2タ
湖
畔
湖
町
、
辺
広
田
〕
・

ホ
シ
ュ
l
ト
部
長
停
統
の
ハ
l
ン
鋭
の
復
活
が
遅
れ
た
原
因
は
、
バ
イ

パ
ガ
ス
の
遺
産
分
配
を
め
ぐ
る
オ
チ
ル
ト
ゥ
・

7
.フ
ラ
イ
聞
の
樹
立
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
樹
立
は
、
グ
ン
ジ
l

ハ
ト
ゥ
ン
の
紹
大
な
権

威
と
、
オ
チ
ル
ト
ゥ
が
ジ
ュ
ン
ガ
ル
の
パ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン
タ
イ
ジ
と
提

携
し
た
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
は
顕
在
化
し
な
か
っ
た
ら
し
く
見
え
る

が
、
グ
ン
ジ
l

ハ
ト
ゥ
ン
残
し
(
一
六
五
二
年
〉
、
次
い
で
バ

1
ト
ゥ
ル

ホ
ン
タ
イ
ジ
も
残
し
(
一
六
五
三
年
)
て
か
ら
は
公
然
深
刻
化
し
た
。
深

刻
な
封
立
の
明
白
な
謹
援
は
、
一
六
五
七
年
以
来
の
パ

l
ト
ゥ
ル
l

ホ
ン

タ
イ
ジ
の
遺
産
を
め
ぐ
る
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
長
の
セ
ン
ゲ
と
そ
の
兄
達
の
閲

で
の
武
力
抗
争
の
際
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
オ
チ
ル
ト
ゥ
は
パ

l
ト
ゥ

ル
1

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
後
縫
者
セ
ン
ゲ
の
側
に
、
ァ
.
フ
ラ
イ
は
そ
の
封
立
者

の
側
に
興
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ジ
ユ
ン
ガ
ル
部
の
抗
争
自
鎧
は

一
六
六

O
年
に
セ
ン
ゲ
の
軍
事
的
勝
利
を
以
て
終
っ
た
が
、
オ
チ
ル
ト
ゥ
・
ァ
，
フ

ラ
イ
聞
の
確
執
は
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
羽
目
に
陥
り
、
翌
六

一
年
セ
ン
ゲ
の

支
援
を
得
た
オ
チ
ル
ト
ヮ
が
ア
・
フ
ラ
イ
を
そ
の
本
接
地
ベ
シ

ユ
カ
河
昨
に

包
囲
し
て
決
定
的
勝
利
を
奪
っ
た
。
こ
の
敗
戦
を
期
に
ア
。
フ
ラ
イ
は
夜
落

の
這
を
辿
り
、
つ
い
に
ウ
ラ
ル
河
へ
向
け
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
(
以
上
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
「
セ
ン
ゲ
」
参
照
)
。

こ
の
よ
う
に
オ
チ
ル
ト
ヮ
と
し
て
は
、
古
く
か
ら
の
ラ
イ
バ
ル
の
ァ
.フ

ラ
イ
を
完
全
に
葬
っ
て
、
ホ
シ
ュ
l
ト
部
に
専
制
権
力
を
打
ち
建
て
た

後
、
始
め
て
ダ
ラ
イ
ラ
マ
に
ハ
l
ン
披
の
授
輿
を
乞
う
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

同
こ
れ
ま
で
本
稿
で
グ
シ
l

ハ
l
ン
の
呼
稽
を
用
い
て
来
た
の
は
便
宜
上

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
い
。
本
来
な
ら
グ
シ
l

タ
イ
ジ
と
穣

す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
因
に
グ
シ
1

ハ
l
ン
の
呼
稽
の
起
源
に
関
し
て
、

山
口
瑞
鳳
「
顧
寅
汗
の
チ
ベ
ッ
ト
支
配
に
至
る
経
緯
」
(
『
岩
井
博
士
古
稀

記
念
典
籍
論
集
』
東
京
、
一
九
六
三
年
〉
に
、
グ
シ
l

ハ
l
ン
が
そ
の
二
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十
五
歳
三
六

O
六
年
)
の
時
に
、
ハ
ル
ハ
と
オ
イ
ラ
ト
の
紛
争
を
調
停

し
て
、
「
国
曲
目

Z
の
諸
曾
と
、
師
、
H，o
p
f
r
r
o円
nro回
『
守
と
か
ら
吋
曲
古

官
官
同
の
稽
放
を
受
け
、
以
来
。
s
z
r
g
と
稽
せ
ら
れ
た
。
」
と
書
い

て
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
文
献
〈
。
、
。
h
F
S若
々

.
s
~
v
H
a
w
Y
N
Nふ
E

章
常
-

h
b
-
M
N
H
Q
H
5
0司
令
一
句
な
ぎ
込
書

huよ
な
長
い
可

R
M
H
Z
0・。
E
ロペ
g
m
-

叫

4
z
b
g
n
H
N旬。
L

「
内
急
s
s・
-
里
。
。
自
庄
町
同
O
P
E
S
-

国

M

・
8
一
c
g
h

hhs-RNh-H一帆旬
RHNRHh』守い官。弘、お~に吉岡、
H。
ミ
h
Fし叉、
hh志
向
守
向
。
誌
句
ご
。

F司
守
、
な
弘
、
Q
Y
b
F
H
V司
、
九
E
h
h
E
g
h
h
v
s
s
R官
民
丸
岡
与
民
主

れやさ
.n刊
を
民
、
内
ハ
ミ
門
事
。
t
h
N
R
忌
苦
砂
川
H
図
録
同
問
問
・
斗
円
減
-

H

申
告
・
司
・

5
N〉
で
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
時
吋
ω官
官
立
の
格
競
を
受

け
た
と
は
記
す
が
、
「
以
来
。
5
z
r
g
と
m
併
せ
ら
れ
た
。
」
の
一
句
は

見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
句
は
山
口
氏
の
擦
っ
た
史
料
の
誤
り
か
叉
は

同
氏
の
潤
色
と
見
ら
れ
る
。

州
開

N
同

E
E円

四
門
戸

F

ロ

〉

r
B包
-
m
g
e叫
4sabwN
河
内
向
ミ
芯

2
3
H
F内
匂
中

e
s乳号、
R
M
H
n君
"
な
『
い
可
・

HN
。g
p
H由
叶
〔
)

.

M

M

・
HAHmp

帥
ホ
ン
タ
イ
ジ
(
コ
ン
タ
イ
シ
ヤ
)
の
使
用
例
が
最
も
早
く
史
料
に
現
れ

る
の
は
、
一
六
三
五
年
三
月
三
十
日
作
成
と
推
定
さ
れ
る
ア
ル
ト
ゥ
ン
ー

ハ
l
ン
の
側
近
ダ
イ
ン

u
メ
ル
ゲ
ン
l

ラ
ン
ズ
の
ロ
シ
ア
皇
帝
宛
嘆
願
欣

〈
℃
ヨ
0
・
F
h
O
R
-
Z
0・
HH印
-hH・
ロ
叩
)
の
中
で
あ
る
。
(
本
文
八
五
頁

参
照
〉

ω
十
七
世
紀
の
ロ
シ
ア
文
書
で
は
、
オ
イ
ラ
ト
族
を
黒
カ
ル
マ
タ
と
稽
し

た
の
に
封
し
て
、
ォ
ピ
河
東
岸
流
域
、
ア
ル
タ
イ
北
麓
地
方
の
テ
レ
ウ
ト

族
、
同
a
m
h
a
A
，Z
(
テ
レ

ン
グ
ト
族
、
『
合
同

gミ
一
目
白
)
を
白
カ
ル
マ
ク
と
稽

し
た
。
こ
の
自
カ
ル
マ
ク
か
ら
の
ヤ
サ
タ
徴
収
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
、

キ
ル
ギ
ス
の
場
合
と
同
様
、
ジ
ユ
ン
ガ
ル
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(
「
グ
シ
汗
」
)
。

伺
ト
ウ
ル
ゴ
チ
ャ
と
は
、
ク
ン
ド
ロ
ン
川
ウ
パ
シ
同
位
同
丘
町
窓
口
町
ロ
『
印
刷
戸

(
昆
都
衛
烏
巴
什
〉
の
別
競

U
P
E
m
o
m
-
(都
爾
格
斉
)
に
比
定
し
得
る

〈
「
グ
シ
汗
」
)
。

帥
ク
イ
シ
ャ
が
グ
シ
1

ハ
l
ン
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
の
論
誼
は
「
グ

シ
汗
」
、
参
照
。

帥
ロ
シ
ア
文
書
で
は
そ
の
名
は
穴
同
E
R
n与
を
基
本
型
と
す
る
。
そ
の

位
置
は
、
和
博
克
必
並
と
薩
里
阿
林
の
方
面
に
嘗
る
と
見
ら
れ
(
『
清
代

一
一
統
地
圏
』
肇
北
、
一
九
六
六
年
、
八
九
頁
)
、
今
日
の
和
布
克
饗
爾
蒙

古
自
治
豚
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

帥

パ

l
ト
ゥ
ル
に
よ
る
都
市
建
設
に
関
し
て
ロ
シ
ア
文
書
中
の
記
事
を
整

理
紹
介
し
た
論
文
に
、
円
・
ヱ
・
。
・
同
巾
円
喜
一
戸
向
山
言
内
・

2
0
国立巾

h
E
E
-
m
c

司。℃
ohH目白
H
h挺可申由「曲、
nRO『
O
M曲
znH，回白
(
o
h。
託
、
h
g
h託
証
。
迂
曲
。
、s

hu、。
'ukh認
定
Hh何
回
目
出
何
回
司
自
vmCH・
-Hqo↓y
v『』同国同
zq白白叶白ヲ
H由
叶

ω・円、『勺-

H
H
ω
I
H
S
-
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
詳
細
は
上
記
論
文
に
譲
り
、

筆
者
と
し
て
は
本
論
文
を
参
照
し
つ
つ
要
慰
だ
け
を
述
べ
る
。

伺

叱

4
5白
と
は
蒙
古
語
何
回
出
回
〈
盤
皐
者
の
意
〉
で
あ
ろ
う
。

制
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
園
に
お
け
る
プ
ハ

l
ラ
人
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
羽
田

明
「
ジ
ユ
ン
ガ
ル
玉
園
と
プ
ハ
1
ラ
人
|
内
陸
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
と
オ
ア

シ
ス
農
耕
民
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
十
二
容
六
鋭
、
一
九
五
四
年
。
後

に
羽
田
明
『
中
央
ア
ジ
ア
史
研
究
』
臨
川
書
庖
、
一
九
八
二
年
。
第
五
章

に
牧
録
〉
に
詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

岡
田
。
m
g
u
Z
え
の
ミ
俗

E
E
5
5
0
5件
。
宮
門
担
n
S
F
n司
、
E

匂

q
e
h。
芸
道
』
h
s
h。
向
。
芸
員
吋
O
B
E
〈

-
E
R
E
-
E
N
l
u・
5

2
・

『ω一[O
『・
H

申出吋
.

]

F

∞『・
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倒

こ
の
頃
の
ダ
ラ
イ
と
パ

l
ト
ゥ

ル
と
の
閥
係
を
示
す
一
例
を
傘
げ
よ
う

(の玄
-
x
h
v
R
U
内・円
、『
可-
H
斗N
)
。
事
は
二
ハ
三
四
年
、
ダ
ラ
ィ
、
グ
シ
ら
に

よ
る
パ
ラ
パ
M

タ
タ
ー

ル
人
の
技
致
事
件
に
関
し
て
で
あ
る
。
二
ハ
一
一
一
六

年
に
パ
!
ト
ヮ
ル
に
汲
遇
さ
れ
た
ト
ミ
ラ

"ベ

ト
ロ
フ
は
、
パ
ラ
パ
H

タ

タ
ー
ル
人
の
迭
避
の
た
め
の
斡
旋
を
パ
l
ト
ク

ル
に
要
請
し
た
が
、
こ
の

時
パ

l
ト
ゥ
ル
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

彼
(
パ

1
ト
ヮ
ル
)
は
そ
の
捕
虜
の
件
に
関
し
て
ク
イ
シ
ヤ
(
グ
シ
〉

と
タ
ラ
イ
1

爾
タ
イ
シ
ャ
に
使
者
を
以
て
申
し
迭
る
こ
と
に
し
よ
う
。

叉
彼
自
身
か
ら
も
ク
イ
シ
ャ
と
タ
ラ
イ
1

雨
タ
イ
シ
ャ
に
謝
し
て
、

彼

ら
と
曾
合
し
た
折
に
、
そ
の
捕
虜
の
件
と
陛
下
へ
の
奉
仕
の
件
と
に
つ

い
て
話
す
こ
と
に
し
よ
う
。
(
中
略
〉
も
し
ク
イ
シ
ャ
と
タ
ラ
イ
l

雨

タ
イ
シ
ヤ
が
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
に
従
わ
ず
、
タ

1
ラ
と
ト
ゥ
メ
ニ
の
捕
虜

を
引
き
渡
さ
な
か
っ
た
り
、
或
い
は
配
下
の
者
を
陛
下
の
町
へ
攻
撃
の

た
め
迭
り
込
ん
だ
り
し
て
も
、
彼
と
し
て
は
彼
ら
を
抑
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
だ
彼
コ
ン
タ
イ
シ
ャ
の
方
か
ら
は
陛
下
の
民
と
戦
う
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
(
匂
ヨ
0
・
ロ
-
N
H
O
R
-
Z
0
・
由
・
旬
-
企
|
品
M
)
。

以
上
の
如
く
パ
l
ト
ゥ
ル
は
答
え
た
が
、
そ
の
忠
告
が
ダ
ラ
イ
に
相
態
の

影
響
を
輿
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ダ
ラ
イ
は
閲
も
な

く
ト
ポ
リ
ス
ク
に
使
者
を
迭
っ
て
、
こ
の
問
題
の
緯
明
や
ら
捕
虜
迭
還
の

約
束
ゃ
ら
に
懸
命
に
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
ダ
ラ
イ
は
使
者
を
介

し
て
、
ロ
シ
ア
皇
帝
が
こ
の
問
題
の
た
め
に
そ
の
寧
を
彼
の
ウ
ル
ス
へ
汲

遺
し
な
い
よ
う
嘆
願
し
、
叉
ト
ゥ
メ
ニ
域
下
へ
の
侵
入
が
彼
の
知
ら
ぬ
聞

に
行
わ
れ
た
と
稼
明
し
、
そ
の
際
の
捕
虜
に
つ
い
て
は
調
査
し
て
迭
還
す

る
と
ま
で
約
束
し
た
の
で
あ
る
(
苫
5
0・
ロ
-
h
H
O
R
-
Z
。
・
怠
・・国
・品
M
)
O

M
W

ウ

ェ
l
・

リ
ャ
ザ
ノ
フ
ス
キ

1
著
・
青
木
富
太
郎
謬
『
蒙
古
法
の
基
本

一
九
四
三
年
。

復
刻
、
原
書
房
、

一
九
七
五
年
、
五

原
理
』

(生
活
社、

一一一
|
五
四
頁
)
。

ω
島
田
正
郎

『
東
洋
法
史
』
(
東
京
教
皐
社
、
一
九
七
四
年
、
ニ

O
七
頁
)
。

帥

リ
ャ
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
、
前
掲
書
、
五
三
頁。

帥

宮
脇
氏
は
、
筆
者
の
集
曾
提
唱
者
を
パ
l
ト
ク

ル
に、

集
曾
を
タ
ル
バ

ガ
タ
イ
山
と
す
る
設
を
非
難
し
、

『
ザ
ヤ
1

・ハ
ン
デ
ィ
タ
俸
』
(』W
S匂，
p

k
v
F
い
官
。
¥
の
お
句
。

~
u
g
b
E
S
O守
ミ
(U
F
b
E
円同町、
p
g
r
)
を
引
用
し

て
、
「
以
上
に
よ
り
、
一
六
四

O
年
の
集
舎
は
、
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
の

ジ
ャ
サ
ク
ト
・
ハ

l
ン
の
提
唱
に
よ
り
、
恐
ら
く
は
ハ
ル
ハ
の
地
で
開
催

さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
よ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
嘗
の
謬
文
が
か

な
り
慾
意
的
で
あ
り
(
例
え
ば
そ
の
謬
文
に
よ
れ
ば
、
法
典
制
定
の
集
舎

の
年
は
巳
の
年
H
一
占
ハ
四
一
年
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
)
、
原
文
に

就
い
て
見
て
も
氏
の
言
う
よ
う
な
解
穣
を
引
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。

帥

パ
l
ト

ク
ル
ー
ホ

ン
タ
イ
ジ
と
ロ

シ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
左
の

論
文
が
有
余
で
あ
る
。
筆
者
も
多
大
の
啓
援
を
受
け
た
。
就
き
て
参
照
さ

れ
た
い
。

三
-
E・『，
o
h
r沼田
Z
-

『，
-
S・の旬巾円白日】
4
U
『R
-

同

u
u
『
円
円
民
出
品
川
白
℃
岡
田
国
甲
山
富
巾

5
↓4
5
b
z
o
E白
星
0
0
4
z
o
E巾
Z
S
H
E
R
S国
民
玄

OZ吋
O旬国民

間

ω
o
l
glH
「

o
h
z
vハ
〈
口
回
・
民
、
む
ミ
N
R
h
h
司

円

O
D
G
F主
主
官
同

ミ
立
町
、
誌
h
h
h
誌
、
活
ぬ
注
ぬ
、
口
九

w
g
h
旬h
h
h
p

斗
少
玄
0
2
3
P
呂
田
印
・
円
、
『
司
・

回
出
品

1
!
H

∞H
・

同

以
下
、
ゴ
リ
マ
ン
・
ス
レ
サ
ル
チ
ユ
夕
、
前
掲
論
文
、
参
照
。

倒

セ
ン
ゲ
へ
の
ロ
シ
ア
使
節
の
往
訪
が
遅
れ
た
理
由
は
、
セ
ン
ゲ
の
登
位

直
後
に
セ
ン
ゲ
と
そ
の
兄
遠
の
関
に
父
バ

I
ト
ゥ
ル
の
遺
産
争
い
が
生
じ
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THE FORMATION OF THE ZUNGHAR EMPIRE

Wakamatsu Hiroshi

　　　

The Zunghar Empire competed with the Qing for hegemony over

northern Asia from the late 17th century until the niid-18th, but as yet

there is no widely accepted view as to when the empire was established.

Most recently, Japanese scholars have proposed that the empire was founded

by Galdan Boshogtu Khan in 1678. This view however ignores the state

established among the Oirats before Galdan's time. I therefore cannot

agree with it.　It is more likely that the Zunghar Empire was established

under the authority of the　Zunghar chieftain Baatur qong tayiji. The

Great Code (Yeke Caaii) which was instituted in 1640 forms the constitution

of this empire.

　　　

The following basic problems were investigated in an attempt to

elucidate the course of the formation of the Zunghar Empire :

　　　

1. The political tendencies of the Oirats during the early 17th century.

　　　

2. The rise to power of the Zunghar chieftain Qara Qula･

　　　

Here, I have primarily investigated the military role played by Qara

Qula in the continuous wars between the Oirats and the Akin Khan of

the Western Khalkha which started in 1620, concluding that Qara Qula's

rise to prominence was intimately related to his military successes in

these struggles.

　　　

3. The political position of Qara Qula's son Baatur qong tayiji.

　　　

Here, I have concentrated on an investigation of the various problems

concerning the formation of Baatur qong tayiji's tdtis,the political and

economic relations between his government and that of Russia, and the

institution of the Great Code (Yeke Caaji).

　　　

In accord with the above researches, I have　concluded that the

ｕni丘cation of the state of the Oirats was established under the authority

of Baatur qong tayiji.

３


